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公布された条例のあらまし 
 

特別職の職員で常勤のものの給与

に関する条例の一部を改正する条

例要綱 

 

１ 国の給与改定措置に準じ、市長等及び教育

長の期末手当の支給割合を年間０．０５月分

引き上げることとした。 

ア 令和元年１２月支給の期末手当の支給割

合を次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

１２月 １．６７５月分 １．７２５月分 

 

イ 令和２年度からの期末手当の支給割合を

次のとおりとすることとした。 

支給月 改正前 改正後 

６月 １．６７５月分 １．７０月分 

１２月 １．７２５月分 １．７０月分 

合計 ３．４０月分 ３．４０月分 

 

２ この条例は、公布の日から施行し、令和元

年１２月１日から適用することとした。ただ

し、１のイの改正については、令和２年４月

１日から施行することとした。 
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亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 国の給与改定措置に準じ、本市一般職員の給与に関し、本給、住居手当及び勤勉手当の支給割

合等について、次のとおり改正することとした。 

⑴ 本給の改正 

 世代間の給与配分の観点から、初任給及び若年層に重点を置きながら給料表の給料月額を増

額改定することとした（改定率 平均０．１８％）。 

⑵ 住居手当の改正 

ア 住居手当の支給対象となる家賃額の下限を現行１２，０００円から１６，０００円に引き

上げることとした。 

イ 住居手当の上限を現行２７，０００円から２８，０００円に引き上げることとした。 

⑶ 勤勉手当の支給割合の改正 

ア 令和元年１２月支給の勤勉手当の支給割合を０．０５月分引き上げて、次のとおりとする

こととした。 

 現 行 改正案 増 減 

（一般職員） 100分の92.5 100分の97.5 100分の5 

（幹部職員） 100分の112.5 100分の117.5 100分の5 

（再任用一般職員） 100分の45 100分の45 － 

（再任用幹部職員） 100分の55 100分の55 － 

 

イ 令和２年度の期末手当及び勤勉手当の支給割合を次のとおりとすることとした。 

 ６月期 １２月期 計 

期 末 手 当    

（一般職員） 100分の130 100分の130 100分の260 

（幹部職員） 100分の110 100分の110 100分の220 

（再任用一般職員） 100分の72.5 100分の72.5 100分の145 

（再任用幹部職員） 100分の62.5 100分の62.5 100分の125 

勤 勉 手 当    

（一般職員） 100分の95 100分の95 100分の190 

（幹部職員） 100分の115 100分の115 100分の230 

（再任用一般職員） 100分の45 100分の45 100分の90 

（再任用幹部職員） 100分の55 100分の55 100分の110 

合 計    

（一般職員） 100分の225 100分の225 100分の450 

（幹部職員） 100分の225 100分の225 100分の450 

（再任用一般職員） 100分の117.5 100分の117.5 100分の235 

（再任用幹部職員） 100分の117.5 100分の117.5 100分の235 
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２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行し、令和元

年１２月１日から適用することとした。ただ

し、１の⑴の改正については、平成３１年４

月１日から適用、１の⑵、１の⑶のイ及び２

の改正については、令和２年４月１日から施

行することとした。 

 

 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例要綱 

 

１ 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に

より、新たに会計年度任用職員制度が創設さ

れることに伴い、本市における会計年度任用

職員の給与及び費用弁償について必要な事項

を定めることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、令和２年４月１日から施行す

ることとした。 

 

 

 

地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例要綱 

 

１ 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に

より、新たに会計年度任用職員制度が創設さ

れることに伴い、関係する８条例について所

要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、令和２年４月１日から施行す

ることとした。 

 

 

 

亀岡市災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関

する事項を調査審議するため、市長の附属機

関として、亀岡市災害弔慰金等支給審査委員

会を設置することとした。 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市立認定こども園条例要綱 

 

１ 本梅保育所及び東本梅保育所を認定こども

園に移行させるため、新たに亀岡市立認定こ

ども園（本梅こども園及び森の自然こども園

東本梅）を設置するとともに、亀岡市立認定

こども園について必要な事項を定めることと

した。 

 

２ この条例は、令和２年４月１日から施行す

ることとした。 
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亀岡市立保育所条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 本梅保育所及び東本梅保育所を認定こども園に移行させるため、両保育所を廃止することとし

た。 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例は、令和２年４月１日から施行することとした。 

 

 

 

亀岡市駅前送迎用スペース管理条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 駅前送迎用スペースに次の送迎用スペースを追加することとした。 

 

名  称 位  置 

ＪＲ亀岡駅北口送迎用スペース 亀岡市追分町谷筋、一本木地内 

 

２ この条例は、公布の日から施行することとした。 

 

 

 

亀岡市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 建築基準法の規定に基づき、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、篠町篠牙ケ尾

地区地区整備計画区域内における建築物の制限に関し、必要な事項を定めることとした。 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行することとした。 
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条 例 
 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４８号 

 

特別職の職員で常勤のものの給与

に関する条例の一部を改正する条

例 

 

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例（昭和３９年亀岡市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１２月に支給する場合に

おいては１００分の１６７．５」を「１２月

に支給する場合においては１００分の   

１７２．５」に改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例の一部を次のように改正する。 

 第８条第２項中「１００分の１６７．５」

を「１００分の１７０」に、「１００分の 

１７２．５」を「１００分の１７０」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和元

年１２月１日から適用する。ただし、第２条

の規定は、令和２年４月１日から施行する。 

 （給与の内払） 

２ この条例による改正前の特別職の職員で常

勤のものの給与に関する条例の規定に基づい

て、令和元年１２月１日からこの条例の施行

の日の前日までの間に支払われた給与は、こ

の条例による改正後の特別職の職員で常勤の

ものの給与に関する条例の規定による給与の

内払とみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第４９号 

 

亀岡市一般職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

 

第１条 亀岡市一般職員の給与に関する条例

（昭和３０年亀岡市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

 第２１条第２項第１号中「１００分の  

９２．５」を「１００分の９７．５」に、

「１００分の１１２．５」を「１００分の  

１１７．５」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 
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第２条 亀岡市一般職員の給与に関する条例の

一部を次のように改正する。 

 第１１条の３第１項各号中「１２，０００

円」を「１６，０００円」に改め、同条第２

項中「各号に掲げる額」を「各号に定める

額」に改め、同項第１号中「掲げる額」を

「 定 め る 額 」 に 改 め 、 同 号 ア 中     

「２３，０００円」を「２７，０００円」に、

「１２，０００円」を「１６，０００円」に

改め、同号イ中「２３，０００円」を  

「２７，０００円」に、「１６，０００円」

を「１７，０００円」に改める。 

 第２１条第２項第１号中「１００分の  

９７．５」を「１００分の９５」に、  

「１００分の１１７．５」を「１００分の 

１１５」に改める。 

 第２４条の３を削る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和元

年１２月１日から適用する。ただし、第２条

の規定は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（亀岡市一般職員の給与に関

する条例（以下「給与条例」という。）第 

２１条第２項の改正規定を除く。次項におい

て同じ。）による改正後の給与条例（次項に

おいて「改正後の給与条例」という。）の規

定は、前項の規定にかかわらず、平成３１年

４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例の規定を適用する場合に

おいては、第１条の規定による改正前の給与

条例の規定に基づいて支給された給与は、改

正後の給与条例の規定による給与の内払とみ

なす。 

 （国の例引用） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行

に関し疑義が生じた場合は、国の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第５０号 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２０３条の２第５項及び第

２０４条第３項並びに地方公務員法（昭和 

２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２４条第５項の規定に基づき、法第

２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員（以下「会計年度任用職員」という。）の

給与及び費用弁償に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （会計年度任用職員の給与） 

第２条 前条の「給与」とは、法第２２条の２

第１項第２号により採用された会計年度任用

職員（以下「フルタイム会計年度任用職員」

という。）にあっては、給料、地域手当、通

勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休

日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び

期末手当をいい、同項第１号により採用され

た会計年度任用職員（以下「パートタイム会
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計年度任用職員」という。）にあっては、報

酬及び期末手当をいう。 

２ 給与は、他の条例に規定する場合のほか、

通貨で支払わなければならない。ただし、会

計年度任用職員の申出により、口座振替の方

法により支払うことができる。 

３ 公務について生じた費用の弁償は、給与に

は含まれない。 

 （フルタイム会計年度任用職員の給料） 

第３条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、

別表第１に掲げる給料表（以下「給料表」と

いう。）によるものとする。 

２ 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年

度任用職員に適用するものとする。 

 （フルタイム会計年度任用職員の職務の級） 

第４条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、

その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の

程度に基づき、これを給料表に定める職務の

級に分類するものとし、その分類の基準とな

るべき職務の内容は、別表第２に掲げる職務

の級別基準表によるものとする。 

２ フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、

前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決

定する。 

 （フルタイム会計年度任用職員の号給） 

第５条 新たに給料表の適用を受けるフルタイ

ム会計年度任用職員となった者の号給は、市

長が規則で定める基準に従い任命権者が決定

する。 

（フルタイム会計年度任用職員の給料の支

給） 

第６条 亀岡市一般職員の給与に関する条例

（昭和３０年亀岡市条例第２５号。以下「給

与条例」という。）第６条及び第７条の規定

は、フルタイム会計年度任用職員について準

用する。この場合において、第７条第４項中

「勤務時間条例第３条第１項、第４条及び第

５条の規定に基づく週休日」とあるのは、

「当該フルタイム会計年度任用職員について

定められた週休日」と読み替えるものとする。 

 （フルタイム会計年度任用職員の地域手当） 

第７条 給与条例第１１条の２の規定は、フル

タイム会計年度任用職員について準用する。 

 （フルタイム会計年度任用職員の通勤手当） 

第８条 給与条例第１２条の規定は、フルタイ

ム会計年度任用職員について準用する。 

（フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務

手当） 

第９条 給与条例第１５条第１項、第３項及び

第４項の規定は、フルタイム会計年度任用職

員について準用する。この場合において、同

条第１項中「正規の勤務時間を超えて勤務す

ることを命ぜられた職員」とあるのは、「当

該フルタイム会計年度任用職員について定め

られた勤務時間（以下この条において「正規

の勤務時間」という。）以外の時間に勤務す

ることを命ぜられたフルタイム会計年度任用

職員」と読み替えるものとする。 

（フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手

当） 

第１０条 給与条例第１６条の規定は、フルタ

イム会計年度任用職員について準用する。こ

の場合において、同条中「、正規の勤務時

間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年

度任用職員について定められた勤務時間（以

下この項において「正規の勤務時間」とい

う。）」と読み替えるものとする。 

（フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手

当） 

第１１条 給与条例第１７条の規定は、フルタ

イム会計年度任用職員について準用する。こ

の場合において、同条中「正規の勤務時間」

とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用

職員について定められた勤務時間」と読み替

えるものとする。 

（フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当） 
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第１２条 給与条例第１８条第１項及び第２項

の規定は、フルタイム会計年度任用職員につ

いて準用する。 

２ 前項の規定により準用する給与条例第１８

条第１項の勤務は、第９条の規定により準用

する給与条例第１５条第１項、第１０条の規

定により準用する給与条例第１６条及び前条

の規定により準用する給与条例第１７条の勤

務には含まれないものとする。 

（フルタイム会計年度任用職員の給料の端数

処理） 

第１３条 第１７条に規定する勤務１時間当た

りの給与額並びに第９条の規定により準用す

る給与条例第１５条、第１０条の規定により

準用する給与条例第１６条及び第１１条の規

定により準用する給与条例第１７条の規定に

より勤務１時間につき支給する時間外勤務手

当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算

定する場合において、当該額に、５０銭未満

の端数を生じたときは、これを切り捨て、 

５０銭以上１円未満の端数を生じたときは、

これを１円に切り上げるものとする。 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１４条 給与条例第２０条から第２０条の３

までの規定は、任期の定めが６月以上のフル

タイム会計年度任用職員について準用する。 

２ 任期の定めが６月に満たないフルタイム会

計年度任用職員の１会計年度内における会計

年度任用職員としての任期（任命権者（法第

６条第１項に規定する任命権者をいう。）を

同じくするものに限る。次項及び第２４条に

おいて同じ。）の定めの合計が６月以上に 

至ったときは、当該フルタイム会計年度任用

職員は、当該会計年度において、前項に規定

する任期の定めが６月以上のフルタイム会計

年度任用職員とみなす。 

３ ６月に期末手当を支給する場合において、

前会計年度の末日まで会計年度任用職員とし

て任用され、同日の翌日にフルタイム会計年

度任用職員として任用された者の任期（６月

未満のものに限る。）の定めと前会計年度に

おける任期（前会計年度の末日を含む期間の

任用に係るものに限る。）の定めとの合計が

６月以上に至ったときは、第１項の任期の定

めが６月以上のフルタイム会計年度任用職員

とみなす。 

（フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手

当） 

第１５条 フルタイム会計年度任用職員の特殊

勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手

当の額及びその支給方法は、亀岡市職員の特

殊勤務手当に関する条例（昭和５７年亀岡市

条例第９号。以下「特殊勤務手当条例」とい

う。）の定めるところによる。 

（フルタイム会計年度任用職員の勤務１時間

当たりの給与額） 

第１６条 第９条の規定により準用する給与条

例第１５条、第１０条の規定により準用する

給与条例第１６条及び第１１条の規定により

準用する給与条例第１７条に規定する勤務１

時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれ

に対する地域手当の月額の合計額に１２を乗

じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職

員について定められた１週間当たりの勤務時

間に５２を乗じたものから市長が規則で定め

る時間を減じたもので除して得た額とする。 

２ 次条に規定する勤務１時間当たりの給与額

は、給料の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額に１２を乗じ、その額をフルタ

イム会計年度任用職員について定められた１

週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので

除して得た額とする。 

（フルタイム会計年度任用職員の給料の減額） 

第１７条 フルタイム会計年度任用職員が定め

られた勤務時間中に勤務しないときは、国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第  
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１７８号）による休日（以下「祝日法による

休日」という。）（代休日を指定されて、当

該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務

した会計年度任用職員にあっては、当該休日

に代わる代休日。以下「祝日法による休日

等」という。）又は１２月２９日から翌年の

１月３日までの日（祝日法による休日を除く。

以下「年末年始の休日」という。）（代休日

を指定されて、当該休日に割り振られた勤務

時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっ

ては、当該休日に代わる代休日。以下「年末

年始の休日等」という。）である場合、有給

の休暇による場合その他任命権者が定める場

合を除き、その勤務しない１時間につき、前

条第２項に規定する勤務１時間当たりの給与

額を減額する。 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬） 

第１８条 月額で報酬を定めるパートタイム会

計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、

当該パートタイム会計年度任用職員について

定められた１週間当たりの勤務時間を亀岡市

職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成

６年亀岡市条例第２７号。以下「勤務時間条

例」という。）第２条第１項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額（１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額。以下この条において同じ。）とする。 

２ 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度

任用職員の報酬の額は、基準月額を２１で除

して得た額に、当該パートタイム会計年度任

用職員について定められた１日当たりの勤務

時間を７．７５で除して得た数を乗じて得た

額とする。 

３ 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度

任 用 職 員 の 報 酬 の 額 は 、 基 準 月 額 を    

１６２．７５で除して得た額とする。 

４ 前３項の「基準月額」とは、これらの規定

に規定するパートタイム会計年度任用職員の

１週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条

例第２条第１項に規定する勤務時間と同一で

あるとした場合に、その者の職務の内容及び

責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び

職務経験等に照らして第３条から第５条まで

の規定を適用して得た額に、当該額に１００

分の６を乗じて得た額を加算した額とする。 

（パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務

に係る報酬） 

第１９条 特殊勤務手当条例第２条第２号、第

３号及び第７号に規定する業務に従事するこ

とを命ぜられたパートタイム会計年度任用職

員には、特殊勤務手当条例の例により計算し

て得た額を特殊勤務に係る報酬として支給す

る。 

（パートタイム会計年度任用職員の時間外勤

務に係る報酬） 

第２０条 当該パートタイム会計年度任用職員

について定められた勤務時間（以下「正規の

勤務時間」という。）以外の時間に勤務する

ことを命ぜられたパートタイム会計年度任用

職員に対して、その正規の勤務時間以外の時

間に勤務した全時間について、時間外勤務に

係る報酬を支給する。 

２ 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額

は、勤務１時間につき、第２６条に規定する

勤務１時間当たりの報酬額に正規の勤務時間

以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応

じてそれぞれ１００分の１２５から１００分

の１５０までの範囲内で市長が規則で定める

割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前

５時までの間である場合は、その割合に  

１００分の２５を加算した割合）を乗じて得

た額を、時間外勤務に係る報酬として支給す

る。ただし、パートタイム会計年度任用職員

が第１号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外

の時間にしたもののうち、その勤務の時間と

その勤務をした日における正規の勤務時間と
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の合計が７時間４５分に達するまでの間の勤

務にあっては、同条に規定する勤務１時間当

たりの報酬額に１００分の１００（その勤務

が午後１０時から翌日の午前５時までの間で

ある場合は、１００分の１２５）を乗じて得

た額とする。 

⑴ 正規の勤務時間が割り振られた日（次条

の規定により休日勤務に係る報酬が支給さ

れることとなる日を除く。）における勤務 

⑵ 前号に掲げる勤務以外の勤務 

３ 前２項の規定にかかわらず、週休日の振替

等により、あらかじめ割り振られた１週間の

正規の勤務時間（以下この項及び次項におい

て「割振り変更前の正規の勤務時間」とい

う。）を超えて勤務することを命ぜられた 

パートタイム会計年度任用職員には、割振り

変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全

時間（次条の規定により休日勤務に係る報酬

が支給されることとなる時間を除く。）に対

して、勤務１時間につき、第２６条に規定す

る勤務１時間当たりの報酬額に１００分の 

２５から１００分の５０までの範囲内で市長

が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外

勤務に係る報酬として支給する。ただし、 

パートタイム会計年度任用職員が割振り変更

前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、

その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務

時間との合計が３８時間４５分に達するまで

の間の勤務については、この限りでない。 

４ 次に掲げる時間の合計が１月について６０

時間を超えたパートタイム会計年度任用職員

には、その６０時間を超えて勤務した全時間

に対して、前３項の規定にかかわらず、勤務

１時間につき、第２６条に規定する勤務１時

間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間

の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗

じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支

給する。 

⑴ 第１項の勤務の時間 １００分の１５０

（その時間が午後１０時から翌日の午前５

時までの間である場合は、１００分の  

１７５） 

⑵ 前項の勤務（同項ただし書の勤務を除

く。）の時間（次条の規定により休日勤務

に係る報酬が支給されることとなる時間を

除く。） １００分の５０ 

（パートタイム会計年度任用職員の休日勤務

に係る報酬） 

第２１条 祝日法による休日等及び年末年始の

休日等において、正規の勤務時間中に勤務す

ることを命ぜられたパートタイム会計年度任

用職員には、その正規の勤務時間中に勤務し

た全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支

給する。 

２ 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、

勤務１時間につき、第２６条に規定する勤務

１時間当たりの報酬額に１００分の１２５か

ら１００分の１５０までの範囲内で市長が規

則で定める割合を乗じて得た額とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、休日に勤務す

ることを命ぜられた勤務時間に相当する時間

を、他の日に勤務させないこととされたパー

トタイム会計年度任用職員の、その休日の勤

務に対しては、同項に規定する報酬を支給し

ない。 

（パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務

に係る報酬） 

第２２条 正規の勤務時間として、午後１０時

から翌日の午前５時までの間に勤務すること

を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員

には、その間に勤務した全時間に対して、夜

間勤務に係る報酬を支給する。 

２ 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、

勤務１時間につき第２６条に規定する勤務１

時間当たりの報酬額に１００分の２５を乗じ

て得た額とする。 
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（パートタイム会計年度任用職員の報酬の端

数処理） 

第２３条 第２７条各項に規定する勤務１時間

当たりの報酬額及び第２０条から前条までの

規定により勤務１時間につき支給する報酬の

額を算定する場合において、当該額に、５０

銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨

て、５０銭以上１円未満の端数を生じたとき

は、これを１円に切り上げるものとする。 

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第２４条 給与条例第２０条から第２０条の３

までの規定は、任期の定めが６月以上のパー

トタイム会計年度任用職員（１週間当たりの

勤務時間が著しく少ない者として市長が規則

で定めるものを除く。以下この条において同

じ。）について準用する。この場合において、

給与条例第２０条第４項中「それぞれの基準

日現在（退職し、若しくは失職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、若しくは失職

し、又は死亡した日現在）において職員が受

けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれ

らに対する地域手当の月額の合計額」とある

のは、「それぞれの基準日（退職し、若しく

は失職し、又は死亡した職員にあっては、退

職し、若しくは失職し、又は死亡した日）以

前６月以内のパートタイム会計年度任用職員

としての在職期間における報酬（フルタイム

会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が

規則で定める額を除く。）の１月当たりの平

均額」と読み替えるものとする。 

２ 任期の定めが６月に満たないパートタイム

会計年度任用職員の１会計年度内における会

計年度任用職員としての任期の定めの合計が

６月以上に至ったときは、当該パートタイム

会計年度任用職員は、当該会計年度において、

前項に規定する任期の定めが６月以上のパー

トタイム会計年度任用職員とみなす。 

３ ６月に期末手当を支給する場合において、

前会計年度の末日まで会計年度任用職員とし

て任用され、同日の翌日にパートタイム会計

年度任用職員として任用された者の任期の定

め（６月未満のものに限る。）と前会計年度

における任期（前会計年度の末日を含む期間

の任用に係るものに限る。）の定めとの合計

が６月以上に至ったときは、第１項の任期の

定めが６月以上のパートタイム会計年度任用

職員とみなす。 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬の支

給） 

第２５条 報酬は、月の１日から末日までを計

算期間とし、市長が規則で定める期日に支給

する。 

２ 日額又は時間額により報酬が定められた 

パートタイム会計年度任用職員に対しては、

その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬

を支給する。 

３ 月額により報酬が定められたパートタイム

会計年度任用職員に対しては、職員となった

日から退職した日までの報酬を支給する。た

だし、死亡により退職した場合は、その月の

末日までの報酬を支給する。 

４ 前項の規定により報酬を支給する場合で 

あって、月の１日から支給するとき以外のと

き、又は月の末日まで支給する以外のときは、

その報酬額は、その月の現日数から当該パー

トタイム会計年度任用職員について定められ

た週休日の日数を差し引いた日数を基礎とし

て日割りによって計算する。 

（パートタイム会計年度任用職員の勤務１時

間当たりの報酬額） 

第２６条 第２０条から第２２条までに規定す

る勤務１時間当たりの報酬額は、次の各号に

掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

⑴ 月額による報酬 第１８条第１項の規定

により計算して得た額に１２を乗じて得た
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額を当該パートタイム会計年度任用職員に

ついて定められた１週間当たりの勤務時間

に５２を乗じたものから市長が規則で定め

る時間を減じたもので除して得た額 

⑵ 日額による報酬 第１８条第２項の規定

により計算して得た額を当該パートタイム

会計年度任用職員について定められた１日

当たりの勤務時間で除して得た額 

⑶ 時間額による報酬 第１８条第３項の規

定により計算して得た額 

２ 次条に規定する勤務１時間当たりの報酬額

は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

⑴ 月額による報酬 第１８条第１項の規定

により計算して得た額に１２を乗じて得た

額を当該パートタイム会計年度任用職員に

ついて定められた１週間当たりの勤務時間

に５２を乗じたもので除して得た額 

⑵ 日額による報酬 前項第２号の規定によ

り計算して得た額 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬の減

額） 

第２７条 月額により報酬を定められている 

パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務

時間中に勤務しないときは、祝日法による休

日等又は年末年始の休日等である場合、有給

の休暇による場合その他任命権者が定める場

合を除き、その勤務しない１時間につき、前

条第２項第１号に定める勤務１時間当たりの

報酬額を減額する。 

２ 日額により報酬を定められているパートタ

イム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に

勤務しないときは、有給の休暇による場合そ

の他任命権者が定める場合を除き、その勤務

しない１時間につき、前条第２項第２号に定

める勤務１時間当たりの報酬額を減額する。 

 （会計年度任用職員の給与からの控除） 

第２８条 会計年度任用職員の給与からの控除

については、一般職常勤職員の例に準じる。 

（市長が特に必要と認める会計年度任用職員

の給与） 

第２９条 第２条から前条までの規定にかかわ

らず、職務の特殊性等を考慮し市長がこれら

の規定により難い特に必要と認める会計年度

任用職員の給与については、常勤の職員との

権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命

権者が別に定めるものとする。 

（パートタイム会計年度任用職員の通勤に係

る費用弁償） 

第３０条 パートタイム会計年度任用職員が給

与条例第１２条第１項及び第２項に定める通

勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に

係る費用弁償を支給する。 

２ 通勤に係る費用弁償の額（その支給の単位

となる一定の期間における通勤の回数が少な

い者についての減額の措置を含む。）、支給

日及び返納については、給与条例第１２条第

３項から第６項までの規定の例による。 

（パートタイム会計年度任用職員の公務のた

めの旅行に係る費用弁償） 

第３１条 パートタイム会計年度任用職員が公

務のための旅行に係る費用を負担するときは、

その旅行に係る費用弁償を支給する。 

２ 旅行に係る費用弁償の額は、亀岡市職員等

の旅費に関する条例（昭和３７年亀岡市条例

第１４号）の例による。この場合において、

パートタイム会計年度任用職員の職務は給与

条例第４条第１項に規定する行政職給料表に

おける２級以下に相当するものとする。 

 （委任） 

第３２条 この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が規則で定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１４条及び第２４条に規定する期末手当の支給において、この条例の施行日の前日において

亀岡市非常勤職員及び臨時的任用職員のうち臨時職員であった者が、引き続きこの条例の適用を

受けることとなる場合にあっては、令和元年１２月２日以後の期間を本条例に規定する会計年度

任用職員としての在職期間とみなすものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

給 料 表 

 職務 
 の級 

 
号給 

1 級 2 級 

給料月額 給料月額 

 
1 

円 
146,100 

円
195,500 

2 147,200 197,300 

3 148,400 199,100 

4 149,500 200,900 

5 150,600 202,400 

6 151,700 204,200 

7 152,800 206,000 

8 153,900 207,800 

9 154,900 209,400 

10 156,300 211,200 

11 157,600 213,000 

12 158,900 214,800 

13 160,100 216,200 

14 161,600 218,000 

15 163,100 219,700 

16 164,700 221,500 

17 165,900 223,200 

18 167,400 224,900 

19 168,900 226,500 

20 170,400 228,100 

21 171,700 229,500 

22 174,400 231,200 

23 177,000 232,800 

24 179,600 234,400 

25 182,200 235,400 

26 183,900 236,900 

27 185,500 238,300 

28 187,200 239,500 

29 188,700 240,700 

 

30 190,400 241,900 

31 192,200 242,900 

32 193,900 244,100 

33 195,500 245,400 

34 196,900 246,400 

35 198,400 247,600 

36 199,900 248,900 

37 201,200 249,800 

38 202,500 251,100 

39 203,700 252,300 

40 205,000 253,600 

41 206,300 255,000 

42 207,600 256,400 

43 208,900 257,600 

44 210,200 258,800 

45 211,300 260,000 

46 212,600 261,200 

47 213,900 262,500 

48 215,200 263,600 

49 216,300 264,700 

50 217,400 265,800 

51 218,400 267,100 

52 219,500 268,400 

53 220,600 269,400 

54 221,600 270,500 

55 222,500 271,800 

56 223,500 273,100 

57 223,800 274,000 

58 224,600 275,000 

59 225,400 275,900 

60 226,100 277,000 

61 226,800 278,100 

62 227,800 279,100 

63 228,600 280,000 
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「掲示済」 

 

64 229,400 281,000 

65 230,100 281,500 

66 230,800 282,400 

67 231,700 283,100 

68 232,700 284,000 

69 233,400 285,000 

70 234,000 285,800 

71 234,500 286,600 

72 235,200 287,400 

73 236,000 288,200 

74 236,600 288,700 

75 237,200 289,100 

76 237,700 289,600 

77 238,400 289,800 

78 239,100 290,100 

79 239,800 290,300 

80 240,300 290,700 

81 240,800 290,900 

82 241,500 291,100 

83 242,200 291,500 

84 242,900 291,800 

85 243,500 292,100 

86 244,200 292,400 

87 244,900 292,700 

88 245,600 293,100 

89 246,100 293,400 

90 246,600 293,800 

91 246,900 294,100 

92 247,300 294,500 

93 247,600 294,700 

94 
 

294,900 

95 
 

295,200 

96 
 

295,600 

97 
 

295,800 

 

98 
 

296,100 

99 
 

296,500 

100 
 

296,900 

101 
 

297,100 

102 
 

297,400 

103 
 

297,800 

104 
 

298,100 

105 
 

298,300 

106 
 

298,600 

107 
 

299,000 

108 
 

299,300 

109 
 

299,500 

110 
 

299,900 

111 
 

300,300 

112 
 

300,600 

113 
 

300,800 

114 
 

301,000 

115 
 

301,300 

116 
 

301,700 

117 
 

301,900 

118 
 

302,100 

119 
 

302,400 

120 
 

302,700 

121 
 

303,100 

122 
 

303,300 

123 
 

303,600 

124 
 

303,900 

125 
 

304,200 

 

別表第２（第４条関係） 

  職務の級別基準表 

職務の級 職務基準 

１級 ⑴ 定型的又は補助的な業務を行う職務 

⑵ 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

２級 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 
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 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第５１号 

 

地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例 

 

（亀岡市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例の一部改正） 

第１条 亀岡市人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例（平成１７年亀岡市条例第５

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「占める職員」の次に「及び同法

第２２条の２第１項第２号に掲げる職員」を

加える。 

（職員の分限に関する手続及び効果等に関す

る条例の一部改正） 

第２条 職員の分限に関する手続及び効果等に

関する条例（昭和５１年亀岡市条例第２２

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条に次の１項を加える。 

４ 法第２２条の２第１項に規定する会計年

度任用職員に対する第１項の規定の適用に

ついては、同項中「３年を超えない範囲

内」とあるのは「法第２２条の２第１項及

び第２項の規定に基づき任命権者が定める

任期の範囲内」とする。 

（職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の

一部改正） 

第３条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条

例（昭和３０年亀岡市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

 第４条中「給料」の次に「（法第２２条の

２第１項第１号に掲げる職員については、報

酬の額（亀岡市一般職員の給与に関する条例

（昭和３０年亀岡市条例第２５号）第１５条

に規定する時間外勤務手当、同条例第１６条

に規定する休日勤務手当及び同条例第１７条

に規定する夜間勤務手当に相当する額を除

く。））」を加える。 

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第４条 職員の育児休業等に関する条例（平成

４年亀岡市条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

 第７条第２項中「育児休業をしている職

員」の次に「（地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２２条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員（以下「会計年度任用職

員」という。）を除く。）」を加える。 

 第８条中「育児休業をした職員」の次に

「（会計年度任用職員を除く。）」を加える。 

 第９条に次の１項を加える。 

３ 育児休業をした職員のうち、地方公務員

法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員

については、退職手当条例第２条に規定す

る職員に含まれないことから、本条におけ

る規定の対象とはならない。 

 第１９条第２号中「（昭和２５年法律第 

２６１号）」を削る。 

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条

例の一部改正） 

第５条 公益的法人等への職員の派遣等に関す

る条例（平成１４年亀岡市条例第７号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第２項第３号中「第２２条第１項」

を「第２２条」に改める。 

（議会の議員及び非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例の一部改正） 

第６条 議会の議員及び非常勤の職員の公務災
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害補償等に関する条例（昭和４２年亀岡市条

例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第３号中「（その報酬」の次に「の

額」を加え、同条に次の１号を加える。 

⑸ 給料を支給される職員 法第２条第４

項に規定する平均給与額の例により実施

機関が市長と協議して定める額 

 （職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第７条 職員の退職手当に関する条例（昭和 

３０年亀岡市条例第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第２項に次のただし書を加える。 

 ただし、地方公務員法第２２条の２第１

項第１号に掲げる職員については、この限

りでない。 

 （亀岡市政治倫理条例の一部改正） 

第８条 亀岡市政治倫理条例（平成２０年亀岡

市条例第１９号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３条第２項第１号中「臨時職員及び嘱託

職員」を「臨時的任用職員及び会計年度任用

職員」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の議会の議員及び非

常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第

５条の規定は、この条例の施行の日以後に発

生した事故に起因する公務上の災害又は通勤

による災害に係る補償について適用する。 

 

「掲示済」 

 亀岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第５２号 

 

亀岡市災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭

和４９年亀岡市条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 目次中「第１６条」の次に「・第１７条」を

加える。 

 第１５条第３項を次のように改める。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一

時償還及び違約金については、法第１３条、

第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、

第９条及び第１２条の規定によるものとする。 

 第１６条を第１７条とし、第１５条の次に次

の１条を加える。 

 （支給審査委員会の設置） 

第１６条 市に、災害弔慰金及び災害障害見舞

金の支給に関する事項を調査審議するため、

亀岡市災害弔慰金等支給審査委員会（以下

「支給審査委員会」という。）を置く。 

２ 支給審査委員会の委員は、学識経験を有す

る者その他市長が必要と認める者のうちから、

必要の都度市長が任命する。 

３ 支給審査委員会は、委員７人以内で組織す

る。 

 

   附 則 
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 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市立認定こども園条例をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第５３号 

 

亀岡市立認定こども園条例 

 

 （設置） 

第１条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律第７７号。以下「法」という。）の規定に基づき、子ども（法第２条第１項に規定する子ども

をいう。以下同じ。）に対する教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に

対する支援を行うため、亀岡市立認定こども園（以下「認定こども園」という。）を設置する。 

 （認定こども園の類型) 

第２条 認定こども園の類型は、次のとおりとする。 

⑴ 幼保連携型 幼稚園と保育所とが連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園

の機能を果たすもの 

⑵ 幼稚園型 幼稚園が、保育を必要とする子どものための保育時間を確保するなど、保育所的

な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすもの 

⑶ 保育所型 保育所が、保育を必要とする子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な

機能を備えることで認定こども園の機能を果たすもの 

 （名称、位置、類型及び定員） 

第３条 認定こども園の名称、位置、類型及び定員は、次のとおりとする。 

名 称 位 置 類 型 定員（人） 

１ 本梅こども園 
亀岡市本梅町井手早田垣内

１３番地の２ 
保育所型 ５０ 

２ 森の自然こども園

東本梅 

亀岡市東本梅町東大谷生子

田６９番地 
保育所型 ４０ 
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 （事業） 

第４条 認定こども園は、次に掲げる事業を行

う。 

⑴ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第３９条第１項に規定する乳児又は幼

児に対する保育 

⑵ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第２３条各号に掲げる目標の達成に向けた

教育 

⑶ 法第２条第１２項に規定する子育て支援

事業のうち、地域における教育及び保育に

対する需要に照らし市長が必要と認める事

業 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める事業 

 （入園の資格） 

第５条 認定こども園に入園することができる

者は、次の各号のいずれかに該当する子ども

とする。 

⑴ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号）第１９条第１項第１号に規定す

る小学校就学前子ども 

⑵ 子ども・子育て支援法第１９条第１項第

２号に規定する小学校就学前子ども 

⑶ 子ども・子育て支援法第１９条第１項第

３号に規定する小学校就学前子ども 

 （保育料） 

第６条 保育料は、亀岡市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の保育料に関する条

例（平成２７年亀岡市条例第１１号）の定め

るところによる。 

 （預かり保育） 

第７条 市長は、認定こども園において預かり

保育（当該認定こども園の教育課程に係る教

育時間以外の時間帯における保育をいう。以

下同じ。）を行うことができる。 

２ 預かり保育を利用する子どもの保護者は、

当該預かり保育に要した費用の一部として別

に規則で定める預かり保育料を納付しなけれ

ばならない。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行す

る。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行のために必要な行為は、こ

の条例の施行の日前においても行うことがで

きる。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市立保育所条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第５４号 

 

亀岡市立保育所条例の一部を改正

する条例 

 

 亀岡市立保育所条例（昭和３０年亀岡市条例

第５１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条の表１の項及び２の項を削り、同表の

３の項を同表の１の項とし、同表の４の項から
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８の項までを２項ずつ繰り上げる。 

 第３条を第５条とし、第２条の次に次の２条

を加える。 

 （保育料） 

第３条 保育料は、亀岡市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の保育料に関する条

例（平成２７年亀岡市条例第１１号）の定め

るところによる。 

 （事業） 

第４条 市長は、保育所において保育を必要と

する乳幼児の保育を行うほか、次に掲げる事

業を行うことができる。 

⑴ 休日保育事業 

⑵ 一時保育事業 

⑶ 延長保育事業 

２ 前項第１号から第３号までの事業を利用す

る乳幼児の保護者は、当該事業に要した費用

の一部として別に規則で定める額を納付しな

ければならない。 

 

   附 則 

 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市駅前送迎用スペース管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第５５号 

 

亀岡市駅前送迎用スペース管理条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市駅前送迎用スペース管理条例（平成２８年亀岡市条例第４５号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第２条の表ＪＲ亀岡駅前送迎用スペースの項の次に次のように加える。 
 

ＪＲ亀岡駅北口送迎用スペース 亀岡市追分町谷筋、一本木地内 

 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第５６号 

 

亀岡市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（昭和６２年亀岡市条例第２２号）の

一部を次のように改正する。 
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 第６条第２項第２号ただし書を次のように改める。 

 ただし、馬堀駅前地区地区整備計画区域のうち近隣センター地区における建築物の１階部分及

び篠町篠牙ケ尾地区地区整備計画区域については、この限りでない。 

 第６条第２項第３号ただし書中「近隣センター地区」の次に「及び篠町篠牙ケ尾地区地区整備計

画区域」を加える。 

 別表第１に次のように加える。 

篠町篠牙ケ尾地区地

区整備計画区域 

 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された南丹都市

計画篠町篠牙ケ尾地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が

定められた区域 

 

 別表第２亀岡駅北地区地区整備計画区域の部商業ゾーン①の項アの欄、同部商業ゾーン②の項ア

の欄及び同部商業ゾーン③の項アの欄中「（ち）項」を「（り）項」に改め、同表に次のように加

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠町篠牙ケ
尾地区地区
整備計画区
域 

工 業 施 設 
ゾーン 

 次の各号に掲げる建築物 
⑴ マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発
売所、場外車券売場その他
これらに類するもの 

⑵ カラオケボックスその他
これに類するもの 

⑶ ボーリング場、スケート
場、水泳場又は令第130条の
6の2に規定する運動施設 

⑷ 令第130条の7に規定する
規模の畜舎（犬、猫、小鳥
等の小動物を飼育・展示・
販売しているペットショッ
プ、ペット美容院、ペット
ホテル、動物病院・診療所
その他これらに類するもの
で畜舎の用途に供するもの
を除く。） 

⑸ 住宅 
⑹ 共同住宅、寄宿舎又は下

宿（本ゾーン内に立地する
事業所が、当該事業所の従
業者のために設置するもの
又は研修等のために設置す
る宿泊施設を除く。） 

⑺ 老人ホーム、保育所、身
体障害者福祉ホームその他
これらに類するもの（本 
ゾーン内に立地する事業所
が当該事業所の従業者の福
利厚生のために設置する保
育施設を除く。） 

⑻ 図書館、博物館その他こ
れらに類するもの 

⑼ 葬儀場（日本標準産業分
類による葬儀業に供する建
築物をいう。） 

⑽ 風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律
第2条第9項に規定する店舗
型電話異性紹介営業の用途
に供する建築物 

⑾ 犬、猫その他人に飼育さ
れていた動物の死体を焼却
する設備を有する施設、動
物の死体を埋葬し、若しく
は焼骨を埋蔵する施設、動
物の焼骨を収蔵する施設又
はこれらを併せ有する施設
（専ら自己の利用に供する
目的で設置するものを除
く。） 

1,500 平 方 
メートル 
 

 敷地境界線のう
ち、道路境界線
（道路の隅切部
分を除く。）から
の距離について
は、1メートルと
する。 
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   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 ⑿ 廃棄物の処理及び清掃に
関する法律第2条第1項に規
定する「廃棄物」の分別、
保管、収集、運搬、再生、
処分等の処理の用途に供す
る建築物及び工作物（工場
その他の建築物に附属する
もので、専ら当該建築敷地
内の施設において生じた廃
棄物の処理を行うものを除
く。） 

   

 

生活利便施
設・関連施
設ゾーン 

 次の各号に掲げる建築物 
⑴ マージャン屋、ぱちんこ
屋、射的場、勝馬投票券発
売所、場外車券売場その他
これらに類するもの 

⑵ カラオケボックスその他
これに類するもの 

⑶ ホテル又は旅館 
⑷ ボーリング場、スケート
場、水泳場又は令第130条の
6の2に規定する運動施設 

⑸ 令第130条の7に規定する
規模の畜舎（犬、猫、小鳥
等の小動物を飼育・展示・
販売しているペットショッ
プ、ペット美容院、ペット
ホテル、動物病院・診療所
その他これらに類するもの
で畜舎の用途に供するもの
を除く。） 

⑹ 葬儀場（日本標準産業分
類による葬儀業に供する建
築物をいう。） 

⑺ 風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律
第2条第9項に規定する店舗
型電話異性紹介営業の用途
に供する建築物 

⑻ 犬、猫その他人に飼育さ
れていた動物の死体を焼却
する設備を有する施設、動
物の死体を埋葬し、若しく
は焼骨を埋蔵する施設、動
物の焼骨を収蔵する施設又
はこれらを併せ有する施設
（専ら自己の利用に供する
目的で設置するものを除
く。） 

⑼ 廃棄物の処理及び清掃に
関する法律第2条第1項に規
定する「廃棄物」の分別、
保管、収集、運搬、再生、
処分等の処理の用途に供す
る建築物及び工作物（工場
その他の建築物に附属する
もので、専ら当該建築敷地
内の施設において生じた廃
棄物の処理を行うものを除
く。） 

150平方メー
トル 
 

  敷地境界線の
うち、道路境界
線（道路の隅切
部分を除く。）か
らの距離につい
ては、1メートル
とする。 
 ただし、市道
中矢田篠線の道
路境界線からの
距離について
は、3メートルと
する。 
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 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第５７号 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例（昭和３１年亀岡市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１２月に支給する場合に

おいては１００分の１６７．５」を「１２月

に支給する場合においては１００分の   

１７２．５」に改める。 

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「１００分の１６７．５」

を「１００分の１７０」に、「１００分の 

１７２．５」を「１００分の１７０」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和元

年１２月１日から適用する。ただし、第２条

の規定は、令和２年４月１日から施行する。 

 （期末手当の内払） 

２ この条例による改正前の議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基

づいて、令和元年１２月１日からこの条例の

施行の日の前日までの間に支払われた期末手

当は、この条例による改正後の議会の議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定

による期末手当の内払とみなす。 

 

「掲示済」 
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規 則 
 

 亀岡市優良職員表彰規則及び亀岡市職員被服等貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   令和元年１２月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４０号 

 

亀岡市優良職員表彰規則及び亀岡市職員被服等貸与規則の一部を改正する規則 

 

 （亀岡市優良職員表彰規則の一部改正） 

第１条 亀岡市優良職員表彰規則（昭和４５年亀岡市規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中「貸与被服着用中は貸与被服、その他の場合は、」を削り、「若しくは」を「又は」

に改める。 

 （亀岡市職員被服等貸与規則の一部改正） 

第２条 亀岡市職員被服等貸与規則（昭和４１年亀岡市規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「き損」を「毀損」に改める。 

 第５条第１項を次のように改める。 

 貸与被服は、職務執行中に着用するものとする。ただし、所属長が必要と認めた場合は、こ

の限りでない。 

 別表第１中 

「 

７ 上記以外の職員 

上衣 １ 
市長の認め
る期間 

 

作業服 上・下 

１ － 
採用時１着
貸与 

盛夏作業服 上衣 

                                         」 

を 

「 

７ 上記以外の職員 
作業服 上・下 

１ 
市長の認め
る期間 

 

盛夏作業服 上衣 

                                         」 

に改める。 
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   附 則 

 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市自転車等駐車場条例の一部を改正する

条例の施行期日を定める規則をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４１号 

 

亀岡市自転車等駐車場条例の一部

を改正する条例の施行期日を定め

る規則 

 

 亀岡市自転車等駐車場条例の一部を改正する

条例（令和元年亀岡市条例第４５号）の附則に

規定する規則で定める日は、令和元年１２月 

２０日とする。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市自転車等駐車場条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４２号 

 

亀岡市自転車等駐車場条例施行規

則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市自転車等駐車場条例施行規則（平成 

１８年亀岡市規則第２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第２条第３項中「ＪＲ亀岡駅北口自転車等駐

車場」の次に「（以下「亀岡駅北口駐車場」と

いう。）」を加える。 

 別表中「亀岡駐車場」を「亀岡駐車場及び亀

岡駅北口駐車場」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市職員の条件付採用の期間の延長に関す

る規則をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４３号 

 

亀岡市職員の条件付採用の期間の

延長に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条及び第２２条の

２第７項の規定に基づき、職員の条件付採用

の期間の延長に関し必要な事項を定めるもの
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とする。 

 （条件付採用の期間の延長） 

第２条 職員が条件付採用の期間の開始後６月

間において実際に勤務した日数が９０日に満

たない場合においては、その日数が９０日に

達するまでその条件付採用の期間を延長する

ものとする。ただし、条件付採用の期間の開

始後１年を超えることとなる場合においては、

この限りでない。 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「６月間」とあるのは

「１月間」と、「９０日」とあるのは「１５

日」と、「条件付採用の期間の開始後１年」

とあるのは「当該職員の任期」とする。 

 （その他） 

第３条 この規則に定めるもののほか、職員の

条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等

に関する規則をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４４号 

 

亀岡市会計年度任用職員の勤務時

間、休暇等に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成６年亀岡市条例第

２７号。以下「条例」という。）第１８条の

規定に基づき、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号。以下「法」という。）第２２

条の２第１項に規定する会計年度任用職員

（以下「会計年度任用職員」という。）の勤

務時間、休暇等に関する基準を定めるものと

する。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 任命権者 法第６条第１項に規定する任

命権者及びその委任を受けた者をいう。 

⑵ パートタイム会計年度任用職員 法第 

２２条の２第１項第１号に定める会計年度

任用職員をいう。 

⑶ フルタイム会計年度任用職員 法第２２

条の２第１項第２号に定める会計年度任用

職員をいう。 

 （１週間の勤務時間） 

第３条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時

間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期

間につき１週間当たり３８時間４５分とする。 

２ パートタイム会計年度任用職員の勤務時間

は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間

につき１週間当たり３８時間４５分に満たな

い範囲内で、任命権者が定める。 

 （週休日及び勤務時間の割り振り） 

第４条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時

間を割り振らない日をいう。以下同じ。）と

する。ただし、任命権者は、パートタイム会

計年度任用職員については、日曜日及び土曜
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日に加えて月曜日から金曜日までの５日間に

おいて週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日

間において、１日につき７時間４５分の勤務

時間を割り振るものとする。ただし、パート

タイム会計年度任用職員については、１週間

ごとの期間について、１日につき７時間４５

分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るも

のとする。 

第５条 任命権者は、公務の運営上の事情によ

り特別の形態によって勤務する必要のある会

計年度任用職員については、前条第１項及び

第２項の規定にかかわらず、週休日及び勤務

時間の割り振りを別に定めることができる。 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び

勤務時間の割り振りを定める場合には、４週

間ごとの期間につき８日（パートタイム会計

年度任用職員にあっては、８日以上）の週休

日を設けなければならない。ただし、職務の

特殊性又は当該所属の特殊の必要により、４

週間ごとの期間につき８日（パートタイム会

計年度任用職員にあっては、８日以上）の週

休日を設けることが困難である職員について、

市長と協議して、４週間を超えない期間につ

き１週間当たり１日以上の割合で週休日を設

ける場合には、この限りでない。 

３ 前項の割り振りの基準等については、常時

勤務を要する職を占める職員（以下「常勤職

員」という。）の例による。 

 （週休日の振替等） 

第６条 任命権者は、会計年度任用職員に第４

条第１項又は前条の規定により週休日とされ

た日において特に勤務することを命ずる必要

がある場合には、第４条第２項又は前条の規

定により勤務時間が割り振られた日（以下こ

の条において「勤務日」という。）を週休日

に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時

間を当該勤務することを命ずる必要がある日

に割り振ることができる。 

２ 前項の割り振りの基準及び週休日に変更す

ることのできる勤務日の期間等については、

常勤職員の例による。 

 （休憩時間） 

第７条 条例第６条の規定は、会計年度任用職

員の休憩時間について準用する。 

 （正規の勤務時間以外の時間における勤務） 

第８条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急

の必要がある場合には、正規の勤務時間以外

の時間において会計年度任用職員に勤務をす

ることを命ずることができる。 

（育児又は介護を行う会計年度任用職員の深

夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第９条 条例第８条の２の規定は、育児又は介

護を行う会計年度任用職員について準用する。 

 （休日） 

第１０条 条例第９条の規定は、会計年度任用

職員について準用する。 

 （休日の代休日） 

第１１条 任命権者は、会計年度任用職員に国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第 

１７８号）に規定する休日又は年末年始の休

日（以下この項において「休日」と総称す

る。）である第４条第２項、第５条又は第６

条の規定により勤務時間が割り振られた日

（以下この項において「勤務日等」とい

う。）に割り振られた勤務時間の全部（次項

において「休日の全勤務時間」という。）に

ついて特に勤務することを命じた場合には、

当該休日前に、当該休日に代わる日（以下こ

の条において「代休日」という。）として、

当該休日後の勤務日等を指定することができ

る。 

２ 前項の規定により代休日を指定された会計

年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全

勤務時間を勤務した場合において、当該代休

日には、特に勤務することを命ぜられるとき
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を除き、正規の勤務時間においても勤務する

ことを要しない。 

３ 第１項の規定により代休日の指定をするこ

とのできる勤務日等の期間及び指定の手続等

については、常勤職員の例による。 

 （休暇の種類） 

第１２条 会計年度任用職員の休暇は、年次有

給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間と

する。 

 （年次有給休暇） 

第１３条 年次有給休暇は、１の年度ごとにお

ける休暇とし、その日数は、１の年度におい

て、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区

分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 

⑴ 次号及び第３号に掲げる会計年度任用職

員以外の会計年度任用職員 週所定勤務日

数又は年所定勤務日数の区分に応じ、それ

ぞれ別表第１の任期の区分ごとに定める日

数 

⑵ 任期の満了により退職した後に同一年度

内においてさらに任用されたことにより、

前任用から継続勤務する会計年度任用職員

又は任期が更新された会計年度任用職員

（次号に掲げる会計年度任用職員を除

く。） 当該任用又は更新よりも前の同一

年度内における任期の初日から当該任用又

は更新により定められた任期の末日までを

その者の任期とした場合に、前号を適用し

て得られる日数（当該年度において同号の

規定により取得した年次有給休暇があると

きは、当該取得した日数分を減じた後の日

数） 

⑶ 任期の満了により退職した後に翌年度に

おいてさらに任用されたことにより、前任

用から継続勤務する会計年度任用職員 週

所定勤務日数又は年所定勤務日数の区分に

応じ、それぞれ別表第２の継続勤務期間の

初日の属する年度から現年度までの年度数

の区分ごとに定める日数（当該年度におい

てこの号の規定により取得した年次有給休

暇があるときは、当該取得した日数分を減

じて得た日数） 

２ 年次有給休暇の単位は、１日とする。ただ

し、特に必要があると認められるときは、１

時間（使用時間が１時間を超える場合は１５

分）を単位とすることができる。 

３ 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用

職員の請求する時季に与えなければならない。

ただし、請求された時季に年次有給休暇を与

えることが公務の正常な運営を妨げる場合に

おいては、他の時季にこれを与えることがで

きる。 

４ １時間を単位として与えた年次有給休暇を

日に換算する場合は、勤務日１日当たりの勤

務時間（その時間に１時間未満の端数がある

ときは、これを１時間に切り上げた時間）を

もって１日とする。ただし、勤務日ごとの勤

務時間が同一でないパートタイム会計年度任

用職員にあっては、勤務日１日当たりの平均

勤務時間（全勤務日の勤務時間の合計を当該

全勤務日の日数で除して得た時間（その時間

に１時間未満の端数を生じたときは、これを

１時間に切り上げた時間）をいう。）をもっ

て１日とする。 

５ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越

されたものを除く。）は、２０日を限度とし

て、翌年度（年度の途中に付与された年次有

給休暇にあっては、翌々年度におけるその付

与された月の前月まで）に繰り越すことがで

きる。 

 （特別休暇） 

第１４条 会計年度任用職員に別表第３の事由

欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間

欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものと

する。 

２ 会計年度任用職員に別表第４の事由欄に掲
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げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲

げる期間の無給の休暇を与えるものとする。 

３ 別表第３中９の項、１２の項、別表第４中

５の項及び６の項の特別休暇の期間について

は、その者の勤務日数又は勤務時間数に応じ

て、市長が別に定める。 

４ 別表第４中５の項及び６の項の休暇（以下

この条において「特定休暇」という。）の単

位は、１日又は１時間とする。ただし、特定

休暇の残日数の全てを使用しようとする場合

において、当該残日数に１時間未満の端数が

あるときは、当該残日数の全てを使用するこ

とができる。 

５ １日を単位とする特定休暇は、１回の勤務

に割り振られた勤務時間の全てを勤務しない

ときに使用するものとする。 

６ 前条第４項の規定は、１時間を単位として

使用した特定休暇を日に換算する場合につい

て準用する。 

 （介護休暇） 

第１５条 条例第１５条第１項及び第２項の規

定は、会計年度任用職員（同条の規定の適用

があるとした場合は、同条第１項に規定する

申出の時点において、１週間の勤務日が３日

以上とされている会計年度任用職員又は週以

外の期間によって勤務日が定められている会

計年度任用職員で１年間の勤務日が１２１日

以上であるものであって、任命権者を同じく

する職（以下「特定職」という。）に引き続

き在職した期間が１年以上であり、かつ、当

該申出において、亀岡市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例施行規則（平成２１年亀岡

市規則第７号）第２０条第３項の規定により

指定期間の指定を希望する期間の初日から起

算して９３日を経過する日から６月を経過す

る日までに、その任期（任期が更新される場

合にあっては、更新後のもの）が満了するこ

と及び特定職に引き続き採用されないことが

明らかでないものに限る。）の介護休暇につ

いて準用する。この場合において、条例第 

１５条第１項中「６月」とあるのは「９３

日」と読み替えるものとする。 

２ 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇と

する。 

 （介護時間） 

第１６条 条例第１５条の２第１項及び第２項

の規定は、会計年度任用職員（同条の規定の

適用があるとした場合は、初めて同条の休暇

の承認を請求する時点において、１週間の勤

務日が３日以上とされている会計年度任用職

員又は週以外の期間によって勤務日が定めら

れている会計年度任用職員で１年間の勤務日

が１２１日以上であるものであり、かつ、１

日につき定められた勤務時間が６時間１５分

以上である勤務日があるものであって、特定

職に引き続き在職した期間が１年以上である

ものに限る。）の介護時間について準用する。

この場合において、条例第１５条の２第２項

中「２時間」とあるのは「２時間（当該会計

年度任用職員について１日につき定められた

勤務時間から５時間４５分を減じた時間が２

時間を下回る場合は、当該減じた時間）」と

読み替えるものとする。 

２ 前項に規定する介護時間は、無給の休暇と

する。 

 （休暇の承認等） 

第１７条 特別休暇（別表第４中１の項及び２

の項の休暇を除く。）の承認及び休暇の請求

等の手続については、常勤職員の例による。 

（市長が特に必要と認める会計年度任用職員

の休暇等） 

第１８条 第１２条から前条までの規定にかか

わらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に

必要と認める会計年度任用職員の休暇等につ

いては、常勤職員との権衡及びその職務の特

殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるもの
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とする。 

 （その他） 

第１９条 この規則に定めるもののほか、会計

年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必

要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行す

る。 

 （年次有給休暇に関する経過措置） 

２ この規則の施行日前に採用された地方公務

員法及び地方自治法の一部を改正する法律

（平成２９年法律第２９号）による改正前の

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

（以下「改正前の法」という。）第３条第３

項第３号に規定する特別職の非常勤職員又は

改正前の法第２２条第５項に規定する臨時的

任用により採用された職員が、施行日以後に

会計年度任用職員として継続勤務する勤務年

度数及び年次有給休暇の繰越しについては、

なお従前の例による。 
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別表第１（第１３条関係） 

週所定勤務日数 ５日以上 ４日 ３日 ２日 １日 

年所定勤務日数 
２１７日以
上 

１６９日か
ら２１６日
まで 

１２１日か
ら１６８日
まで 

７３日から
１２０日ま
で 

４８日から
７２日まで 

任期 １月を超え
２月以下 

２日 ２日 １日 １日 １日 

２月を超え
３月以下 

３日 ２日 ２日 １日 １日 

３月を超え
４月以下 

４日 ３日 ２日 １日 １日 

４月を超え
５月以下 

５日 ３日 ３日 ２日 １日 

５月を超え
６月以下 

５日 ４日 ３日 ２日 １日 

６月を超え
１年以下 

１０日 ７日 ５日 ３日 １日 

備考 
１ 週所定勤務時間数が３０時間以上の者については、週所定勤務日数にかかわらず、こ
の表の「５日以上」の欄を適用する。 

２ この表において週所定勤務日数と年所定勤務日数に差異が生じる場合は、年所定勤務
日数の欄を適用する。 

別表第２（第１３条関係） 

週所定勤務日数 ５日以上 ４日 ３日 ２日 １日 

年所定勤務日数 
２１７日以
上 

１６９日か
ら２１６日
まで 

１２１日か
ら１６８日
まで 

７３日から
１２０日ま
で 

４８日から
７２日まで 

継続勤務
期間の初
日の属す
る年度か
ら現年度
までの年
度数 

１年度 
１１日 ８日 ６日 ４日 ２日 

２年度 
１２日 ９日 ６日 ４日 ２日 

３年度 
１４日 １０日 ８日 ５日 ２日 

４年度 
１６日 １２日 ９日 ６日 ３日 

５年度 
１８日 １３日 １０日 ６日 ３日 

６年度
以上 ２０日 １５日 １１日 ７日 ３日 

備考 
１ 週所定勤務時間数が３０時間以上の者については、週所定勤務日数にかかわらず、こ
の表の「５日以上」の欄を適用する。 

２ この表において週所定勤務日数と年所定勤務日数に差異が生じる場合は、年所定勤務
日数の欄を適用する。 
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別
表

第
３

（
第

１
４

条
関

係
）

 

事
由
 

期
間
 

１
 
会
計
年
度
任
用
職
員
が
選
挙
権
そ
の
他
公
民

と

し
て
の
権
利
を

行
使
す
る
場
合

 
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

２
 
会
計
年
度
任
用
職
員
が
公
務
上
の
負
傷
又
は
疾

病
の
た
め
療
養

す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し

な
い
こ
と
が
や

む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

最
小
限
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

３
 
使
用
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
業

務

の
全
部
又
は
一

部
の
停
止
の
場
合
 

業
務
の
停
止
す
る
期
間
 

４
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
親
族
が
死
亡
し
た
場

合

で
、
会
計
年
度

任
用
職
員
が
葬
儀
、
服
喪
そ
の
他

親
族
の
死
亡
に

伴
い
必
要
と
認
め
ら
れ
る
行
事
等

の
た
め
勤
務
し

な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合

 

別
表
第
５
の
親
族
欄
に
掲
げ
る
親
族
の
区
分
に

応
じ
同
表
の
日
数
欄
に
掲
げ
る
連
続
す
る
日
数

（
葬
儀
の
た
め
遠
隔
の
地
に
赴
く
場
合
に
あ
っ

て
は
、
往
復
に
要
す
る
日
数
を
加
え
た
日
数
）

の
範
囲
内
の
期
間
 

５
 
妊
娠
中
及
び
出
産
後
の
会
計
年
度
任
用
職
員

が

保
健
指
導
又
は

健
康
診
査
を
受
け
る
場
合
 

妊
娠
満
２
３
週
ま
で
は
４
週
間
に
１
回
、
妊
娠

満
２
４
週
か
ら
満
３
５
週
ま
で
は
２
週
間
に
１

回
、
妊
娠
満
３
６
週
か
ら
出
産
ま
で
は
１
週
間

に
１
回
、
出
産
後
１
年
ま
で
は
そ
の
間
に
１
回

と
し
、
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

６
 
会
計
年
度
任
用
職
員
が
裁
判
員
、
証
人
、
鑑

定

人
、
参
考
人
等

と
し
て
国
会
、
裁
判
所
、
地
方
公

共
団
体
の
議
会

そ
の
他
の
官
公
署
へ
出
頭
す
る
場

合
 

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

７
 
地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
る

交

通
遮
断
に
よ
り

勤
務
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合

 
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

８
 
交
通
機
関
の
事
故
等
の
不
可
抗
力
の
場
合

 
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

９
 
地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り

次

の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
で
、
会
計
年
度
任

用
職
員
が
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。
 

⑴
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
現
住
居
が
滅
失
し
、

又
は
損
壊
し
た

場
合
で
、
当
該
会
計
年
度
任
用

職
員
が
そ
の
復

旧
作
業
等
を
行
い
、
又
は
一
時

的
に
避
難
し
て

い
る
と
き
。
 

⑵
 

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

当
該

会
計

年
度

任
用

職
員

と
同

一
の

世
帯

に
属

す
る

者
の

生

活
に
必
要
な
水

、
食
料
等
が
著
し
く
不
足
し
て

い
る
場
合
で
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外

に
は

そ
れ

ら
の

確
保

を
行

う
こ

と
が

で
き

な

い
と
き
。

 

７
日
以
内
で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期

間
 

 

 

１
０
 
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す

る
医
療
に
関
す

る
法
律
（
平
成
１
０
年
法
律
第
１

１
４
号
）
の
規

定
に
基
づ
く
交
通
の
制
限
又
は
遮

断
に
よ
り
勤
務

が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合

 

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

１
１
 
会
計
年
度
任
用
職
員
が
結
婚
す
る
場
合
で

、

結
婚
式
、
旅
行

そ
の
他
結
婚
に
伴
い
必
要
と
認
め

ら
れ
る
行
事
等

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当

で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
。

 

連
続
す
る
５
日
の
範
囲
内
の
期
間
 

１
２
 
会
計
年
度
任
用
職
員
が
夏
季
に
お
け
る
盆

等

の
諸
行
事
、
心

身
の
健
康
の
維
持
及
び
増
進
又
は

家
庭
生
活
の
充

実
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相

当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合

 

１
の
年
度
の
７
月
か
ら
９
月
の
期
間
内
に
お
い

て
、
週
休
日
、
休
日
及
び
代
休
日
を
除
い
て
、

原
則
と
し
て
連
続
す
る
３
日
以
内
の
期
間

 

１
３
 
そ
の
他
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合

 
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
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別
表
第
４

（
第
１

４
条

関
係
）

 

事
由
 

期
間
 

１
 

６
週

間
（
多

胎
妊

娠
の
場

合

に
あ

っ
て
は
、

１
４

週
間

）
以

内
に

出
産
す
る

予
定

で
あ

る
会

計
年

度
任
用
職

員
が

申
し

出
た

場
合
 

出
産
の
日
ま
で
の
期
間
 

２
 

会
計

年
度
任

用
職

員
が
出

産

し
た
場
合
 

出
産
の
日
の
翌
日
か
ら
８
週
間
を
経
過
す
る

ま
で

の
期
間
（
産

後

６
週
間
を
経
過
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
が

就
業

を
申
し
出
た

場

合
に
お
い
て
医
師
が
支
障
が
な
い
と
認
め
た

業
務

に
就
く
期
間

を

除
く
。
）
 

３
 

生
後

満
１
年

に
達

し
な
い

子

（
一

般
職

の
職

員
の

勤
務

時

間
、
休

暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
６

年
法
律
第

３
３

号
）

第
６

条
第

４
項
第
１

号
に

お
い

て
子

に
含

ま
れ
る
も

の
と

さ
れ

る
者

を
含

む
。
第
６

号
を

除
き

、
以

下
同
じ
。
）
を
育
て
る
会
計
年
度

任
用

職
員
が
、

そ
の

子
の

保
育

の
た

め
に
必
要

と
認

め
ら

れ
る

授
乳
等
を
行
う
場
合
 

１
日
２
回
そ
れ
ぞ
れ
３
０
分
以
内
で
必
要
と

す
る

期
間
（
男
性

の

会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
子

の
当

該
会
計
年
度

任

用
職
員
以
外
の
親
（
当
該
子
に
つ
い
て
民
法

（
明

治
２
９
年
法

律

第
８
９
号
）
第
８
１
７
条
の
２
第
１
項
の
規

定
に

よ
り
特
別
養

子

縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求

し
た

者
（
当
該
請

求

に
係

る
家

事
審

判
事

件
が

裁
判

所
に

係
属

し
て

い
る

場
合

に
限

る
。）
で
あ
っ
て
当
該
子
を
現
に
監
護
す
る
も

の
又

は
児
童
福
祉

法

（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１
６
４
号
）
第
２
７

条
第

１
項
第
３
号

の

規
定
に
よ
り
当
該
子
を
委
託
さ
れ
て
い
る
同

法
第

６
条
の
４
第

２

号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
者
若

し
く

は
同
条
第
１

号

に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
者
（
同
法
第

２
７

条
第
４
項
に

規

定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規

定
に

よ
り
、
同
法

第

６
条
の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里

親
と

し
て
委
託
す

る

こ
と
が
で
き
な
い
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。）

が
当

該
会
計
年
度

任

用
職
員
が
こ
の
号
の
休
暇
を
使
用
し
よ
う
と

す
る

日
に
お
け
る

こ

の
号
の
休
暇
（
こ
れ
に
相
当
す
る
休
暇
を
含

む
。）

を
承
認
さ
れ
、

又
は
労
働
基
準
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
４

９
号

）
第
 
６
７

条

の
規
定
に
よ
り
同
日
に
お
け
る
育
児
時
間
を

請
求

し
た
場
合
は

、

１
日
２
回
そ
れ
ぞ
れ
３
０
分
か
ら
当
該
承
認

又
は

請
求
に
係
る

各

回
ご
と
の
期
間
を
差
し
引
い
た
期
間
を
超
え

な
い

期
間
）
 

４
 

生
理

の
た
め

勤
務

す
る
こ

と

が
著
し
く
困
難
で
あ
る

場
合
 

１
回
に
つ
い
て
２
日
以
内
で
必
要
と
す
る
期

間
 

５
 

小
学

校
（
義

務
教

育
学
校

の

前
期

課
程

を
含

む
。

以
下

同

じ
。
）
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま

で
の
子
（

配
偶

者
の
子
を
含
む
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）

を
養

育
す
る
会

計
年

度
任

用
職

員
が

、
そ
の
子

の
看

護
（

負
傷

し
、

若
し
く
は

疾
病

に
か

か
っ

た
そ
の
子
の
世
話
又
は
 

１
の
年
度
に
お
い
て
５
日
（
そ
の
養
育
す
る

小
学

校
就
学
の
始

期

に
達
す
る
ま
で
の
子
が
２
人
以
上
の
場
合
に

あ
っ

て
は
、１

０
日
）

以
内
の
期
間
 

 

疾
病

の
予

防
を

図
る
た

め
に
必

要
な

も
の

と
し

て
予
防

接
種
や

健
康

診
断

に
付

き
添
う

こ
と
を

い
う
。
）
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ

と
が

相
当

で
あ

る
と
認

め
ら
れ

る
場
合
 

 

６
 

条
例
第
１
５

条
第
１
項

で
規

定
す

る
要
介
護

者
（
以

下
こ
の

項
に

お
い
て
「

要
介
護

者
」
と

い
う
。）

の
介
護
そ
の
他
の
市
長

の
世

話
を
行
う

た
め
勤

務
し
な

い
こ

と
が
相
当

で
あ
る

と
認
め

ら
れ
る
場
合
 

１
の
年
度
に
お
い
て
５
日
（
要

介
護
者
が
２
人
以
上
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
１
０
日
）
以
内
の
期

間
 

７
 

会
計
年
度
任

用
職
員
が

公
務

に
よ

ら
な
い
負

傷
又
は

疾
病
の

た
め

療
養
す
る

必
要
が

あ
り
、

そ
の

勤
務
し
な

い
こ
と

が
や
む

を
得
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
 

９
０
日
（
結
核
性
の
疾
病
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
１
８
０
日
）
以

内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

８
 

会
計
年
度
任

用
職
員
が

骨
髄

移
植

の
た
め
の

骨
髄
若

し
く
は

末
梢

血
幹
細
胞

移
植
の

た
め
の

末
梢

血
幹
細
胞

の
提
供

希
望
者

と
し

て
そ
の
登

録
を
実

施
す
る

者
に

対
し
て
登

録
の
申

出
を
行

い
、

又
は
配
偶

者
、
父

母
、
子

及
び

兄
弟
姉
妹

以
外
の

者
に
、

骨
髄

移
植
の
た

め
骨
髄

若
し
く

は
末

梢
血
幹
細

胞
移
植

の
た
め

末
梢

血
幹
細
胞

を
提
供

す
る
場

合
で

、
当
該
申

出
又
は

提
供
に

伴
い

必
要
な
検

査
、
入

院
等
を

す
る
場
合
 

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る

期
間
 

９
 

妊
娠
中
の
会

計
年
度
任

用
職

員
が

妊
娠
障
害

の
た
め

勤
務
す

る
こ
と
が
著
し

く
困
難
な
場
合
 

３
０
日
以
内
で
必
要
と
認
め
ら

れ
る
期
間
 

１
０

会
計
年
度
任

用
職
員
が

母
子

保
健

法
（
昭
和

４
０
年

法
律
第

１
４

１
号
）
の

規
定
に

よ
る
保

健
指

導
又
は
健

康
診
査

に
基
づ

く
指

導
事
項
を

守
る
た

め
勤
務

し
な

い
こ
と
が

や
む
を

得
な
い

と
認
め
ら
れ
る

場
合
 

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
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「掲示済」 

 

 

 

 

別表第５ 

親族 日数 

配偶者 １０日 

父母 ７日 

子 ５日 

祖父母 ３日 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば １日 

父母の配偶者又は配偶者の父母 ３日 
（会計年度任用職員と生計を一にし
ていた場合にあっては、７日） 

子の配偶者又は配偶者の子 １日 
（会計年度任用職員と生計を一にし
ていた場合にあっては、５日） 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 １日 
（会計年度任用職員と生計を一にし
ていた場合にあっては、３日） 

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟
姉妹 

おじ又はおばの配偶者 １日 
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 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例施行規則をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４５号 

 

亀岡市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

亀岡市条例第５０号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例

において使用する用語の例による。 

（フルタイム会計年度任用職員となった者の

号給） 

第３条 フルタイム会計年度任用職員となった

者の号給は、別表第１に定める職種別基準表

（以下「職種別基準表」という。）の号給欄

に定められているときは当該号給とし、同表

の職種欄にその者に適用される区分が定めら

れていないときは、最低の号給とする。 

２ 第５条及び第６条の定めるところにより、

職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上

位の号給とすることができる。 

３ 前項の規定による号給は、条例別表第１給

料表における最高の号給を超えることはでき

ない。 

 （職種別基準表の適用方法） 

第４条 職種別基準表は、別表第１に掲げる職

の適用欄の区分及び職種欄の区分に応じて適

用する。 

 （経験年数を有する者の号給） 

第５条 フルタイム会計年度任用職員となった

者のうち、経験年数（通常の勤務時間の１週

間当たりの平均時間が１５時間３０分以上か

つ６月以上の任用があった場合に限る。）を

有する者の号給は、第３条第１項の規定によ

る号給の号数に、１年度につき１を加えて得

た数を号数とする号給とすることができる。 

 （特殊な経験等を有する者の号給） 

第６条 特殊な経験等を有する者を採用する場

合において、号給の決定について前条の規定

による場合には著しく常時勤務を要する職を

占める職員（以下「常勤職員」という。）及

び他の会計年度任用職員との均衡を失すると

認められるときは、同条の規定にかかわらず、

これらの職員との均衡を考慮してその者の号

給を決定することができる。 

（フルタイム会計年度任用職員の給料の支給） 

第７条 条例第６条の規定により準用する亀岡

市一般職員の給与に関する条例（昭和３０年

亀岡市条例第２５号。以下「給与条例」とい

う。）第６条第２項に規定する市長が規則で

定める期日は、常勤職員の例による。 

２ 給料の支給日後において新たにフルタイム

会計年度任用職員となった者及び給料の支給

日前において離職し、又は死亡したフルタイ

ム会計年度任用職員には、その際給料を支給

する。 

第８条 フルタイム会計年度任用職員が月の中

途において次の各号のいずれかに該当する場

合におけるその月の給料は、日割割算により

支給する。 

⑴ 休職にされ、又は休職の終了により復職

した場合 

⑵ 地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号。以下「育児休

業法」という。）第２条の規定により育児 
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休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合 

⑶ 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合 

２ 月の１日から引き続いて休職にされ、育児休業法第２条の規定により育児休業をし、又は停職

にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をそ

の際支給する。 

 （フルタイム会計年度任用職員の地域手当） 

第９条 条例第７条の規定により準用する給与条例第１１条の２に規定する地域手当の支給は、常

勤職員の例による。 

 （フルタイム会計年度任用職員の通勤手当） 

第１０条 条例第８条の規定により準用する給与条例第１２条に規定する通勤手当を支給される職

員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤

職員の例による。 

（フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給） 

第１１条 条例第９条の規定により準用する給与条例第１５条に規定する時間外勤務手当、条例第

１０条の規定により準用する給与条例第１６条に規定する休日勤務手当及び条例第１１条の規定

により準用する給与条例第１７条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。 

（フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当） 

第１２条 条例第９条の規定により準用する給与条例第１５条第１項及び第３項本文に規定する市

長が規則で定める割合、同項及び第４項に規定する市長が規則で定める時間並びに同項に規定す

る市長が規則で定めるものについては、常勤職員の例による。 

（時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え） 

第１３条 条例第９条の規定により給与条例第１５条第１項、第３項本文及び第４項の規定を準用

する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 

読み替える条例の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第１５条第３項本文 勤務時間条例第５条 亀岡市会計年度任用職員の

勤務時間、休暇等に関する

規則（令和元年亀岡市規則

第４４号。以下この条にお

いて「勤務時間規則」とい

う。）第６条 

勤務時間条例第３条第２項

又は第４条 

勤務時間規則第４条第２項

及び第５条 

第１５条第４項 勤務時間条例第３条第１

項、第４条及び第５条 

勤務時間規則第４条第１

項、第５条及び第６条 

 

 （フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当） 

第１４条 条例第１０条の規定により準用する給与条例第１６条に規定する市長が規則で定める日

及び割合については、常勤職員の例による。 
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 （休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え） 

第１５条 条例第１０条の規定により給与条例第１６条の規定を準用する場合における当該規定に

係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 

読み替える条例の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第１６条 勤務時間条例第３条第１項

又は第４条 

亀岡市会計年度任用職員の

勤務時間、休暇等に関する

規則（令和元年亀岡市規則

第４４号。以下この条にお

いて「勤務時間規則」とい

う。）第４条第１項及び第

５条 

勤務時間条例第９条 勤務時間規則第１０条 

勤務時間条例第４条及び第

５条 

勤務時間規則第５条及び第

６条 

 

 （フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当） 

第１６条 条例第１２条の規定により準用する給与条例第１８条に規定する宿日直手当の支給され

る勤務は、亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成２１年亀岡市規則第７

号）第７条第１項に掲げる勤務とし、給与条例第１８条に規定する市長が定める額は、常勤職員

の例による。 

 （フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１７条 条例第１４条の規定により準用する給与条例第２０条から第２０条の３までに規定する

期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関

し必要な事項については、常勤職員の例による。 

（フルタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの給料額の算出） 

第１８条 条例第１６条第１項に規定する市長が規則で定める時間は、常勤職員の例による。 

（パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬） 

第１９条 条例第２０条第２項に規定する市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区

分に応じ、当該各号に定める割合とする。 

⑴ 条例第２０条第２項第１号に掲げる勤務 １００分の１２５ 

⑵ 条例第２０条第２項第２号に掲げる勤務 １００分の１３５ 

２ 条例第２０条第３項に規定する市長が規則で定める割合は、１００分の２５とする。 

（パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬） 

第２０条 条例第２１条第２項に規定する市長が規則で定める割合は、１００分の１３５とする。 

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第２１条 条例第２４条の規定により準用する給与条例第２０条から第２０条の３までに規定する

期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関

し必要な事項については、常勤職員の例による。 
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２ 条例第２４条第１項に規定する市長が規則

で定めるものは、当該パートタイム会計年度

任用職員について定められた勤務時間の１週

間当たりの平均時間が１５時間３０分未満の

者とする。 

３ 条例第２４条第１項の規定により読み替え

て準用する給与条例第２０条第４項に規定す

る市長が規則で定める額は、次の各号に定め

る額の合計額とする。 

⑴ 条例第１９条に規定する特殊勤務に係る

報酬の額 

⑵ 条例第２０条に規定する時間外勤務に係

る報酬の額 

⑶ 条例第２１条に規定する休日勤務に係る

報酬の額 

⑷ 条例第２２条に規定する夜間勤務に係る

報酬の額 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬の支

給） 

第２２条 条例第２５条第１項に規定する市長

が規則で定める期日は、月額で報酬が定めら

れているパートタイム会計年度任用職員に 

あってはその月の２１日とし、日額又は時間

額で報酬が定められているパートタイム会計

年度任用職員にあっては翌月２１日とする。

ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土

曜日に当たるときは、その日前において、そ

の日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でな

い日を支給日とする。 

２ 報酬の支給日後において新たにパートタイ

ム会計年度任用職員（月額で報酬が定められ

ている者に限る。以下この項及び次条におい

て同じ。）となった者及び給料の支給日前に

おいて離職し、又は死亡したパートタイム会

計年度任用職員には、その際報酬を支給する。 

第２３条 パートタイム会計年度任用職員が月

の中途において次の各号のいずれかに該当す

る場合におけるその月の報酬は、日割割算に

より支給する。 

⑴ 休職にされ、又は休職の終了により復職

した場合 

⑵ 育児休業法第２条の規定により育児休業

を始め、又は育児休業の終了により職務に

復帰した場合 

⑶ 停職にされ、又は停職の終了により職務

に復帰した場合 

２ 月の１日から引き続いて休職にされ、育児

休業法第２条の規定により育児休業をし、又

は停職にされている職員が報酬の支給日後に

復職し、又は職務に復帰した場合には、その

月の報酬をその際支給する。 

（パートタイム会計年度任用職員の時間外勤

務に係る報酬等の支給） 

第２４条 パートタイム会計年度任用職員の時

間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬

は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給

する。ただし、その日において支給すること

ができないときは、その日後において支給す

ることができるものとし、当該パートタイム

会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場

合には、その離職し、又は死亡した日までの

分をその際、支給することができるものとす

る。 

（パートタイム会計年度任用職員の勤務１時

間当たりの報酬額の算出） 

第２５条 条例第２６条第１項第１号に規定す

る市長が規則で定める時間は、給与条例の適

用を受ける職員の例による。 

 （休暇時の報酬） 

第２６条 時間額で報酬が定められたパートタ

イム会計年度任用職員が亀岡市会計年度任用

職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和

元年亀岡市規則第４４号。以下「勤務時間規

則」という。）第１３条に規定する年次有給

休暇及び勤務時間規則第１４条第１項に規定

する有給の特別休暇を取得したときは、当該
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パートタイム会計年度任用職員について定め

られた勤務時間勤務したときに支払われる通

常の報酬を支給する。 

（パートタイム会計年度任用職員の通勤に係

る費用弁償） 

第２７条 通勤のため給与条例第１２条第１項

第２号に規定する自動車等を使用するパート

タイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁

償の額は月額とし、１週間当たりの勤務日数

（週以外の期間によって勤務日が定められて

いる場合は、１年間の勤務日数（年度の途中

で採用された場合は、当該年度の４月１日に

採用されたとみなしたときにおける勤務日

数））及び通勤距離に応じ、別表第２に定め

る額とする。１週間当たりの勤務日数が定め

られていないパートタイム会計年度任用職員

にあっては、勤務日数に別表第２の通勤距離

に応じた１日当たりの額を乗じて得た額とし、

通勤距離の区分の上限額を超えないものとす

る。 

２ 日額又は時間により報酬を定められたパー

トタイム会計年度任用職員のうち通勤に係る

費用弁償の額を前項の規定により難い場合の

者にあっては、この限りでない。 

３ パートタイム会計年度任用職員が月の途中

で採用されたとき、又は月の途中で退職した

ときの当該月の通勤に係る費用弁償の額は、

第１項後段により得られる額とする。 

４ パートタイム会計年度任用職員の通勤に係

る費用弁償の支給日については、第１項の月

額により難い場合の者にあっては、翌月とす

ることができる。 

 （委任） 

第２８条 前条までの規定に定めるもののほか、

会計年度任用職員の給与の支給に関し、この

規則に定めのない事項については、常勤職員

との均衡を考慮して、市長が定める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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別
表
第
１

（
第

３
条
関

係
）

 

 
職
種

別
基
準

表
 

職
の

適
用
 

職
種

 
級
・

号
給

 

定
型

的
又
は

補
助
的

な
業
務

を
行

う

職
 

窓
口

事
務
員

、
定

型
事

務
員

、
給

与

補
助
員

そ
の
他

こ
れ

に
類
す

る
職

 

１
・

１
 

子
育

て
支
援

員
研
修

修
了
資

格
を

要

す
る

業
務
を

行
う

職
 

保
育
士

（
特
別

支
援

担
当
）

 
１
・

３
 

一
般

的
な
資

格
又
は

知
識
経

験
等

を

要
す

る
業
務

を
行

う
職
 

一
般
的

事
務
員

、
調
理

師
、
保

育
士

、

学
校
用

務
員
、
放

課
後

児
童
支

援
員

、

幼
稚

園
教
諭

、
司

書
そ

の
他

こ
れ

に

類
す
る

職
 

１
・

９
 

放
課

後
児
童

会
を
総

括
す
る

業
務

を

行
う

職
 

放
課
後

児
童
主

任
支

援
員
 

１
・

１
２

 

特
定

の
資
格

又
は
知

識
経
験

等
を

要

す
る

業
務
を

行
う

職
 

要
資

格
の
相

談
員

、
運

転
手

、
電

話

交
換

等
事
務

員
、

文
化

セ
ン

タ
ー

事

務
員

、
診
療

報
酬

請
求

事
務

員
そ

の

他
こ
れ

に
類
す

る
職

 

１
・

１
７

 

特
別

支
援
教

育
又
は

不
登
校

対
策

支

援
業

務
を
行

う
職

 

特
別

支
援
教

育
支

援
員

、
不

登
校

対

策
支
援

員
 

１
・

１
８

 

保
育

所
又
は

幼
稚
園

に
お
い

て
ク

ラ

ス
担

任
業
務

を
行

う
職
 

保
育
士

、
幼
稚

園
教

諭
 

１
・

１
９

 

１
・

２
２

 

専
門

の
資
格
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び
知

識
経
験

を
要

す

る
業

務
を
行

う
職

 

養
護

教
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、

学
芸

員
、

社
会
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育

指

導
員
そ

の
他
こ

れ
に

類
す
る

職
 

１
・

２
３

 

特
定

の
専
門

資
格
及
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知
識

経
験

を

要
す

る
業
務

を
行

う
職
 

看
護

師
、
栄

養
士

、
清
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技
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職

員
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類
す
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職
 

１
・

２
９

 

高
度
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験

を

要
す

る
業
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行

う
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社
会

福
祉
士

、
介

護
保

険
訪

問
調

査

員
、

保
健
師

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る

職
 

１
・

３
５

 

部
活

動
の
指

導
を

行
う
職

 
部

活
動

支
援
員

 
１
・

８
９

 

特
に

高
度
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専
門
資

格
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び

知
識

経

験
を

要
す
る

業
務
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行
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警
察
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、
教
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の
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に

類

す
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職

 

２
・

１
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験
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す

る
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職
 

運
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（
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書
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務
）
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育
研

究
所
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長
 

２
・

３
１
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験
者
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の
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こ
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に
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す
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・

４
０

 

２
・
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・

８
２
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場
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職

員
 

２
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１
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７
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0
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0
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0
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0
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１
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、
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５
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（
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使
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す
る
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合
の
支
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す
る
。
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 期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４６号 

 

期末手当及び勤勉手当支給規則の

一部を改正する規則 

 

第１条 期末手当及び勤勉手当支給規則（昭和

５２年亀岡市規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第８条第１項中「１００分の１８５」を

「１００分の１９０」に、「１００分の  

２２５」を「１００分の２３０」に改め、同

条第２項第１号中「１００分の３７」を 

「１００分の３９」に、「１００分の４５」

を「１００分の４７」に改め、同項第２号中

「１００分の５５．５」を「１００分の  

５８．５」に、「１００分の６７．５」を

「１００分の７０．５」に改め、同項第３号

中「１００分の６４．７５」を「１００分の

６８．２５」に、「１００分の７８．７５」

を「１００分の８２．２５」に改め、同項第

４号中「１００分の７４」を「１００分の 

７８」に、「１００分の９０」を「１００分

の９４」に改め、同項第５号中「１００分の

８３．２５」を「１００分の８７．７５」に、 

「１００分の１０１．２５」を「１００分の

１０５．７５」に改める。 

第２条 期末手当及び勤勉手当支給規則の一部

を次のように改正する。 

 第２条第２項第１号中ウをエとし、イの次

に次のように加える。 

ウ 会計年度任用職員 

 第６条第２項第１号中エをオとし、ウをエ

とし、イの次に次のように加える。 

ウ 会計年度任用職員 

 第８条第２項第１号中「１００分の３９」

を「１００分の３８」に、「１００分の  

４７」を「１００分の４６」に改め、同項第

２号中「１００分の５８．５」を「１００分

の５７」に、「１００分の７０．５」を 

「１００分の６９」に改め、同項第３号中

「１００分の６８．２５」を「１００分の 

６６．５」に、「１００分の８２．２５」を

「１００分の８０．５」に改め、同項第４号

中「１００分の７８」を「１００分の７６」

に、「１００分の９４」を「１００分の  

９２」に改め、同項第５号中「１００分の 

８７．７５」を「１００分の８５．５」に、

「１００分の１０５．７５」を「１００分の

１０３．５」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行し、令和元年

１２月１日から適用する。ただし、第２条の規

定は、令和２年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４７号 
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亀岡市災害弔慰金の支給等に関す

る条例施行規則の一部を改正する

規則 

 

 亀岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行

規則（昭和４９年亀岡市規則第１１号）の一部

を次のように改正する。 

 

 目次中「第１条」を「第１条・第１条の２」

に、「第５章 補則（第１９条）」を 

「第５章 支給審査委員会（第１９条－第 

２２条） 

 第６章 補則（第２３条）      」に

改める。 

 第１条の次に次の１条を加える。 

 （定義） 

第１条の２ この規則において使用する用語は、

条例において使用する用語の例による。 

 第１６条第２項第２号中「若しくは」を「又

は」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑶ 借受人が破産手続開始の決定又は再生手

続開始の決定を受けたことを証する書類 

 第１９条中「手続」の次に「並びに支給審査

委員会の運営」を加え、同条を第２３条とする。 

 第５章を第６章とする。 

 第４章の次に次の１章を加える。 

    第５章 支給審査委員会 

 （委員の任期） 

第１９条 支給審査委員会の委員の任期は、４

年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。ただし、条例第１６条第１項の

調査審議が終了した場合には、その任期は終

了する。 

 （委員長及び副委員長） 

第２０条 支給審査委員会に委員長及び副委員

長各１人を置き、委員の互選によってこれを

定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、支給審査委員会

を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事

故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 （会議） 

第２１条 支給審査委員会は、委員長が招集し、

委員長が議長となる。 

２ 支給審査委員会は、委員の過半数が出席し

なければ開くことができない。 

３ 支給審査委員会の議事は、出席した委員の

過半数で決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 

４ 支給審査委員会は、必要があると認めると

きは、委員以外の者の出席を求め、その意見

又は説明を聴くことができる。 

 （庶務） 

第２２条 支給審査委員会の庶務は、健康福祉

部地域福祉課において処理する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市立認定こども園条例施行規則をここに

公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４８号 

 

亀岡市立認定こども園条例施行規

則 
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 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市立認定こども園条

例（令和元年亀岡市条例第５３号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 （職員及び職務） 

第２条 認定こども園に園長、副園長、主幹、

主任保育教諭又は主任保育士、保育教諭又は

保育士その他の職員を置く。 

２ 園長は、上司の命を受け、認定こども園の

園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

３ 副園長は、園長の命を受け、園児の教育及

び保育に従事するほか、園長を補佐する。 

４ 主幹は、上司の命を受け、園児の教育及び

保育に従事するほか、担任事務を処理し、関

係職員がある場合には、当該職員を指揮監督

する。 

５ 主任保育教諭又は主任保育士は、園長の命

を受け、園児の教育及び保育、園務に従事す

るほか、保育教諭又は保育士の指導に当たる。 

６ 保育教諭又は保育士は、園長の命を受け、

園児の教育及び保育に従事する。 

７ その他の職員は、園長の命を受け園務に従

事する。 

 （認定こども園長の専決事項） 

第３条 認定こども園長は、所管事務に係る亀

岡市事務処理規程（昭和５８年亀岡市訓令第

２号）第４２条に規定する事項（財務に関す

る事項を除く。）を専決する。 

 （教育時間及び保育時間） 

第４条 認定こども園の教育時間及び保育時間

は、次のとおりとする。 

⑴ 教育標準時間 午前９時から 

午後２時まで 

⑵ 保育標準時間 

 平 日 午前７時３０分から 

午後６時３０分まで 

 土曜日 午前７時３０分から 

午後２時３０分まで 

⑶ 保育短時間 

 平 日 午前８時から 

午後４時まで 

 土曜日 午前８時から 

午後２時３０分まで 

２ 前項第１号から第３号までの規定にかかわ

らず、市長が必要があると認めるときは、地

域の実情に応じて教育時間及び保育時間を変

更することができる。 

 （休園日） 

第５条 認定こども園の休園日は、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおり

とする。ただし、市長が必要があると認める

ときは、臨時に休園し、又は休園日を変更す

ることができる。 

⑴ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号。以下「法」という。）第１９条

第１項第１号に該当する小学校就学前子ど

もに係る休園日 

ア 日曜日及び土曜日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日 

ウ 学年始休業日（４月１日から４月７日

までの日） 

エ 夏季休業日（７月２１日から８月３１

日までの日） 

オ 冬季休業日（１２月２４日から翌年１

月６日までの日） 

カ 学年末休業日（３月２５日から３月 

３１日までの日） 

⑵ 法第１９条第１項第２号及び同項第３号

に該当する小学校就学前子どもに係る休園

日 

ア 日曜日 

イ 国民の祝日に関する法律に規定する休

日 
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ウ 年末年始（１２月２９日から翌年１月

３日までの日） 

 （学期） 

第６条 条例第４条各号に規定する事業の実施

に当たっては、次のとおり学期を定める。 

⑴ 第１学期 ４月１日から８月３１日まで 

⑵ 第２学期 ９月１日から１２月３１日ま

で 

⑶ 第３学期 翌年１月１日から３月３１日

まで 

 （教育及び保育の内容） 

第７条 認定こども園の教育及び保育の内容は、

幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平

成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省告

示第１号）を踏まえるとともに、幼稚園教育

要領（平成２０年文部科学省告示第２６号）

及び保育所保育指針（平成２０年厚生労働省

告示第１４１号）に基づき行うものとする。 

 （備付帳簿等） 

第８条 認定こども園には、園児の名簿を備え、

園児の心身の状況並びに家庭状況及びこれに

対する教育及び保育の実施とその経過を記録

しなければならない。 

２ 副園長、主幹、主任保育教諭又は主任保育

士、保育教諭又は保育士は、常に園児の保護

者と密接な連絡をとり、園児の教育及び保育

方針、栄養状況につきその理解と協力を得る

ように努めなければならない。 

 （委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 亀岡市立認定こども園における預かり保育の

実施に関する規則をここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第４９号 

 

亀岡市立認定こども園における預

かり保育の実施に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市立認定こども園条

例（令和元年亀岡市条例第５３号）に規定す

る認定こども園における預かり保育の実施に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 （対象者） 

第２条 預かり保育は、亀岡市立認定こども園

に在園する園児で、子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第１９条第１項

第１号に該当する小学校就学前子ども（以下

「対象園児」という。）を対象とする。 

 （預かり保育の実施基準） 

第３条 預かり保育は、対象園児の保護者が次

の各号のいずれかに該当することにより、当

該対象園児を保育することが困難と認められ

る場合に行うものとする。 

⑴ 保護者の就労又は就学により、保育が必

要な状況にある者 

⑵ 保護者又は家族の通院、介護若しくは看

護により、緊急に保育が必要となった者 

⑶ 保護者が妊娠中であるか又は出産後間が

ないこと。 

⑷ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧

に当たっていること。 

⑸ その他前各号に準ずる状態にあること。 

 （実施日及び実施時間） 
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第４条 預かり保育は、次に掲げる日以外の日

に実施する。 

⑴ 日曜日及び土曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日 

⑶ 学年始休業日（４月１日から４月７日ま

での日） 

⑷ 夏季休業日（７月２１日から８月３１日

までの日） 

⑸ 冬季休業日（１２月２４日から翌年１月

６日までの日） 

⑹ 学年末休業日（３月２５日から３月３１

日までの日） 

２ 預かり保育の実施時間は、教育課程に係る

教育時間終了後から午後５時までとする。 

３ 市長が特に必要があると認めるときは、実

施日及び前項に規定する実施時間を変更する

ことができる。 

 （利用の申請） 

第５条 預かり保育を利用しようとする保護者

（以下「利用保護者」という。）は、預かり

保育を利用しようとする日の５日前までに利

用の申請をし、市長に承認を受けなければな

らない。ただし、臨時又は緊急に預かり保育

を必要とする場合は、この限りでない。 

 （利用の決定等） 

第６条 市長は、前条に規定する申請があった

場合は、速やかにその内容について審査し、

利用の可否を決定し、利用保護者に通知する

ものとする。 

 （利用の取消し等） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、預かり保育の利用の承認を取り消

すことができる。 

⑴ 第３条に定める基準に該当しなくなった

場合 

⑵ 虚偽の申請又は不正な手段により、預か

り保育の利用の承認を受けた場合 

⑶ その他やむを得ない事情により当該対象

園児の預かり保育の実施を継続することが

困難と認められる場合 

２ 利用保護者は、対象園児が疾病にかかり、

又はかかっているおそれがあるときは、市長

の指示に従わなければならない。 

 （預かり保育料） 

第８条 預かり保育料は、別表に定める額とす

る。 

２ 利用保護者は、前項に定める預かり保育料

を市長が発行する納入通知書により、指定す

る期日までに支払わなければならない。 

 （委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、預かり

保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

別表（第８条関係） 

区分 預かり保育料 

１回 ３５０円 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市告示第２１４号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和元年１２月５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏 名 

1 
督促状 令和元年度 
軽自動車税 全期 

省略 省略 

2 
督促状 令和元年度 
軽自動車税 全期 

省略 省略 

3 
督促状 令和元年度 
軽自動車税 全期 

省略 省略 

4 
督促状 令和元年度 
軽自動車税 全期 

省略 省略 

5 
督促状 令和元年度 
市府民税（普通徴収） 第3期 

省略 省略 

6 
督促状 令和元年度 
市府民税（普通徴収） 第3期 

省略 省略 

7 
督促状 令和元年度 
市府民税（普通徴収） 第3期 

省略 省略 

8 
督促状 令和元年度 
市府民税（普通徴収） 第3期 

省略 省略 

9 
督促状 令和元年度 
市府民税（普通徴収） 第3期 

省略 省略 

10 
督促状 令和元年度 
市府民税（普通徴収） 第3期 

省略 省略 

11 
督促状 令和元年度 
市府民税（普通徴収） 第3期 

省略 省略 

12 
督促状 令和元年度 
市府民税（普通徴収） 第3期 

省略 省略 

13 
督促状 令和元年度 
市府民税（普通徴収） 第3期 

省略 省略 

14 
督促状 令和元年度 
市府民税（普通徴収） 第3期 

省略 省略 



 
亀 岡 市 公 報 

 51

第９００号令和２年１月１５日発行 

15 
督促状 令和元年度 
市府民税（普通徴収） 第3期 

省略 省略 

16 
督促状 令和元年度 
市府民税（普通徴収） 第3期 

省略 省略 

17 
督促状 令和元年度 
市府民税（普通徴収） 第3期 

省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２１５号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定によ

り、下記の国民健康保険被保険者証は無効としたので告示する。 

 

   令和元年１２月６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀０１３７－６３００９ 

１ 当該者生年月日  平成８年８月２７日 

 

２ 保 険 者    亀岡市（２６－００７－５） 

           京都府亀岡市安町野々神８番地 

 

３ 交付した日    令和元年５月８日 

 

４ 無効になる日   令和元年１２月５日 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２１６号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和元年１２月１３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

督促状 令和元年度 第２期・第３期 

市府民税 

２ 送達を受けるべき者 

住 所  省略 

 

 

氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２１７号 

 

 亀岡市保育所保育料徴収嘱託員取扱要綱（平

成１５年亀岡市告示第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

   令和元年１２月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条中「、次の各号のいずれかに該当する

者を除き」を削り、同条各号を削る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２１８号 

 

 亀岡市し尿くみとり手数料徴収嘱託員取扱要

綱（平成１５年亀岡市告示第１７０号）の一部

を次のように改正する。 

 

   令和元年１２月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条中「、次の各号の一に該当する者を除

き」を削り、同条各号を削る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２１９号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   令和元年１２月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀０１３２－２２０４９ 

１ 当該者生年月日 

昭和５３年１１月３０日 

２ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

３ 交付した日 

平成３０年４月１日 

４ 無効になる日 

令和元年１２月１６日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２０号 

 

 亀岡市地域共生社会実現サポート事業補助金

交付要綱を次のように定める。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市地域共生社会実現サポート

事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、市内において社会福祉法人等

が実施する社会貢献活動並びに民間の社会福

祉施設（以下「施設」という。）における利

用者の処遇及び福祉サービスの質の向上を促

進し、もって地域において全ての市民が相互

に人格と個性を尊重し合いながら共に生き、

共に支え合う社会の実現を図るため、社会福

祉法人等に対し、亀岡市補助金等交付規則

（昭和４１年亀岡市規則第５号）及びこの要

綱の定めるところにより、予算の範囲内にお

いて補助金を交付する。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、地域

共生社会実現サポート事業補助金交付要綱

（平成１６年京都府告示第７０４号。以下

「府要綱」という。）において使用する用語

の例による。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下

「補助対象事業」という。）は、次に掲げる

事業であって、亀岡市内に所在する施設で実

施するものとする。 

⑴ 災害対応力向上事業 

２ 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共

団体からの委託を受けて実施する事業及び国、

地方公共団体又は民間団体からの補助金、交

付金その他の給付金（この要綱に基づく補助

金及び前項第１号に掲げる事業を対象として

京都府及び他市町村が交付する補助金を除

く。）の交付を受けて実施する事業について

は、補助金の交付の対象としない。 

（補助金交付の要件） 

第４条 事業実施法人等が補助金の交付を受け

るためには、府要綱第４条に掲げる要件の全
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てを満たさなければならない。 

（補助対象事業等） 

第５条 補助対象事業、補助対象事業の基準額

（以下「補助基準額」という。）、補助金の

交付の対象となる経費（以下「補助対象経

費」という。）及び補助率は、別表に定める

とおりとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする社会福

祉法人等は、亀岡市地域共生社会実現サポー

ト事業補助金交付申請書（別記第１号様式）

を市長が別に定める期日までに市長に提出し

なければならない。 

２ 前項の規定により補助金の交付の申請をし

ようとする者は、補助金の交付の申請をする

に当たって、当該補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請

しなければならない。ただし、申請時におい

て当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額が明らかでないものについては、この限

りでない。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条第１項に規定する補助金

交付申請書を受理したときは、事業の内容を

審査し、補助金を交付することが適当と認め

るときは、亀岡市地域共生社会実現サポート

事業補助金交付決定通知書（別記第２号様

式）により通知するものとする。 

（補助対象事業の内容又は経費の配分の変更） 

第８条 前条の規定による交付決定を受けた社

会福祉法人等（以下「補助事業者」とい

う。）が、補助対象事業の内容又は経費の配

分を変更しようとする場合は、あらかじめ亀

岡市地域共生社会実現サポート事業補助事業

変更承認申請書（別記第３号様式）を市長に

提出し、その承認を受けなければならない。

ただし、軽微な変更については、この限りで

ない。 

（補助対象事業の中止又は廃止） 

第９条 補助事業者が、補助対象事業を中止し、

又は廃止しようとする場合は、あらかじめ亀

岡市地域共生社会実現サポート事業補助事業

中止（廃止）申請書（別記第４号様式）を市

長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、亀岡市地域共生社会

実現サポート事業補助金事業実績報告書（別

記第５号様式）を市長が別に定める期日まで

に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項に規定する実績報告を

行うに当たって、補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合

には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額を減額して報告しなければならない。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

の確定に伴う補助金の返還） 

第１１条 補助事業者は、補助事業完了後に、

補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額が確定した場合には、速やかに、

亀岡市地域共生社会実現サポート事業補助金

に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴

う報告書（別記第６号様式）を市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当

該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

の全部又は一部の返還を命じることができる。 

（財産の処分） 

第１２条 補助事業者は、府要綱第１４条第１

項に定める期間を経過する日以前に、同項の

規定により処分を制限された取得財産を補助

金の目的に反して使用し、売却し、又は廃棄

しようとするときには、亀岡市地域共生社会

実現サポート事業補助金に係る取得財産処分

承認申請書（別記第７号様式）により市長に

申請し、その承認を得なければならない。 
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２ 市長は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分に

より収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、平成３１年４月１日以降に着手した補助対象事業について適

用する。 

 

 

別表（第５条関係） 

補助対象事業 補助基準額 補助対象経費 補助率 

１ 災害対応力向

上事業 

１施設当たり４４万円

と対象経費の実支出額

とを比較していずれか

少ない方の額 

報償費、旅費、需用

費、役務費、使用料及

び賃借料、備品購入費

その他市長が特に必要

と認める経費 

４分の１以内 
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別
記
第

１
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
月
 
 
日
 

  
（
宛

先
）

亀
岡
市
長
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
申
請

者
の
住
所
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
申
請

者
の
名
称
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
代

表
者

氏
名

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
㊞
 

  

 
 
 
 
年
度

亀
岡
市
地
域
共
生
社
会
実
現

サ
ポ
ー
ト
事
業
補
助
金
交

付
申
請
書
 

  
下

記
の
と
お
り

事
業
を

実
施
し

た
い
の
で
、

亀
岡
市
地

域
共

生
社
会
実
現

サ
ポ
ー
ト

事
業

補
助

金
交
付

要

綱
に
基

づ
き

、
補
助
金
の
交
付
を
申

請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
交

付
申
請
額
 

事
 
 

業
 
 
区
 
 
分
 

補
助

対
象
経
費
 

交
付

申
請
額
 

 
円
 

円
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

合
 
 

 
 
 
 
 
 
計
 

 
 

 ２
 
添

付
書
類
 

⑴
 

事
業
計
画
書
 

⑵
 

補
助
事
業
に
係
る
予
算
書
（

見
込
書
）
の
抄
本
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人
材
確
保
・
苦
情
解
決
等
の

取
組
に
係
る
関
係
書
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⑷
 

前
年
度
の
資
金
収
支
計
算
書

又
は
内
部
留
保
額
が
分
か

る
書
類
 

⑸
 

そ
の
他
参
考
に
な
る
書
類
 

第
２
号

様
式
（
第
７
条
関
係
）
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 
 
 
 
号
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
月
 
 
日
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

様
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

亀
岡
市
長
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
□印

 

  

 
 
 
 
年
度
亀
岡
市

地
域
共

生
社
会
実
現
サ
ポ

ー
ト
事
業
補
助
金
交
付
決
定

通
知
書
 

  
 

 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
付

け
で
申
請
の

あ
っ
た
亀

岡
市

地
域
共
生
社

会
実
現
サ
ポ

ー
ト
事

業
補
助

金

に
つ
い

て
、

下
記
の
と
お
り
交
付
決

定
し
ま
し
た
の
で
、
通
知
し

ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
補

助
金
交
付
決
定
額
 
 
金
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
円
 

 
（
内

訳
）
 

事
業

区
分
 

交
付
決
定
額
 

 
円
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 

 ２
 
交

付
の
条
件
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第
３
号

様
式
（
第
８
条
関
係
）
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
月
 
 
日
 

  
（
宛

先
）

亀
岡
市
長
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
申
請

者
の
住
所
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
申
請

者
の
名
称
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
代

表
者

氏
名

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
㊞
 

  

 
 
 
 
年

度
亀
岡
市
地
域
共
生
社

会
実

現
サ
ポ
ー
ト
事
業
補
助

事
業
変
更
承
認
申
請
書
 

  
 

 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
付

け
 
 
 
 

第
 
 
 

 
号

で
交
付
決
定

の
あ
っ
た
亀

岡
市
地

域
共
生

社

会
実

現
サ
ポ
ー
ト

事
業
補

助
金
に

係
る
補
助
事

業
の
内
容

（
経

費
の
配
分
）

を
下
記
の
と

お
り
変

更
し
た

い

の
で
、

承
認

を
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
変

更
の
理
由
 

  ２
 
変

更
の
内
訳
 

事
業
区
分
 

変
更
前
補
助
 

対
象
経
費
 

変
更
前
交
付
 

決
定
額
 

変
更
後

補
助
 

対
象

経
費
 

変
更
交
付
 

申
請
額
 

 
円

 
円
 

円
 

円
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

合
 
 
計
 

 
 

 
 

 ３
 
添

付
書
類
 

⑴
 

事
業
計
画
書
 

⑵
 

補
助
事
業
に
係
る
予
算
書
（

見
込
書
）
の
抄
本
 

⑶
 

そ
の
他
参
考
に
な
る
書
類
 

第
４
号

様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
月
 
 
日
 

  
（
宛

先
）

亀
岡
市
長
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
申
請

者
の
住
所
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
申
請

者
の
名
称
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
代

表
者

氏
名
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年
度
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岡
市
地
域
共
生
社
会
実

現
サ

ポ
ー
ト
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業
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助
事
業

中
止

（
廃
止
）
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請
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年
 

 
月
 

 
日
付

け
 
 
 
 

第
 
 
 

 
号

で
交
付
決
定

の
あ
っ
た
亀

岡
市
地

域
共
生

社

会
実

現
サ
ポ
ー
ト

事
業
補

助
金
に

係
る
補
助
事

業
を
下
記

の
と

お
り
中
止
（

廃
止
）
し
た

い
の
で

、
申
請

し

ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
中

止
（

廃
止
）
の
理
由
 

  ２
 
中

止
（

廃
止
）
す
る
事
業
の
内

訳
 

事
 
業
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（
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）
の
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計
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料
 

 
 
中

止
（

廃
止
）
に
係
る
関
係
書

類
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 亀岡市告示第２２１号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第２項において準用する同法第１９条第

１項の規定により南丹都市計画生産緑地地区を

変更した。 

 当該都市計画の図書を同法第２１条第２項に

おいて準用する同法第２０条第２項の規定によ

り公衆の縦覧に供する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

生産緑地地区 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

亀岡市千代川町小林美都路の一部 

亀岡市千代川町小林下戸の一部 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２２号 

 

 亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準

に関する条例（平成２８年亀岡市条例第４２

号）第８条第１項第３号及び第９条第１項第３

号の規定に基づく指定区域を変更したので、同

条例第８条第２項及び第９条第２項において準

用する同条例第６条第６項の規定により、当該

指定区域の変更に係る図書を次のとおり縦覧に

供する。 

 

   令和元年１２月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 指定区域の名称及び土地の区域 

保津地区（亀岡市保津町 地内） 

馬路地区（亀岡市馬路町、河原林町河原尻、

千歳町千歳 地内） 

河原林町河原尻地区（亀岡市河原林町河原

尻、千歳町国分 地内） 

河原林町勝林島地区（亀岡市河原林町勝林

島 地内） 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

３ その他 

 許容する予定建築物等の用途は変更しない。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２３号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市環境市民部保険医療課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、国民健康保険法（昭和３３年法律第

１９２号）第７８条において準用する地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により告示する。 

 

   令和元年１２月２６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 
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１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏 名 

1 督促状 
平成31年度 
第4期 

国民健康保険料 省略 省略 

2 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

3 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

4 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

5 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

6 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

7 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

8 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

9 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

10 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

11 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

12 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

13 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

14 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

15 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

16 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

17 督促状 
平成31年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２２４号 

 

市道路線の区域変更に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のように変

更する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において令和元年１２月２７日から

令和２年１月１７日まで一般の縦覧に供する。 

 

   令和元年１２月２７日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 路線番号   ０３０１５ 

２ 路 線 名   犬甘野神地線 

３ 道路の変更区域 

変 更 区 間 
変 更 
前後別 

 
変更区間最小幅員 

 
変更区間 
延  長 

備  考 
変更区間最大幅員 

亀岡市西別院町神地中筋26番2先から 

亀岡市西別院町神地中筋37番1先まで 
前  

3.00ｍ 
117.00ｍ 

変更後路線幅員 

最小  1.80ｍ 

最大 12.00ｍ 

変更後路線延長 

   2,651.50ｍ 

5.00ｍ 

亀岡市西別院町神地中筋26番2先から 

亀岡市西別院町神地中筋37番1先まで 
後  

4.00ｍ 
117.00ｍ 

12.00ｍ 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２５号 

 

市道路線の供用開始に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の路線を令和元年１２

月２７日から供用開始する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において、令和元年１２月２７日か

ら令和２年１月１７日まで一般の縦覧に供する。 

 

   令和元年１２月２７日 
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                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

供用開始告示をする路線 

路 線 
番 号 

路  線  名 

 
 供 用 開 始 区 間 

 

 
供用開始 
延 長 

幅 員 

03015 犬 甘 野 神 地 線 

 

 
亀岡市西別院町神地向ノ前29番5先から  

 
2,651.50m 

1.80m

亀岡市西別院町柚原イヌイ谷15番5先まで ～ 12.00m

 

「掲示済」 
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公 告 
 

 亀岡市公告第８０号 

 

 令和元年亀岡市公告第３８号に基づき実施し

た本市職員採用試験の結果、次のとおり合格者

を決定し、職員採用候補者名簿に登載したので

公告する。ただし、有効期限については、令和

３年３月３１日までとする。 

 

   令和元年１２月９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

（合格者受験番号） 

 事務Ⅰ（かめおか・未来・チャレンジ方式） 

  ０００３、０００５、０００６、００２５ 

  ００２９、００３６、００４１、００５７ 

  ００６２、００７０ 

 事務Ⅰ（一般方式） 

  ２０１０、２０１７、２０２２、２０２５ 

  ２０３０、２０４１、２０６９ 

 学芸員 

  ６００５ 

 保育士・幼稚園教諭 

  ７００２、７００４、７００７、７００９ 

 保健師 

  ８００２ 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第８１号 

 

 条件付一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

 

   令和元年１２月１６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

入札事項 

亀岡市公有地の売却 

売却する物件：亀岡市東つつじケ丘都台三丁目２３番１（元市営住宅事業用地） 

       宅地  面積４，５７７．２６㎡（実測） 

入札日時及び

入札場所 

令和２年２月２６日（水曜日） 

入札：午前１０時から午前１０時４０分まで 

開札：午前１１時から 

場所：亀岡市役所４階入札室 

入札参加資格 

日本国内に居住している者。ただし、次のアからオに該当する者は参加できな

い。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する者 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し３年を経過

しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使

用する者 

ウ 亀岡市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団並びに同条第４号に規

定する暴力団員等並びにこれらの者の依頼を受けて市有地等の売買契約をしよ

うとする者 

エ 地方自治法第２３８条の３に規定する者 

オ 亀岡市税に滞納がある者 

参加申込み この入札に参加を希望する場合は、事前の申込みを必要とする。 

参加申込受付

期間及び場所 

参加申込みは、下記の期間内に亀岡市役所１階財産管理課（１４番窓口）にて受

け付ける。 

令和２年１月１５日（水曜日）から令和２年２月５日（水曜日）まで（土曜日・

日曜日を除く。） 

受付時間：午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

実施要領・入

札参加申込書

等の配布 

「亀岡市公有地の売却について（亀岡市東つつじケ丘都台三丁目２３番１）：実

施要領」として、令和元年１２月１６日（月曜日）から亀岡市ホームページにて

配布する。入手できない場合は財産管理課に問い合わせること。 

最低売却価格

の有無 

最低売却価格を設定する。 

最低売却価格 ２７４，６００，０００円 
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土地の利用 

入札する物件は、次の土地利用条件等が付される。 

ア 延床面積１，０００㎡超える商業用途の食品・日用品系スーパーマーケット

を立地させること。周辺地域の生産環境、業務環境又は居住環境と調和した開

発を購入者が事業主として行うこととし、購入者自らが一切事業に着手するこ

となく第三者に譲渡することは固く禁ずる。本物件内に電柱等占用物があるた

め、必ず各事業者と占用・移転等の協議を行うこと。また、本物件内の東つつ

じケ丘ふれあいセンター敷地との隣接箇所にある排水路については、機能保全

することとして必ず関係課と協議を行うこと。 

イ 南側市道内に配水管（Ｄφ１００ｍｍ）が布設されており、その配水管から

分岐された管（仕切弁φ５０ｍｍ・ＨＩＶＰφ５０キャンプ止め）が本物件内

に残っている。原則として、配水管分岐部分（φ７５分岐バルブフランジ止

め）まで撤去が必要であるが、φ５０ｍｍ給水引き込み管として既設管利用は

可能であるので、利用を希望する場合は関係課と協議すること。給水装置工事

申し込み時に加入金（口径加入金・面積加入金・申請手数料）が必要。土地利

用の状況に応じて関係課と十分協議・調整を行うこと。 

ウ 本物件内に公共汚水桝はない。公共下水道の供用開始区域外のため、受益者

負担金（４４０円／㎡）が必要。前面道路（東側・西側・南側）に下水道本管

の布設がある。土地利用の状況に応じて関係課と十分協議・調整を行うこと。 

土地の用途制

限 

入札する物件は、売買契約書において次の用途制限が付される。 

ア 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員

がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に供しないこと。 

イ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第４項から第１１項に規定

する風俗関連営業の用途に供しないこと。 

無効な入札 

次の入札は無効とする。 

ア 入札参加資格のない者がした入札 

イ 指定の時刻までに提出しなかった入札 

ウ 所定の入札書によらない入札 

エ 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札 

オ 入札者又はその代理人が同一の入札について、２枚以上の入札をした場合の

その全部の入札 

カ 入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合のその全部の入札 

キ 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が識別できない入札 

ク 入札金額を訂正した入札 

ケ 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札 

コ 指定の日時までに事前申込みをしなかった者がした入札 

落札者の決定

方法 

予定価格（最低売却価格）以上の額の入札のうち、最高額で入札した者を落札者

とする。同額の入札をした者が二人以上あるときは「くじ」による。 

入札保証金及

び契約保証金 

入札保証金（京都手形交換所参加金融機関が振り出した保証小切手）は入札額の

５％以上 

契約保証金は契約金額の１０％以上 
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その他 

入札に関する注意事項、契約に関する注意事項、物件情報等は「亀岡市公有地の

売却について（亀岡市東つつじケ丘都台三丁目２３番１）：実施要領」で確認

し、全て承知・承諾のうえ入札参加すること。 

問い合わせ 
亀岡市会計管理室財産管理課 

電話０７７１－２５－５１６０ 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第８２号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用

集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告し、その関係書類を次により縦覧に供する。 

 

   令和元年１２月１９日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

 令和元年１２月１９日以後、常時備え置くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第８３号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この業務は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和元年１２月２０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 
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１ 業務の概要等 

⑴ 業 務 番 号  水施委第1号 

⑵ 業  務  名  千代川浄水場運転監視業務委託 

⑶ 業 務 場 所  亀岡市千代川町地内外 

⑷ 業 務 種 別  運転監視・点検業務 

⑸ 業 務 概 要  浄水場運転監視業務      一式 

 平日 243日／年（16Ｈ／日） 

 休日 122日／年（24Ｈ／日） 

保守点検業務（日常点検）  一式 

 千代川浄水場・三宅浄水場（毎日） 

 他浄水場及び水源（月4回） 

 市内水道施設全て（月1～2回） 

保守点検業務（定期点検）  一式 

 ポンプのグリスアップ・滅菌機分解清掃 

 水位計・メーター等のゼロ・スパン校正等（1回／年） 

緊急時点検業務       一式 

⑹ 業 務 期 間  令和2年4月1日から令和3年3月31日まで 

⑺ 最低制限価格  不採用 

⑻ 入 札保証金  免除 

⑼ 契 約保証金  免除 

 

２ 入札参加資格要件 

 次の全ての要件を満たしていること。 

⑴ 「令和元年度亀岡市物品納入等に関する指名競争入札参加資格者名簿」に登録しており、次

のいずれかの条件を満たす者であること。 

ア 営業品目「23 保守管理業務」を第1希望又は第2希望で登録している者 

イ 同種業務で実績がある者 

⑵ 入札参加は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑷ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

⑸ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は

民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（再生

手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定

する暴力団（以下「暴力団」という。）のほか、次のいずれかに該当する者（次のいずれかに

該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。）でないこと。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。） 
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イ 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である

者又は暴力団員がその経営に関与している者 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ

て暴力団の利用等をしている者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的

に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 

ク 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれの

ある団体に属する者（その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。） 

⑺ 国又は地方公共団体が発注した浄水施設運転監視業務（簡易水道事業の施設及び排水処理施

設に係る業務を除く。以下同じ。）及び浄水処理業務（水道水の製造業務に限る。以下同

じ。）のうち、浄水処理能力が20,000（㎥／日）以上の施設についての業務を受託し（直接受

託に限る。）、その実績が通算3年以上あること。 

※受託実績とみなす条件 

① 「2 入札参加資格要件」の⑺を満たすものであること。 

② 平成31年4月1日現在での受託実績とする。 

③ 受託の形態が指定管理者制度による場合も同等の受託実績とみなす。 

④ 浄水施設運転監視業務と浄水処理業務を一括して受注していない場合でも「2 入札参

加資格要件」の⑺を満たすものであれば受託実績とみなす。ただし、一括して受注してい

ない場合は、それぞれの業務において、通算3年以上の実績が必要である。 

 

３ 一般競争入札参加意思表明時の提出書類 

 一般競争入札参加意思表明書（様式1） 

※一般競争入札参加意思表明書を提出しないものは、入札に参加することができない。 

 

４ 一般競争入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（様式2） 

⑵ 浄水施設運転監視業務及び浄水処理業務実績調書（様式3） 

⑶ 総括責任者予定者及び副総括責任者予定者名簿（様式4） 

⑷ 総括責任者予定者経歴書（様式5） 

⑸ 副総括責任者予定者経歴書（様式6） 

⑹ 入札参加資格要件を満たしていることの誓約書（様式7） 

※上記⑶、⑷、⑸については、入札参加資格確認申請時に予定者が特定できない場合には、複

数の候補者を記載することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たして

いなければならない。 
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５ 入札手続等 

手続等 期間・期日・期限等 手続の方法等 

一般競争入札参加資格

確認申請書等の配布期

間 

令和元年12月20日（金） 

午後1時から 

１ 一般競争入札参加資格確認申請書等

並びに仕様書等は、亀岡市入札情報公

開システム（コンサル部門）（以下

「入札情報公開システム」という。）

の発注情報閲覧からダウンロードする

こと。 

２ やむを得ず窓口配布を希望する場合

は、問い合わせのうえ配布期間内の受

付時間中（午前9時から正午まで、午

後1時から4時まで）に亀岡市企画管理

部契約検査課（以下「契約検査課」と

いう。）に来庁して入手すること。 

一般競争入札参加意思

表明書の受付 

令和2年1月10日（金） 

午後5時まで（必着） 

 入札に参加を希望する者は、当該公告

に示す提出書類を提出しなければならな

い。また、提出した書類に関し、契約担

当者から説明を求められた場合は、それ

に応じなければならない。 

⑴ 提出方法 

 当該公告に示す期間内に契約検査

課へ、郵送により提出すること。 

 郵送については、書留にて郵送す

ること。（令和2年1月10日（金）午

後5時までに契約検査課必着） 

⑵ 提出書類 

 当該公告の「3 一般競争入札参

加意思表明時の提出書類」に定める

書類 

⑶ その他 

ア 一般競争入札参加意思表明書を

提出しないものは、入札に参加す

ることができない。 

イ 提出書類作成等に要する費用

は、申請者の負担とし、提出され

た書類は返却しない。 

ウ 提出書類は、公告で指定した様

式で作成すること。 

エ 提出された書類は、本市におい

て無断使用することはない。 

オ 虚偽の記載をした者は、当該業

務の入札への参加を認めないこと

がある。 
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一般競争入札参加資格

確認申請書等の受付 

令和2年1月16日（木） 

午前9時から正午及び午

後1時から午後5時まで 

 

令和2年1月17日（金） 

午前9時から正午及び午

後1時から午後5時まで 

 

令和2年1月20日（月） 

午前9時から正午及び午

後1時から午後4時まで 

 入札に参加を希望する者は、当該公告

に示す提出書類を提出し、入札参加資格

の確認を受けなければならない。また、

提出した書類に関し、契約担当者から説

明を求められた場合は、それに応じなけ

ればならない。 

⑴ 提出方法 

 電子入札システムにより入札に参

加する者（以下「電子入札者」とい

う。）は、電子入札システムにより

該当の公告に示す提出書類を提出す

ること。 

 なお、一般競争入札参加資格確認

資料の容量が総量で2メガバイトを

超える場合は、その全部について、

契約検査課に入札期間までに必着す

るよう持参又は郵送すること。 

 紙入札者については、当該公告に

示す期間内に、契約検査課へ持参又

は郵送により提出すること。 

 なお、郵送の場合は書留にて、令

和2年1月20日（月）午後4時までに

契約検査課必着とする。 

⑵ 提出書類 

 当該当公告の「4 一般競争入札

参加資格確認申請時の提出書類」に

定める書類 

⑶ その他 

ア 提出書類作成等に要する費用

は、申請者の負担とし、提出され

た書類は返却しない。 

イ 提出書類は、公告で指定した様

式で作成すること。 

ウ 提出された書類は、本市におい

て無断使用することはない。 

エ 虚偽の記載をした者は、当該業

務の入札への参加を認めないとと

もに、市の指名停止措置を行うこ

とがある。 

一般競争入札参加資格

確認通知書の送付 

令和2年1月27日（月）ま

でに発送 

 一般競争入札参加資格確認申請書等を

提出した入札参加希望者に対し、結果を

電子入札システム内又は文書により通知

する。 

 入札は、「一般競争入札参加資格確認

通知書」により「参加資格有」の通知を

受けた者のみが参加できる。 
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一般競争入札参加資格

確認申請等並びに仕様

書等に関する質問の受

付 

一般競争入札参加資格確

認申請等に関する質問 

令和2年1月15日（水） 

午後5時まで 

 

仕様書等に関する質問 

令和2年1月29日（水） 

午後3時まで 

１ 一般競争入札参加資格確認申請等に

関する質問は、公告に示す期間内に契

約検査課にて随時受け付ける。 

（契約検査課電話番号0771-25-5041） 

２ 仕様書等に関する質問については、

質問書（様式8）にて行うこととし、

下記の電子メールアドレスへ電子メー

ルにて提出すること。 

 質問内容は、簡潔にまとめて記載し

て、電子メールに添付し提出するこ

と。 

 添付ファイルは、「Microsoft Word 

2010」（Windows版）で支障なく再現

できること。口頭による質問は受け付

けない。 

 提出後、質問書を提出した旨を契約

検査課へ電話連絡（電話番号0771-25-

5041）すること。（送付した旨の電話

連絡がない場合は、質問書を受付でき

ないことがある。） 

質問書送付先：電子メールアドレス 

sikkou-kanri@city.kameoka.lg.jp 

質問に関する回答 一般競争入札参加資格確

認申請等に関する質問回

答：随時 

仕様書等に関する質問回

答： 

令和2年1月31日（金） 

午後5時まで 

１ 一般競争入札参加資格確認申請等に

関する質問の回答については、随時、

原則質問者にのみ行う。 

２ 仕様書等に関する質問の回答につい

ては、当該公告に示す日時までに電子

メールにて入札参加資格者全員に回答

する。 

３ その他、不当に混乱を招くことが危

惧されると判断された質問について

は、回答しない旨を回答書に記載する

ことがある。 

入札期間 令和2年2月4日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和2年2月5日（水） 

午前9時から午後3時まで 

 入札については、「6 入札に関する

留意事項」のとおり 

開札日時 令和2年2月6日（木） 

午前10時 

電子入札システムによる 

再度入札を行う場合の

入札期間 

令和2年2月10日（月） 

午前9時から午後3時まで 

 入札については、「6 入札に関する

留意事項」のとおり 

再度入札の開札日 令和2年2月10日（月） 

午後3時以降 

電子入札システムによる 
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６ 入札に関する留意事項 

⑴ 入札の方法 

ア 電子入札者は、電子入札システムによ

り当該公告に示す提出書類（入札書及び

業務委託費内訳書等）を提出すること。 

 なお、内訳書の容量が2メガバイトを

超える場合は、入札期間中に持参又は郵

送すること。 

イ 紙入札者は、当該公告に示す入札期間

内に契約検査課へ入札書及び業務委託費

内訳書を提出すること。 

⑵ 入札にあたっては、業務委託費内訳書を

提出すること。 

ア 業務委託費内訳書の様式は自由である

が、記載内容は、参考資料として添付さ

れている「令和2年度千代川浄水場運転

監視業務委託参考資料」の項目に一致さ

せること。 

イ 業務委託費内訳書の表紙には、業務番

号、業務名、商号又は名称、代表者氏名

（代理人が入札する場合は、当該代理人

の氏名）を記載すること。また、紙入札

においては、必ず押印すること。 

⑶ 入札者は、その提出した入札書の引換え、

変更又は取消しをすることができない。 

⑷ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をす

る等の場合で競争入札を公正に執行するこ

とができない状態にあると認めたときは、

当該入札を延期し、又はこれを廃止するこ

とができる。 

⑸ 入札者は、仕様書等を熟知の上、入札し

なければならない。この場合において、当

該仕様書等に疑義がある場合は、関係職員

に説明を求めることができる。ただし、入

札後仕様書等についての不知又は不明を理

由として異議を申し立てることはできない。 

⑹ 入札書に記載する金額 

 入札書に記載する金額は、「水施委第1

号 千代川浄水場運転監視業務委託」一式

の金額とする。また、落札決定に当たって

は、入札書（様式9）に記載された金額に

当該金額の100分の10に相当する金額を加

算した金額（当該金額に1円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てるものと

する。）をもって落札金額とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の110分の100

に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑺ 入札の辞退 

 入札に参加できない事情がある場合には、

開札の開始に至るまで（電子入札の場合は

入札書を提出するまで、紙入札の場合は入

札書を持参するまで）に辞退届（様式10）

を提出しなければならない。この場合、電

子入札にあっては電子入札システムにより、

紙入札にあっては書面により入札辞退届を

提出しなければならない。 

⑻ 持参による入札 

ア 入札書は、二重封筒とし、表封筒に開

札日、業務委託名及び入札書が在中して

いる旨を朱書きし、亀岡市長宛ての親展

とする。 

イ 表封筒の中には、「入札書」と朱書き

した中封筒、「業務委託費内訳等」と朱

書きした中封筒を入れる。 

ウ 「入札書」と朱書きした中封筒には、

入札書を入れ、封印等の処理をする。 

エ 「業務委託費内訳等」と朱書きした中

封筒には、内訳書を入れ、入札書と同様

に封印等の処理をする。 

オ 提出された入札書の書き換え、引き換

え及び撤回はできない。 

⑼ 入札の無効 

 次のいずれかに該当する場合は、入札を

無効とする。 
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 なお、無効な入札をした者は、再度の入

札に加わることはできない。 

ア 同じ入札に2以上の入札をした者の 

行った入札 

イ 入札に関し、不正の利益を得るための

連合その他の不正行為をした者又はその

疑いのある者の行った入札 

ウ 指名停止措置を受けて入札時点におい

て指名停止期間中である者等、入札時点

において入札に参加する者に必要な資格

のない者の行った入札 

エ 開札の日時において有効な業務委託内

訳書の提出を求めた際、提出しなかった

者の行った入札 

オ 他人のＩＣカードを不正に取得し、名

義人になりすまして入札に参加した者の

行った入札 

カ 代表者が変更になっているにもかかわ

らず、変更前の代表者のＩＣカードを使

用して入札に参加した者の行った入札 

キ その他不正の目的を持ってＩＣカード

を使用した者の行った入札 

ク その他入札に関する条件に違反した入

札 

ケ 紙入札者にあっては、入札金額の訂正、

印影不鮮明、氏名の脱漏、業務委託名

称・業務番号・業務場所の脱漏のいずれ

かがある入札 

コ 再度入札において、一回目の入札にお

ける入札最低金額を示したにもかかわら

ず、入札最低金額以上の金額で入札した

者の行った入札 

⑽ 再度入札 

ア 開札の結果、予定価格の制限の範囲内

の価格の入札がないときは、再度入札を

行う。ただし、開札の結果、全ての入札

が無効又は失格の入札のときは、再度入

札は行わない。 

 なお、再度入札の回数は1回限りとす

る。 

イ 再度入札対象者は、初回入札時におい

て、不着又は辞退となった者、無効又は

失格をした者以外の者とする。 

ウ 再度入札において、一回目の入札にお

ける入札最低金額未満の金額で入札する

こと。 

エ 再度入札時の内訳書の再提出は、物理

的に困難であるため、内訳書の提出は、

最初の入札時のみ求める。ただし、内訳

書の再提出が必要と判断される場合は、

再度提出を求める。 

⑾ 落札者の決定方法 

ア 亀岡市上下水道事業契約規程（平成9

年亀岡市公営企業管理規程第8号）第11

条の規定により作成された予定価格の制

限の範囲内で最低の価格をもって有効な

入札を行った入札者を落札者とする。 

 なお、落札者となるべき同価の入札を

した者が2人以上あるときは、直ちに当

該入札者にくじを引かせ、落札者を決定

するものとする。この場合において、当

該入札者のうち、くじを引かない者があ

るときは、これに代えて当該入札事務に

関係のない職員にくじを引かせるものと

する。また、電子入札にあっては、電子

くじにて落札者の決定を行う。 

イ 落札者が決定通知のあった日から指定

する期日までに契約を締結しないときは、

落札者は当該契約の相手方となる資格を

失うものとする。 

⑿ その他亀岡市上下水道事業契約規程に基

づき執行する。 

 

７ 入札保証金 

 免除する。 
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８ 違約金 

 落札者が契約を締結しないときは、落札金

額の100分の5相当額の違約金を徴収する。 

 

９ 契約保証金 

 免除する。 

 

１０ 契約書作成の要否 

 要 

 

１１ その他 

⑴ 入札参加者は、別添の仕様書等を熟読し、

関係法令等を遵守すること。 

⑵ 本市が提示する資料及び回答書は、契約

関係書類と一体のものとして、同等の効力

を有するものとする。 

⑶ 本市が必要と認めたときは、入札を延期

し、中止し、又は取り消すことがある。 

⑷ 落札者の決定後、当該入札に付する業務

に係る契約の締結までの間において、当該

落札者が入札参加資格要件を満たさなく 

なった場合には、当該業務契約を締結しな

いことがある。 

⑸ 一般競争入札参加資格確認申請等に虚偽

の記載をした場合には、当業務の入札に参

加できないとともに、亀岡市の指名停止措

置を行うことがある。 

⑹ 以上に定めるもののほか、亀岡市上下水

道事業契約規程の定めるところによる。 

⑺ 予定価格は、公表しないものとする。 

⑻ 入札の執行回数は、2回までとする。 

 

１２ 契約に関する事務を担当する組織の名称、

所在地 

〒621-8501 

 京都府亀岡市安町野々神8番地 

 亀岡市企画管理部契約検査課 

 TEL 0771-25-5041 ／ FAX 0771-25-5157 

 電子メールアドレス 

  sikkou-kanri@city.kameoka.lg.jp 

 ホームページ 

  http://www.city.kameoka.kyoto.jp 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第８４号 

 

 亀岡市公共施設について、指定管理者の募集を行うので、次のとおり公告する。 

 

   令和元年１２月２０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 指定管理者を募集する施設 

⑴ ＪＲ亀岡駅前自転車等駐車場 

所在地 亀岡市追分町谷筋２１番地４ 

建物概要 鉄骨造 地上２階 地下１階 

敷地面積 ８６４．１㎡ 

施設内容 収容台数 ２，０５０台 

［内訳］自転車：１，６４０台 

    原動機付自転車：４１０台 

⑵ ＪＲ亀岡駅北口自転車等駐車場 

所在地 亀岡市追分町谷筋４番地外（駅前広場の南側両サイド） 

建物概要 屋外（上屋あり） 集中管理方式（一時利用） 

敷地面積 ３６７．７０㎡（東側） 

     ２３９．７０㎡（西側） 

施設内容 収容台数 １１０台 

［内訳］自転車：７１台 

    原動機付自転車：３９台 

 

２ 指定の期間 

 令和２年４月１日から令和６年３月３１日まで 

３ 募集要項等 

 別紙「ＪＲ亀岡駅前・亀岡駅北口自転車等駐車場指定管理者募集要項」のとおり 

４ 募集期間 

 令和元年１２月２０日から令和２年１月１７日まで 

５ 問い合わせ先 

 亀岡市まちづくり推進部土木管理課 

 京都府亀岡市安町野々神８番地 

 ０７７１－２５－５０４３（直通） 

 

「掲示済」 
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教育委員会欄 
 

任免及び辞令 
 

             平 井 宏 俊 

亀岡市公益通報外部相談員に委嘱します 

任期は令和３年１１月３０日までとします 

             山 本 知 弘 

亀岡市国民保護協議会幹事に委嘱します 

任期は令和３年１１月３０日までとします 

             森 津 宏 紀 

亀岡市休日急病診療所薬剤師に委嘱します 

             俵   知 可 

亀岡市立幼稚園薬剤師に委嘱します 

   令和元年１２月１日 

 

             深 町 加津枝 

亀岡市景観審議会委員の委嘱を解きます 

   令和元年１２月２０日 

 

             大 石 慶 明 

             尾 﨑 まこと 

             楠   善 夫 

             小 林 正 子 

（各 通）
        櫻 井 俊 則 

             辻 川 篤 司 

             永 松   輝 

             深 町 加津枝 

             宗 田 好 史 

             森 本 幸 裕 

亀岡市景観審議会委員に委嘱します 

任期は令和３年１２月２０日までとします 

   令和元年１２月２１日 

 

 
 

規 則 
 

 亀岡市就学援助規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

         亀岡市教育委員会 

           教育長 神先宏彰 

 

 亀岡市教育委員会規則第８号 

 

亀岡市就学援助規則の一部を改正

する規則 

 

 亀岡市就学援助規則（平成１９年亀岡市教育

委員会規則第８号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第４条第１項中第９号を第１０号とし、第８

号の次に次の１号を加える。 

⑼ 卒業アルバム代 

 第５条第１項中「保護者」を「児童生徒の保

護者」に改める。 

 第７条第１項中「第３条第１項」を「第４条

第１項」に、「第９号」を「第１０号」に改め、

同条第２項中「第４条第１項第９号」を「第４

条第１項第１０号」に改める。 

 別記第１号様式中「国民年金掛金の減免」を

「国民年金保険料の免除」に、「新入学児童生

徒学用品費等」を「新入学児童生徒学用品費」

に改める。 

 別記第２号様式中「国民年金掛金の減免」を

「国民年金保険料の免除」に改める。 
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 別記第３号様式中 

「 

◇学用品費 ◇通学用品費 ◇新入学児童生徒学用品費等 ◇校外活動費 

◇修学旅行費 ◇体育実技用具費 ◇通学費 ◇学校給食費 ◇医療費 

◇独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 

                                    」を 

「 

◇学用品費 ◇通学用品費 ◇新入学児童生徒学用品費 ◇校外活動費 

◇修学旅行費 ◇体育実技用具費 ◇通学費 ◇学校給食費 

◇卒業アルバム代 ◇医療費 

◇独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 

                                    」に、 

「 

 

 

                                          」 

を 

「 

 

 

 

                                          」 

に改める。 

 別記第４号様式中 

「 

 

                                          」 

を 

「 

 

                                          」 

に、 

「 

◇学用品費 ◇通学用品費 ◇新入学児童生徒学用品費等 ◇校外活動費 ◇体育実技用具費 

◇通学費 ◇学校給食費 ◇医療費 ◇独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 

                                          」 

を 

◎医療費は、学校において治療の指示を受けた疾病（トラコーマ・結膜炎・中耳炎・慢性副 

鼻腔炎・う歯（虫歯）など）に限り、別途交付される医療券で受診してください。 

なお、学校保健安全法施行令第８条に定めのないものや、他の法令等により医療補助が受

けられる場合は対象となりません。 

◎医療費は、学校において治療の指示を受けた疾病（トラコーマ・結膜炎・中耳炎・慢性副 

鼻腔炎・う歯（虫歯）など）に限り、別途交付される医療券で受診してください。 

なお、学校保健安全法施行令第８条に定めのないものや、他の法令等により医療補助が受

けられる場合は対象となりません。 

◎保護者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けた場合等は、支給された学用品費 

等を返還していただきます。 

※亀岡市就学援助規則第９条に規定する認定の取消しを受けた場合は、新入学児童生徒学用

品費を返還していただきます。取消しに該当することが判明した場合は、至急学校教育課

までご連絡ください。 

※入学予定者が亀岡市立小学校、中学校、義務教育学校若しくは京都府立中学校に入学しな

かった場合又は保護者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けた場合等は、支給

された新入学児童生徒学用品費等を返還していただきます。 
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「 

◇学用品費 ◇通学用品費 ◇新入学児童生徒学用品費 ◇校外活動費 ◇修学旅行費 

◇体育実技用具費 ◇通学費 ◇学校給食費 ◇卒業アルバム代 ◇医療費 

◇独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 

                                          」 

に、 

「 

                                          」 

を 

「 

                                          」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、令和２年２月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

◎新入学児童生徒学用品費等以外の就学援助費の支給は、入学後、学校長を通じて行います。 

◎新入学児童生徒学用品費以外の就学援助費の支給は、入学後、学校長を通じて行います。 
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選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１０４号 

 

 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の 

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

   令和元年１２月２日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１，４８０人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１０５号 

 

 亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育長、教育委員会の委員、選挙管理委員、監査

委員及び亀岡市議会議員の解職請求に要する有

権者総数の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

   令和元年１２月２日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

２４，６６７人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１０６号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

   令和元年１２月２日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１２，３３４人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１０７号 

 

 令和元年１０月２０日執行の亀岡市長選挙に

おける候補者の選挙運動に関する収支報告書の

要旨を公職選挙法第１９２条第１項の規定によ

り、次のとおり公表する。 

 

   令和元年１２月１６日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 
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１　選挙の種類　　 令和元年10月20日執行　亀岡市長選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

9,098,700 円

３　報告書の要旨

福井 紀 代子 所 属 党 派 無 所 属

　収  入 　支  出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 人件費 720,000

円 家屋費 260,640

707,891 選挙事務所費 249,640

三上　悟 無職 110,000 集合会場費 11,000

中井　和夫 無職 110,000 通信費 24,840

西森　睿治 自営業 110,000 交通費 0

山木　潤治 農業 110,000 印刷費 670,690

山岡　良右 無職 70,000 広告費 377,386

阪本　智子 無職 35,000 文具費 10,296

吉田　知加子 団体職員 35,000 食糧費 42,000

佐々木　真理子 無職 35,000 休泊費 0

西垣　伸子 無職 35,000 雑費 539

湯浅　久美子 無職 35,000

山内　延子 無職 35,000

二之湯　みゆき パート 21,000

山田　昌子 無職 21,000

その他の寄附　 20件 200,000

その他の収入 0

今　回　計 1,669,891 今　回　計 2,106,391

前　回　計 0 前　回　計 0

総 　　　計 1,669,891 総 　　　計 2,106,391

第１回分
令和元年９月２３日から

令和元年１０月２４日まで

令和元年１１月４日　　　　　第１回報告分報 告 書 受 理 年 月 日

市民本位の明るい民主市政をつくる会

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期 間

出 納 責 任 者 氏 名 藤 野 広 司
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１　選挙の種類　　 令和元年10月20日執行　亀岡市長選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

9,098,700 円

３　報告書の要旨

福井 紀 代子 所 属 党 派 無 所 属

　収  入 　支  出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 人件費 0

円 家屋費 0

29,222 選挙事務所費 0

集合会場費 0

通信費 0

交通費 0

印刷費 0

広告費 0

文具費 0

食糧費 0

休泊費 0

雑費 29,222

その他の寄附　 0件 0

その他の収入 0

今　回　計 29,222 今　回　計 29,222

前　回　計 1,669,891 前　回　計 2,106,391

総 　　　計 1,699,113 総 　　　計 2,135,613

令和元年１０月２５日から

令和元年１１月５日まで

令和元年１１月１２日　　　　　第２回報告分報 告 書 受 理 年 月 日

市民本位の明るい民主市政をつくる会

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期 間

出 納 責 任 者 氏 名 藤 野 広 司
第２回分
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１　選挙の種類　　 令和元年10月20日執行　亀岡市長選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

9,098,700 円

３　報告書の要旨

福井 紀 代子 所 属 党 派 無 所 属

　収  入 　支  出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 人件費 0

円 家屋費 0

128,670 選挙事務所費 0

集合会場費 0

通信費 26,970

交通費 0

印刷費 88,500

広告費 13,200

文具費 0

食糧費 0

休泊費 0

雑費 0

その他の寄附　 0件 0

その他の収入 0

今　回　計 128,670 今　回　計 128,670

前　回　計 1,699,113 前　回　計 2,135,613

総 　　　計 1,827,783 総 　　　計 2,264,283

第３回分
令和元年１１月６日から

令和元年１１月１５日まで

令和元年１１月２０日　　　　　第３回報告分報 告 書 受 理 年 月 日

市民本位の明るい民主市政をつくる会

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期 間

出 納 責 任 者 氏 名 藤 野 広 司
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第９００号令和２年１月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　選挙の種類　　 令和元年10月20日執行　亀岡市長選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

9,098,700 円

３　報告書の要旨

桂 川 孝 裕 所 属 党 派 無 所 属

　収  入 　支  出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 人件費 520,000

円 家屋費 786,780

100,000 選挙事務所費 728,420

50,000 集合会場費 58,360

150,000 通信費 2,020

100,000 交通費 30,900

20,000 印刷費 858,300

近藤　永太郎 京都府議会議員 50,000 広告費 733,260

山城　永治 会社相談役 50,000 文具費 121,563

大槻　秧司 医療法人会長 100,000 食糧費 205,218

寺田　弘和 会社代表 100,000 休泊費 0

松本　豊 会社会長 50,000 雑費 73,396

その他の寄附　 3件 30,000

その他の収入 2,096,101

今　回　計 2,896,101 今　回　計 3,331,437

前　回　計 0 前　回　計 0

総 　　　計 2,896,101 総 　　　計 3,331,437

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期 間

出 納 責 任 者 氏 名 岸 親 夫
第１回分

令和元年９月１日から

令和元年１１月１日まで

自由民主党京都府支部連合会

自由民主党京都府参議院選挙区第4支部

国民民主党京都府連合会

孟子会

部落解放同盟京都府連合会

令和元年１１月１日　　　　　第１回報告分報 告 書 受 理 年 月 日
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第９００号令和２年１月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「掲示済」 

 

１　選挙の種類　　 令和元年10月20日執行　亀岡市長選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

9,098,700 円

３　報告書の要旨

桂 川 孝 裕 所 属 党 派 無 所 属

　収  入 　支  出

主たる寄附 円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 人件費 0

円 家屋費 0

選挙事務所費 0

集合会場費 0

通信費 117,581

交通費 0

印刷費 0

広告費 0

文具費 0

食糧費 0

休泊費 0

雑費 50,894

その他の寄附　 0件 0

その他の収入 168,475

今　回　計 168,475 今　回　計 168,475

前　回　計 2,896,101 前　回　計 3,331,437

総 　　　計 3,064,576 総 　　　計 3,499,912

令和元年１１月２５日　　　　　第２回報告分報 告 書 受 理 年 月 日

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期 間

出 納 責 任 者 氏 名 岸 親 夫
第２回分

令和元年１１月２日から

令和元年１１月２２日まで
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第９００号令和２年１月１５日発行 

農業委員会欄 
 

 

 

公 告 
 

 亀岡市農業委員会公告第１３号 

 

 令和元年１２月定例総会を下記のとおり公告

する。 

 

   令和元年１２月２日 

 

          亀岡市農業委員会 

            会長 酒井省五 

 

記 

 

１ 日 時 

   令和元年１２月５日（木） 

   午後１時３０分から 

２ 場 所 

   亀岡市役所 ３階 

   ３０２・３０３会議室 

３ 議 題 

・第１号議案 農地法第１８条第６項の規定

による通知の承認について 

・第２号議案 農地法第３条の規定による許

可申請に係る許可について 

・第３号議案 令和元年１２月農用地利用集

積計画 

 

「掲示済」 
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第９００号令和２年１月１５日発行 

上下水道部欄 
 

規 程 
 

 亀岡市上下水道部職員就業規程及び亀岡市上下水道部職員被服等貸与規程の一部を改正する規程

を次のように定める。 

 

   令和元年１２月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第８号 

 

亀岡市上下水道部職員就業規程及び亀岡市上下水道部職員被服等貸与規程の一部を改

正する規程 

 

 （亀岡市上下水道部職員就業規程の一部改正） 

第１条 亀岡市上下水道部職員就業規程（昭和５８年亀岡市公営企業管理規程第９号）の一部を次

のように改正する。 

 第２９条第１項を次のように改める。 

 管理者が貸与する被服等は、勤務時間中に着用するものとする。ただし、所属長が必要と認

めた場合は、この限りでない。 

 （亀岡市上下水道部職員被服等貸与規程の一部改正） 

第２条 亀岡市上下水道部職員被服等貸与規程（昭和４７年亀岡市水道事業管理規程第７号）の一

部を次のように改正する。 

    「 

 

 別表中                                 を 

 

                                    」 

「 

                                 に改める。 

                                」 

 

   附 則 

 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

「掲示済」 

上衣 １着 管理者の認める期間 

作業服上下 １着 １年以上 

作業服上下 １着 １年以上 
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第９００号令和２年１月１５日発行 

 

告 示 
 

 亀岡市上下水道部告示第２５号 

 

亀岡市指定給水装置工事事業者

廃止の告示 

 

   令和元年１２月２６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者から指定給水装置工事事業者廃止

届出書が提出されたので、亀岡市指定給水装置

工事事業者規程第１０条第２号の規定により告

示する。 

 

記 

 

１ 廃止処理日 

   令和元年１２月１３日 

２ 廃止業者 

指定 
番号 

業 者 名 代表者名 住   所 

132 宮岡設備工業 宮岡 修 

亀岡市南つつじケ

丘大葉台１丁目１

番９号 

 

３ 廃止理由 

 指定給水装置工事事業者廃止届出書提出の

ため 

 

「掲示済」 
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第９００号令和２年１月１５日発行 

市立病院欄 
 

規 程 
 

 亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

   令和元年１２月２４日 

 

                         亀岡市病院事業管理者 玉井和夫 

 

 亀岡市病院事業管理規程第６号 

 

亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

 

 亀岡市立病院職員の給与に関する規程（平成１６年亀岡市病院事業管理規程第２６号）の一部を

次のように改正する。 

 

 第１０条第１項に次の１号を加える。 

⑸ 手術手当 

 第１０条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 手術手当は、手術に従事した医師及び看護師に対し支給し、その額は、手術１回につき次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 医師（保険診療の点数３０，０００点以上の手術に従事した執刀医に限る。） 当該手術に

係る保険診療の点数に１００分の３０を乗じて得た額 

⑵ 医師（保険診療の点数５０，０００点以上の手術に従事した者のうち、管理者が定めるもの

に限る。） ５，０００円 

⑶ 看護師（手術の直接介助者及び間接介助者に限る。） ５００円 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 



 
亀 岡 市 公 報 

 90 

第９００号令和２年１月１５日発行 
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4
3
1
,
1
00
 

3
7
 

2
0
1
,
2
00
 

2
4
9
,
8
00
 

2
8
9
,
0
00
 

3
3
3
,
4
00
 

3
6
0
,
1
00
 

3
8
8
,
0
00
 

4
3
2
,
3
00
 

3
8
 

2
0
2
,
5
00
 

2
5
1
,
1
00
 

2
9
0
,
7
00
 

3
3
5
,
3
00
 

3
6
1
,
4
00
 

3
8
9
,
2
00
 

4
3
3
,
1
00
 

3
9
 

2
0
3
,
7
00
 

2
5
2
,
3
00
 

2
9
2
,
5
00
 

3
3
7
,
3
00
 

3
6
2
,
8
00
 

3
9
0
,
4
00
 

4
3
3
,
9
00
 

4
0
 

2
0
5
,
0
00
 

2
5
3
,
6
00
 

2
9
4
,
3
00
 

3
3
9
,
2
00
 

3
6
4
,
2
00
 

3
9
1
,
5
00
 

4
3
4
,
7
00
 

4
1
 

2
0
6
,
3
00
 

2
5
5
,
0
00
 

2
9
5
,
8
00
 

3
4
1
,
1
00
 

3
6
5
,
5
00
 

3
9
2
,
6
00
 

4
3
5
,
3
00
 

4
2
 

2
0
7
,
6
00
 

2
5
6
,
4
00
 

2
9
7
,
5
00
 

3
4
3
,
0
00
 

3
6
6
,
4
00
 

3
9
3
,
8
00
 

4
3
6
,
0
00
 

4
3
 

2
0
8
,
9
00
 

2
5
7
,
6
00
 

2
9
9
,
0
00
 

3
4
4
,
8
00
 

3
6
7
,
5
00
 

3
9
5
,
0
00
 

4
3
6
,
7
00
 

4
4
 

2
1
0
,
2
00
 

2
5
8
,
8
00
 

3
0
0
,
6
00
 

3
4
6
,
7
00
 

3
6
8
,
6
00
 

3
9
6
,
1
00
 

4
3
7
,
4
00
 

4
5
 

2
1
1
,
3
00
 

2
6
0
,
0
00
 

3
0
2
,
2
00
 

3
4
8
,
2
00
 

3
6
9
,
4
00
 

3
9
6
,
8
00
 

4
3
8
,
2
00
 

4
6
 

2
1
2
,
6
00
 

2
6
1
,
2
00
 

3
0
3
,
9
00
 

3
4
9
,
6
00
 

3
7
0
,
3
00
 

3
9
7
,
5
00
 

4
3
9
,
0
00
 

4
7
 

2
1
3
,
9
00
 

2
6
2
,
5
00
 

3
0
5
,
5
00
 

3
5
1
,
1
00
 

3
7
1
,
2
00
 

3
9
8
,
2
00
 

4
3
9
,
4
00
 

4
8
 

2
1
5
,
2
00
 

2
6
3
,
6
00
 

3
0
7
,
2
00
 

3
5
2
,
6
00
 

3
7
2
,
1
00
 

3
9
8
,
9
00
 

4
4
0
,
1
00
 

4
9
 

2
1
6
,
3
00
 

2
6
4
,
7
00
 

3
0
8
,
1
00
 

3
5
4
,
2
00
 

3
7
3
,
0
00
 

3
9
9
,
5
00
 

4
4
0
,
6
00
 

5
0
 

2
1
7
,
4
00
 

2
6
5
,
8
00
 

3
0
9
,
6
00
 

3
5
5
,
0
00
 

3
7
3
,
8
00
 

4
0
0
,
1
00
 

4
4
1
,
0
00
 

5
1
 

2
1
8
,
4
00
 

2
6
7
,
1
00
 

3
1
1
,
1
00
 

3
5
6
,
2
00
 

3
7
4
,
6
00
 

4
0
0
,
6
00
 

4
4
1
,
4
00
 

5
2
 

2
1
9
,
5
00
 

2
6
8
,
4
00
 

3
1
2
,
7
00
 

3
5
7
,
2
00
 

3
7
5
,
4
00
 

4
0
1
,
0
00
 

4
4
1
,
8
00
 

5
3
 

2
2
0
,
6
00
 

2
6
9
,
4
00
 

3
1
4
,
3
00
 

3
5
8
,
1
00
 

3
7
6
,
1
00
 

4
0
1
,
4
00
 

4
4
2
,
2
00
 

5
4
 

2
2
1
,
6
00
 

2
7
0
,
5
00
 

3
1
5
,
9
00
 

3
5
9
,
2
00
 

3
7
6
,
8
00
 

4
0
1
,
7
00
 

4
4
2
,
6
00
 

5
5
 

2
2
2
,
5
00
 

2
7
1
,
8
00
 

3
1
7
,
5
00
 

3
6
0
,
1
00
 

3
7
7
,
5
00
 

4
0
2
,
0
00
 

4
4
3
,
0
00
 

5
6
 

2
2
3
,
5
00
 

2
7
3
,
1
00
 

3
1
9
,
0
00
 

3
6
1
,
2
00
 

3
7
8
,
2
00
 

4
0
2
,
3
00
 

4
4
3
,
3
00
 

5
7
 

2
2
3
,
8
00
 

2
7
4
,
0
00
 

3
2
0
,
5
00
 

3
6
2
,
1
00
 

3
7
8
,
7
00
 

4
0
2
,
6
00
 

4
4
3
,
6
00
 

5
8
 

2
2
4
,
6
00
 

2
7
5
,
0
00
 

3
2
1
,
7
00
 

3
6
2
,
8
00
 

3
7
9
,
3
00
 

4
0
2
,
9
00
 

4
4
4
,
0
00
 

5
9
 

2
2
5
,
4
00
 

2
7
5
,
9
00
 

3
2
2
,
9
00
 

3
6
3
,
5
00
 

3
7
9
,
9
00
 

4
0
3
,
2
00
 

4
4
4
,
3
00
 

6
0
 

2
2
6
,
1
00
 

2
7
7
,
0
00
 

3
2
4
,
1
00
 

3
6
4
,
2
00
 

3
8
0
,
6
00
 

4
0
3
,
5
00
 

4
4
4
,
6
00
 

6
1
 

2
2
6
,
8
00
 

2
7
8
,
1
00
 

3
2
4
,
8
00
 

3
6
4
,
6
00
 

3
8
1
,
0
00
 

4
0
3
,
8
00
 

4
4
4
,
9
00
 

6
2
 

2
2
7
,
8
00
 

2
7
9
,
1
00
 

3
2
5
,
7
00
 

3
6
5
,
2
00
 

3
8
1
,
7
00
 

4
0
4
,
1
00
 

4
4
5
,
3
00
 

6
3
 

2
2
8
,
6
00
 

2
8
0
,
0
00
 

3
2
6
,
5
00
 

3
6
5
,
9
00
 

3
8
2
,
3
00
 

4
0
4
,
4
00
 

4
4
5
,
6
00
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6
4
 

2
2
9
,
4
00
 

2
8
1
,
0
00
 

3
2
7
,
3
00
 

3
6
6
,
6
00
 

3
8
2
,
9
00
 

4
0
4
,
7
00
 

4
4
5
,
9
00
 

6
5
 

2
3
0
,
1
00
 

2
8
1
,
5
00
 

3
2
8
,
2
00
 

3
6
6
,
9
00
 

3
8
3
,
3
00
 

4
0
5
,
0
00
 

4
4
6
,
2
00
 

6
6
 

2
3
0
,
8
00
 

2
8
2
,
4
00
 

3
2
8
,
6
00
 

3
6
7
,
6
00
 

3
8
3
,
9
00
 

4
0
5
,
3
00
 

 

6
7
 

2
3
1
,
7
00
 

2
8
3
,
1
00
 

3
2
9
,
3
00
 

3
6
8
,
3
00
 

3
8
4
,
5
00
 

4
0
5
,
6
00
 

 

6
8
 

2
3
2
,
7
00
 

2
8
4
,
0
00
 

3
3
0
,
1
00
 

3
6
9
,
0
00
 

3
8
5
,
1
00
 

4
0
5
,
9
00
 

 

6
9
 

2
3
3
,
4
00
 

2
8
5
,
0
00
 

3
3
0
,
9
00
 

3
6
9
,
3
00
 

3
8
5
,
5
00
 

4
0
6
,
1
00
 

 

7
0
 

2
3
4
,
0
00
 

2
8
5
,
8
00
 

3
3
1
,
6
00
 

3
6
9
,
9
00
 

3
8
6
,
0
00
 

4
0
6
,
4
00
 

 

7
1
 

2
3
4
,
5
00
 

2
8
6
,
6
00
 

3
3
2
,
3
00
 

3
7
0
,
6
00
 

3
8
6
,
5
00
 

4
0
6
,
7
00
 

 

7
2
 

2
3
5
,
2
00
 

2
8
7
,
4
00
 

3
3
3
,
0
00
 

3
7
1
,
2
00
 

3
8
7
,
1
00
 

4
0
7
,
0
00
 

 

7
3
 

2
3
6
,
0
00
 

2
8
8
,
2
00
 

3
3
3
,
5
00
 

3
7
1
,
5
00
 

3
8
7
,
4
00
 

4
0
7
,
2
00
 

 

7
4
 

2
3
6
,
6
00
 

2
8
8
,
7
00
 

3
3
4
,
1
00
 

3
7
2
,
1
00
 

3
8
7
,
8
00
 

4
0
7
,
5
00
 

 

7
5
 

2
3
7
,
2
00
 

2
8
9
,
1
00
 

3
3
4
,
6
00
 

3
7
2
,
8
00
 

3
8
8
,
2
00
 

4
0
7
,
8
00
 

 

7
6
 

2
3
7
,
7
00
 

2
8
9
,
6
00
 

3
3
5
,
2
00
 

3
7
3
,
4
00
 

3
8
8
,
6
00
 

4
0
8
,
0
00
 

 

7
7
 

2
3
8
,
4
00
 

2
8
9
,
8
00
 

3
3
5
,
5
00
 

3
7
3
,
8
00
 

3
8
8
,
9
00
 

4
0
8
,
2
00
 

 

7
8
 

2
3
9
,
1
00
 

2
9
0
,
1
00
 

3
3
6
,
0
00
 

3
7
4
,
3
00
 

3
8
9
,
2
00
 

4
0
8
,
5
00
 

 

7
9
 

2
3
9
,
8
00
 

2
9
0
,
3
00
 

3
3
6
,
4
00
 

3
7
4
,
9
00
 

3
8
9
,
5
00
 

4
0
8
,
8
00
 

 

8
0
 

2
4
0
,
3
00
 

2
9
0
,
7
00
 

3
3
6
,
9
00
 

3
7
5
,
4
00
 

3
8
9
,
8
00
 

4
0
9
,
0
00
 

 

8
1
 

2
4
0
,
8
00
 

2
9
0
,
9
00
 

3
3
7
,
3
00
 

3
7
5
,
9
00
 

3
9
0
,
0
00
 

4
0
9
,
2
00
 

 

8
2
 

2
4
1
,
5
00
 

2
9
1
,
1
00
 

3
3
7
,
8
00
 

3
7
6
,
5
00
 

3
9
0
,
3
00
 

4
0
9
,
5
00
 

 

8
3
 

2
4
2
,
2
00
 

2
9
1
,
5
00
 

3
3
8
,
3
00
 

3
7
7
,
0
00
 

3
9
0
,
6
00
 

4
0
9
,
8
00
 

 

8
4
 

2
4
2
,
9
00
 

2
9
1
,
8
00
 

3
3
8
,
8
00
 

3
7
7
,
3
00
 

3
9
0
,
8
00
 

4
1
0
,
0
00
 

 

8
5
 

2
4
3
,
5
00
 

2
9
2
,
1
00
 

3
3
9
,
1
00
 

3
7
7
,
7
00
 

3
9
1
,
0
00
 

4
1
0
,
2
00
 

 

8
6
 

2
4
4
,
2
00
 

2
9
2
,
4
00
 

3
3
9
,
5
00
 

3
7
8
,
2
00
 

3
9
1
,
3
00
 

4
1
0
,
5
00
 

 

8
7
 

2
4
4
,
9
00
 

2
9
2
,
7
00
 

3
4
0
,
0
00
 

3
7
8
,
6
00
 

3
9
1
,
6
00
 

4
1
0
,
8
00
 

 

8
8
 

2
4
5
,
6
00
 

2
9
3
,
1
00
 

3
4
0
,
4
00
 

3
7
9
,
0
00
 

3
9
1
,
8
00
 

4
1
1
,
0
00
 

 

8
9
 

2
4
6
,
1
00
 

2
9
3
,
4
00
 

3
4
0
,
7
00
 

3
7
9
,
4
00
 

3
9
2
,
0
00
 

4
1
1
,
2
00
 

 

9
0
 

2
4
6
,
6
00
 

2
9
3
,
8
00
 

3
4
1
,
1
00
 

3
7
9
,
9
00
 

3
9
2
,
3
00
 

4
1
1
,
5
00
 

 

9
1
 

2
4
6
,
9
00
 

2
9
4
,
1
00
 

3
4
1
,
6
00
 

3
8
0
,
3
00
 

3
9
2
,
6
00
 

4
1
1
,
8
00
 

 

9
2
 

2
4
7
,
3
00
 

2
9
4
,
5
00
 

3
4
2
,
0
00
 

3
8
0
,
7
00
 

3
9
2
,
8
00
 

4
1
2
,
0
00
 

 

9
3
 

2
4
7
,
6
00
 

2
9
4
,
7
00
 

3
4
2
,
2
00
 

3
8
1
,
0
00
 

3
9
3
,
0
00
 

4
1
2
,
2
00
 

 

9
4
 

 
2
9
4
,
9
00
 

3
4
2
,
6
00
 

3
8
1
,
5
00
 

3
9
3
,
3
00
 

 
 

9
5
 

 
2
9
5
,
2
00
 

3
4
3
,
1
00
 

3
8
1
,
9
00
 

3
9
3
,
6
00
 

 
 

9
6
 

 
2
9
5
,
6
00
 

3
4
3
,
5
00
 

3
8
2
,
3
00
 

3
9
3
,
8
00
 

 
 

9
7
 

 
2
9
5
,
8
00
 

3
4
3
,
7
00
 

3
8
2
,
6
00
 

3
9
4
,
0
00
 

 
 

 

  

9
8
 

 
2
9
6
,
1
00
 

3
4
4
,
1
00
 

3
8
3
,
1
00
 

3
9
4
,
3
00
 

 
 

9
9
 

 
2
9
6
,
5
00
 

3
4
4
,
5
00
 

3
8
3
,
5
00
 

3
9
4
,
6
00
 

 
 

1
0
0 

 
2
9
6
,
9
00
 

3
4
4
,
8
00
 

3
8
3
,
9
00
 

3
9
4
,
8
00
 

 
 

1
0
1 

 
2
9
7
,
1
00
 

3
4
5
,
1
00
 

3
8
4
,
2
00
 

3
9
5
,
0
00
 

 
 

 

1
0
2 

 
2
9
7
,
4
00
 

3
4
5
,
5
00
 

3
8
4
,
7
00
 

 
 

 

1
0
3 

 
2
9
7
,
8
00
 

3
4
5
,
9
00
 

3
8
5
,
1
00
 

 
 

 

1
0
4 

 
2
9
8
,
1
00
 

3
4
6
,
3
00
 

3
8
5
,
5
00
 

 
 

 

1
0
5 

 
2
9
8
,
3
00
 

3
4
6
,
8
00
 

3
8
5
,
8
00
 

 
 

 

1
0
6 

 
2
9
8
,
6
00
 

3
4
7
,
2
00
 

3
8
6
,
3
00
 

 
 

 

1
0
7 

 
2
9
9
,
0
00
 

3
4
7
,
6
00
 

3
8
6
,
7
00
 

 
 

 

1
0
8 

 
2
9
9
,
3
00
 

3
4
8
,
0
00
 

3
8
7
,
1
00
 

 
 

 

1
0
9 

 
2
9
9
,
5
00
 

3
4
8
,
5
00
 

3
8
7
,
4
00
 

 
 

 

1
1
0 

 
2
9
9
,
9
00
 

3
4
8
,
9
00
 

3
8
7
,
9
00
 

 
 

 

1
1
1 

 
3
0
0
,
3
00
 

3
4
9
,
2
00
 

3
8
8
,
3
00
 

 
 

 

1
1
2 

 
3
0
0
,
6
00
 

3
4
9
,
5
00
 

3
8
8
,
7
00
 

 
 

 

1
1
3 

 
3
0
0
,
8
00
 

3
5
0
,
0
00
 

3
8
9
,
0
00
 

 
 

 

1
1
4 

 
3
0
1
,
0
00
 

 
 

 
 

 

1
1
5 

 
3
0
1
,
3
00
 

 
 

 
 

 

1
1
6 

 
3
0
1
,
7
00
 

 
 

 
 

 

1
1
7 

 
3
0
1
,
9
00
 

 
 

 
 

 

1
1
8 

 
3
0
2
,
1
00
 

 
 

 
 

 

1
1
9 

 
3
0
2
,
4
00
 

 
 

 
 

 

1
2
0 

 
3
0
2
,
7
00
 

 
 

 
 

 

1
2
1 

 
3
0
3
,
1
00
 

 
 

 
 

 

1
2
2 

 
3
0
3
,
3
00
 

 
 

 
 

 

1
2
3 

 
3
0
3
,
6
00
 

 
 

 
 

 

1
2
4 

 
3
0
3
,
9
00
 

 
 

 
 

 

1
2
5 

 
3
0
4
,
2
00
 

 
 

 
 

 

再
任
用
 

職
 
員
 

 
1
8
7
,
7
00
 

2
1
5
,
2
00
 

2
5
5
,
2
00
 

2
7
4
,
6
00
 

2
8
9
,
7
00
 

3
1
5
,
1
00
 

3
5
6
,
8
00
 

備
考
 
こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
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別
表

第
２

（
第

２
条

関
係

）
 

医
 

療
 

職
 

給
 

料
 

表
 

（
１

）
 

職
員
の
 

区
 
分
 

 
職
務
 

 
の
級
 

 号
給
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

再
任
用

職
員
以

外
の
職

員
 

 
1
 

円
 

2
4
9
,
8
00
 

円
 

3
3
5
,
0
00
 

円
 

3
9
9
,
0
00
 

円
 

4
7
1
,
7
00
 

円
 

5
6
6
,
5
00
 

2
 

2
5
2
,
3
00
 

3
3
8
,
0
00
 

4
0
1
,
9
00
 

4
7
4
,
0
00
 

5
6
9
,
6
00
 

3
 

2
5
4
,
8
00
 

3
4
0
,
9
00
 

4
0
4
,
5
00
 

4
7
6
,
2
00
 

5
7
2
,
7
00
 

4
 

2
5
7
,
3
00
 

3
4
3
,
8
00
 

4
0
7
,
2
00
 

4
7
8
,
5
00
 

5
7
5
,
8
00
 

5
 

2
5
9
,
5
00
 

3
4
6
,
5
00
 

4
0
9
,
8
00
 

4
8
0
,
7
00
 

5
7
8
,
7
00
 

6
 

2
6
3
,
3
00
 

3
4
9
,
7
00
 

4
1
2
,
2
00
 

4
8
2
,
9
00
 

5
8
1
,
1
00
 

7
 

2
6
7
,
1
00
 

3
5
2
,
8
00
 

4
1
4
,
9
00
 

4
8
5
,
1
00
 

5
8
3
,
5
00
 

8
 

2
7
0
,
9
00
 

3
5
5
,
9
00
 

4
1
7
,
3
00
 

4
8
7
,
3
00
 

5
8
5
,
9
00
 

9
 

2
7
4
,
5
00
 

3
5
8
,
7
00
 

4
1
9
,
5
00
 

4
8
9
,
3
00
 

5
8
8
,
1
00
 

1
0
 

2
7
8
,
5
00
 

3
6
1
,
4
00
 

4
2
2
,
2
00
 

4
9
1
,
4
00
 

5
8
9
,
6
00
 

1
1
 

2
8
2
,
5
00
 

3
6
4
,
5
00
 

4
2
4
,
8
00
 

4
9
3
,
5
00
 

5
9
1
,
1
00
 

1
2
 

2
8
6
,
5
00
 

3
6
7
,
7
00
 

4
2
7
,
5
00
 

4
9
5
,
6
00
 

5
9
2
,
6
00
 

1
3
 

2
9
0
,
3
00
 

3
7
0
,
6
00
 

4
2
9
,
9
00
 

4
9
7
,
7
00
 

5
9
4
,
1
00
 

1
4
 

2
9
4
,
3
00
 

3
7
4
,
1
00
 

4
3
2
,
4
00
 

4
9
9
,
8
00
 

5
9
5
,
2
00
 

1
5
 

2
9
8
,
2
00
 

3
7
7
,
1
00
 

4
3
4
,
8
00
 

5
0
1
,
9
00
 

5
9
6
,
3
00
 

1
6
 

3
0
2
,
1
00
 

3
8
0
,
7
00
 

4
3
7
,
3
00
 

5
0
4
,
0
00
 

5
9
7
,
2
00
 

1
7
 

3
0
5
,
8
00
 

3
8
4
,
3
00
 

4
3
9
,
3
00
 

5
0
6
,
1
00
 

5
9
8
,
4
00
 

1
8
 

3
0
9
,
4
00
 

3
8
7
,
0
00
 

4
4
1
,
7
00
 

5
0
8
,
1
00
 

5
9
9
,
4
00
 

1
9
 

3
1
2
,
9
00
 

3
8
9
,
5
00
 

4
4
4
,
0
00
 

5
1
0
,
1
00
 

6
0
0
,
4
00
 

2
0
 

3
1
6
,
5
00
 

3
9
2
,
1
00
 

4
4
6
,
4
00
 

5
1
2
,
1
00
 

6
0
1
,
4
00
 

2
1
 

3
2
0
,
1
00
 

3
9
4
,
9
00
 

4
4
7
,
9
00
 

5
1
3
,
9
00
 

6
0
2
,
4
00
 

2
2
 

3
2
3
,
8
00
 

3
9
7
,
2
00
 

4
5
0
,
3
00
 

5
1
5
,
7
00
 

6
0
3
,
4
00
 

2
3
 

3
2
7
,
3
00
 

3
9
9
,
7
00
 

4
5
2
,
6
00
 

5
1
7
,
6
00
 

6
0
4
,
4
00
 

2
4
 

3
3
0
,
6
00
 

4
0
1
,
8
00
 

4
5
4
,
9
00
 

5
1
9
,
5
00
 

6
0
5
,
4
00
 

2
5
 

3
3
4
,
1
00
 

4
0
3
,
8
00
 

4
5
6
,
9
00
 

5
2
1
,
2
00
 

6
0
6
,
4
00
 

 

2
6
 

3
3
6
,
8
00
 

4
0
6
,
1
00
 

4
5
9
,
2
00
 

5
2
3
,
0
00
 

6
0
7
,
4
00
 

2
7
 

3
3
9
,
4
00
 

4
0
8
,
3
00
 

4
6
1
,
4
00
 

5
2
4
,
8
00
 

6
0
8
,
4
00
 

2
8
 

3
4
2
,
0
00
 

4
1
0
,
6
00
 

4
6
3
,
7
00
 

5
2
6
,
6
00
 

6
0
9
,
4
00
 

2
9
 

3
4
4
,
8
00
 

4
1
2
,
9
00
 

4
6
5
,
8
00
 

5
2
8
,
2
00
 

6
1
0
,
4
00
 

 
3
0
 

3
4
6
,
7
00
 

4
1
5
,
0
00
 

4
6
8
,
1
00
 

5
3
0
,
0
00
 

 

 

  

3
1
 

3
4
8
,
9
00
 

4
1
7
,
0
00
 

4
7
0
,
4
00
 

5
3
1
,
8
00
 

 

3
2
 

3
5
1
,
3
00
 

4
1
9
,
1
00
 

4
7
2
,
6
00
 

5
3
3
,
6
00
 

 

3
3
 

3
5
3
,
5
00
 

4
2
1
,
0
00
 

4
7
4
,
6
00
 

5
3
5
,
2
00
 

 

3
4
 

3
5
5
,
8
00
 

4
2
2
,
8
00
 

4
7
6
,
7
00
 

5
3
7
,
0
00
 

 

3
5
 

3
5
7
,
9
00
 

4
2
4
,
6
00
 

4
7
8
,
8
00
 

5
3
8
,
7
00
 

 

3
6
 

3
6
0
,
2
00
 

4
2
6
,
6
00
 

4
8
0
,
9
00
 

5
4
0
,
5
00
 

 

3
7
 

3
6
2
,
4
00
 

4
2
8
,
5
00
 

4
8
3
,
0
00
 

5
4
2
,
1
00
 

 

3
8
 

3
6
4
,
8
00
 

4
3
0
,
5
00
 

4
8
4
,
8
00
 

5
4
3
,
7
00
 

 

3
9
 

3
6
7
,
0
00
 

4
3
2
,
4
00
 

4
8
6
,
6
00
 

5
4
5
,
1
00
 

 

4
0
 

3
6
9
,
0
00
 

4
3
4
,
4
00
 

4
8
8
,
4
00
 

5
4
6
,
7
00
 

 

4
1
 

3
7
1
,
3
00
 

4
3
6
,
2
00
 

4
9
0
,
1
00
 

5
4
8
,
2
00
 

 

4
2
 

3
7
2
,
5
00
 

4
3
8
,
0
00
 

4
9
1
,
9
00
 

5
4
9
,
6
00
 

 

4
3
 

3
7
3
,
9
00
 

4
3
9
,
7
00
 

4
9
3
,
7
00
 

5
5
1
,
0
00
 

 

4
4
 

3
7
5
,
0
00
 

4
4
1
,
5
00
 

4
9
5
,
5
00
 

5
5
2
,
3
00
 

 

4
5
 

3
7
6
,
2
00
 

4
4
3
,
3
00
 

4
9
7
,
1
00
 

5
5
3
,
5
00
 

 

4
6
 

3
7
7
,
6
00
 

4
4
5
,
1
00
 

4
9
8
,
8
00
 

5
5
4
,
5
00
 

 

4
7
 

3
7
9
,
1
00
 

4
4
6
,
9
00
 

5
0
0
,
6
00
 

5
5
5
,
5
00
 

 

4
8
 

3
8
0
,
6
00
 

4
4
8
,
6
00
 

5
0
2
,
4
00
 

5
5
6
,
5
00
 

 

4
9
 

3
8
1
,
7
00
 

4
5
0
,
4
00
 

5
0
4
,
0
00
 

5
5
7
,
5
00
 

 

5
0
 

3
8
2
,
7
00
 

4
5
2
,
1
00
 

5
0
5
,
3
00
 

5
5
8
,
4
00
 

 

5
1
 

3
8
3
,
7
00
 

4
5
3
,
9
00
 

5
0
6
,
6
00
 

5
5
9
,
3
00
 

 

5
2
 

3
8
4
,
5
00
 

4
5
5
,
7
00
 

5
0
7
,
9
00
 

5
6
0
,
2
00
 

 

5
3
 

3
8
5
,
4
00
 

4
5
7
,
6
00
 

5
0
8
,
9
00
 

5
6
1
,
0
00
 

 

5
4
 

3
8
6
,
3
00
 

4
5
8
,
8
00
 

5
1
0
,
2
00
 

5
6
1
,
9
00
 

 

5
5
 

3
8
7
,
0
00
 

4
6
0
,
0
00
 

5
1
1
,
5
00
 

5
6
2
,
8
00
 

 

5
6
 

3
8
7
,
9
00
 

4
6
1
,
2
00
 

5
1
2
,
8
00
 

5
6
3
,
7
00
 

 

5
7
 

3
8
8
,
6
00
 

4
6
2
,
4
00
 

5
1
3
,
8
00
 

5
6
4
,
6
00
 

 

5
8
 

3
8
9
,
5
00
 

4
6
3
,
4
00
 

5
1
4
,
6
00
 

5
6
5
,
5
00
 

 

5
9
 

3
9
0
,
3
00
 

4
6
4
,
4
00
 

5
1
5
,
4
00
 

5
6
6
,
4
00
 

 

6
0
 

3
9
1
,
1
00
 

4
6
5
,
4
00
 

5
1
6
,
2
00
 

5
6
7
,
1
00
 

 

6
1
 

3
9
1
,
6
00
 

4
6
6
,
2
00
 

5
1
7
,
1
00
 

5
6
8
,
0
00
 

 

6
2
 

3
9
2
,
1
00
 

4
6
6
,
9
00
 

5
1
7
,
9
00
 

5
6
8
,
9
00
 

 

6
3
 

3
9
2
,
5
00
 

4
6
7
,
6
00
 

5
1
8
,
8
00
 

5
6
9
,
8
00
 

 

 

6
4
 

3
9
3
,
0
00
 

4
6
8
,
3
00
 

5
1
9
,
6
00
 

5
7
0
,
7
00
 

 

6
5
 

3
9
3
,
3
00
 

4
6
9
,
0
00
 

5
2
0
,
5
00
 

5
7
1
,
6
00
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6
6
 

 
4
6
9
,
7
00
 

5
2
1
,
4
00
 

 
 

6
7
 

 
4
7
0
,
4
00
 

5
2
2
,
1
00
 

 
 

6
8
 

 
4
7
1
,
0
00
 

5
2
3
,
0
00
 

 
 

6
9
 

 
4
7
1
,
3
00
 

5
2
3
,
9
00
 

 
 

7
0
 

 
4
7
2
,
0
00
 

5
2
4
,
7
00
 

 
 

7
1
 

 
4
7
2
,
7
00
 

5
2
5
,
6
00
 

 
 

7
2
 

 
4
7
3
,
4
00
 

5
2
6
,
5
00
 

 
 

7
3
 

 
4
7
3
,
8
00
 

5
2
7
,
3
00
 

 
 

7
4
 

 
4
7
4
,
4
00
 

5
2
8
,
2
00
 

 
 

7
5
 

 
4
7
5
,
1
00
 

5
2
9
,
1
00
 

 
 

7
6
 

 
4
7
5
,
8
00
 

5
2
9
,
8
00
 

 
 

7
7
 

 
4
7
6
,
2
00
 

5
3
0
,
6
00
 

 
 

7
8
 

 
4
7
6
,
8
00
 

5
3
1
,
5
00
 

 
 

7
9
 

 
4
7
7
,
4
00
 

5
3
2
,
4
00
 

 
 

8
0
 

 
4
7
7
,
9
00
 

5
3
3
,
3
00
 

 
 

8
1
 

 
4
7
8
,
5
00
 

5
3
4
,
1
00
 

 
 

8
2
 

 
4
7
9
,
0
00
 

5
3
5
,
0
00
 

 
 

8
3
 

 
4
7
9
,
5
00
 

5
3
5
,
9
00
 

 
 

8
4
 

 
4
8
0
,
0
00
 

5
3
6
,
8
00
 

 
 

8
5
 

 
4
8
0
,
4
00
 

5
3
7
,
6
00
 

 
 

8
6
 

 
4
8
1
,
0
00
 

5
3
8
,
5
00
 

 
 

8
7
 

 
4
8
1
,
4
00
 

5
3
9
,
4
00
 

 
 

8
8
 

 
4
8
1
,
9
00
 

5
4
0
,
3
00
 

 
 

8
9
 

 
4
8
2
,
4
00
 

5
4
1
,
1
00
 

 
 

9
0
 

 
4
8
3
,
0
00
 

 
 

 

9
1
 

 
4
8
3
,
6
00
 

 
 

 

9
2
 

 
4
8
4
,
0
00
 

 
 

 

9
3
 

 
4
8
4
,
5
00
 

 
 

 

9
4
 

 
4
8
5
,
1
00
 

 
 

 

9
5
 

 
4
8
5
,
7
00
 

 
 

 

9
6
 

 
4
8
6
,
3
00
 

 
 

 

9
7
 

 
4
8
6
,
8
00
 

 
 

 

再
任
用
 

職
 
員
 

 
2
9
6
,
2
00
 

3
3
8
,
6
00
 

3
9
3
,
0
00
 

4
6
6
,
0
00
 

5
6
5
,
9
00
 

備
考
 
こ
の
表
は
、
病
院
に
勤
務
す
る
医
師
に
適
用
す
る
。

 

医
 

療
 

職
 

給
 

料
 
表

 
（

２
）

 

職
員
の
 

区
 
分
 

 
職
務
 

 
の
級
 

 号
給
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

6
級
 

7
級
 

給
料
月
額
 
給
料
月
額
 
給
料

月
額
 
給
料
月
額
 
給
料
月
額
 
給
料
月
額
 
給
料
月
額
 

再
任
用

職
員
以

外
の
職

員
 

 
1
 

円
 

1
5
1
,
0
00
 

円
1
8
8
,
4
00
 

円
2
2
3
,
6
00
 

円
2
4
9
,
6
00
 

円
2
8
1
,
0
00
 

円
3
2
7
,
0
00
 

円
3
7
1
,
1
00
 

2
 

1
5
2
,
4
00
 

1
9
0
,
0
00
 

2
2
5
,
2
00
 

2
5
0
,
8
00
 

2
8
2
,
9
00
 

3
2
9
,
0
00
 

3
7
3
,
8
00
 

3
 

1
5
3
,
8
00
 

1
9
1
,
6
00
 

2
2
6
,
8
00
 

2
5
2
,
0
00
 

2
8
5
,
0
00
 

3
3
1
,
2
00
 

3
7
6
,
4
00
 

4
 

1
5
5
,
2
00
 

1
9
3
,
2
00
 

2
2
8
,
4
00
 

2
5
3
,
4
00
 

2
8
7
,
0
00
 

3
3
3
,
4
00
 

3
7
9
,
1
00
 

5
 

1
5
6
,
4
00
 

1
9
4
,
7
00
 

2
2
9
,
8
00
 

2
5
4
,
6
00
 

2
8
9
,
1
00
 

3
3
5
,
2
00
 

3
8
1
,
5
00
 

6
 

1
5
8
,
2
00
 

1
9
6
,
2
00
 

2
3
1
,
4
00
 

2
5
5
,
8
00
 

2
9
1
,
2
00
 

3
3
7
,
4
00
 

3
8
4
,
2
00
 

7
 

1
5
9
,
9
00
 

1
9
7
,
8
00
 

2
3
2
,
9
00
 

2
5
7
,
0
00
 

2
9
3
,
1
00
 

3
3
9
,
4
00
 

3
8
6
,
8
00
 

8
 

1
6
1
,
5
00
 

1
9
9
,
3
00
 

2
3
4
,
5
00
 

2
5
8
,
0
00
 

2
9
5
,
1
00
 

3
4
1
,
6
00
 

3
8
9
,
5
00
 

9
 

1
6
3
,
1
00
 

2
0
0
,
9
00
 

2
3
5
,
6
00
 

2
5
9
,
3
00
 

2
9
7
,
1
00
 

3
4
3
,
4
00
 

3
9
1
,
6
00
 

1
0
 

1
6
4
,
8
00
 

2
0
2
,
6
00
 

2
3
7
,
1
00
 

2
6
0
,
1
00
 

2
9
9
,
1
00
 

3
4
5
,
5
00
 

3
9
3
,
9
00
 

1
1
 

1
6
6
,
4
00
 

2
0
4
,
2
00
 

2
3
8
,
5
00
 

2
6
1
,
1
00
 

3
0
1
,
1
00
 

3
4
7
,
6
00
 

3
9
6
,
1
00
 

1
2
 

1
6
8
,
2
00
 

2
0
5
,
9
00
 

2
3
9
,
7
00
 

2
6
2
,
1
00
 

3
0
3
,
1
00
 

3
4
9
,
7
00
 

3
9
8
,
3
00
 

1
3
 

1
6
9
,
7
00
 

2
0
7
,
3
00
 

2
4
1
,
3
00
 

2
6
3
,
4
00
 

3
0
5
,
1
00
 

3
5
1
,
2
00
 

4
0
0
,
4
00
 

1
4
 

1
7
1
,
6
00
 

2
0
8
,
9
00
 

2
4
2
,
7
00
 

2
6
4
,
6
00
 

3
0
7
,
0
00
 

3
5
3
,
2
00
 

4
0
2
,
4
00
 

1
5
 

1
7
3
,
6
00
 

2
1
0
,
5
00
 

2
4
3
,
9
00
 

2
6
6
,
2
00
 

3
0
9
,
1
00
 

3
5
5
,
1
00
 

4
0
4
,
4
00
 

1
6
 

1
7
5
,
5
00
 

2
1
2
,
1
00
 

2
4
5
,
3
00
 

2
6
7
,
6
00
 

3
1
1
,
1
00
 

3
5
7
,
1
00
 

4
0
6
,
5
00
 

1
7
 

1
7
7
,
4
00
 

2
1
3
,
5
00
 

2
4
6
,
1
00
 

2
6
9
,
1
00
 

3
1
3
,
1
00
 

3
5
8
,
9
00
 

4
0
8
,
3
00
 

1
8
 

1
7
9
,
2
00
 

2
1
5
,
1
00
 

2
4
7
,
3
00
 

2
7
0
,
8
00
 

3
1
5
,
1
00
 

3
6
0
,
9
00
 

4
1
0
,
3
00
 

1
9
 

1
8
1
,
0
00
 

2
1
6
,
8
00
 

2
4
8
,
5
00
 

2
7
2
,
5
00
 

3
1
7
,
2
00
 

3
6
2
,
9
00
 

4
1
2
,
2
00
 

2
0
 

1
8
2
,
9
00
 

2
1
8
,
5
00
 

2
4
9
,
6
00
 

2
7
4
,
2
00
 

3
1
9
,
3
00
 

3
6
4
,
9
00
 

4
1
4
,
3
00
 

2
1
 

1
8
4
,
7
00
 

2
1
9
,
8
00
 

2
5
1
,
0
00
 

2
7
6
,
0
00
 

3
2
1
,
1
00
 

3
6
6
,
7
00
 

4
1
6
,
1
00
 

2
2
 

1
8
6
,
2
00
 

2
2
1
,
3
00
 

2
5
1
,
9
00
 

2
7
7
,
7
00
 

3
2
3
,
1
00
 

3
6
8
,
7
00
 

4
1
7
,
7
00
 

2
3
 

1
8
7
,
7
00
 

2
2
2
,
7
00
 

2
5
2
,
9
00
 

2
7
9
,
4
00
 

3
2
4
,
9
00
 

3
7
0
,
8
00
 

4
1
9
,
3
00
 

2
4
 

1
8
9
,
2
00
 

2
2
4
,
2
00
 

2
5
4
,
0
00
 

2
8
1
,
0
00
 

3
2
6
,
9
00
 

3
7
2
,
9
00
 

4
2
0
,
8
00
 

2
5
 

1
9
0
,
8
00
 

2
2
5
,
6
00
 

2
5
5
,
2
00
 

2
8
2
,
8
00
 

3
2
8
,
6
00
 

3
7
4
,
3
00
 

4
2
2
,
3
00
 

 

2
6
 

1
9
2
,
1
00
 

2
2
7
,
0
00
 

2
5
6
,
4
00
 

2
8
4
,
5
00
 

3
3
0
,
5
00
 

3
7
6
,
1
00
 

4
2
3
,
6
00
 

2
7
 

1
9
3
,
6
00
 

2
2
8
,
3
00
 

2
5
7
,
8
00
 

2
8
6
,
3
00
 

3
3
2
,
5
00
 

3
7
7
,
9
00
 

4
2
4
,
9
00
 

2
8
 

1
9
5
,
0
00
 

2
2
9
,
6
00
 

2
5
9
,
3
00
 

2
8
7
,
9
00
 

3
3
4
,
5
00
 

3
7
9
,
6
00
 

4
2
6
,
2
00
 

2
9
 

1
9
6
,
5
00
 

2
3
0
,
9
00
 

2
6
0
,
7
00
 

2
8
9
,
6
00
 

3
3
5
,
8
00
 

3
8
1
,
4
00
 

4
2
7
,
5
00
 

 
3
0
 

1
9
7
,
7
00
 

2
3
2
,
3
00
 

2
6
2
,
3
00
 

2
9
1
,
4
00
 

3
3
7
,
6
00
 

3
8
2
,
9
00
 

4
2
8
,
7
00
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3
1
 

1
9
9
,
0
00
 

2
3
3
,
8
00
 

2
6
3
,
9
00
 

2
9
3
,
2
00
 

3
3
9
,
3
00
 

3
8
4
,
5
00
 

4
2
9
,
9
00
 

3
2
 

2
0
0
,
3
00
 

2
3
5
,
2
00
 

2
6
5
,
4
00
 

2
9
5
,
1
00
 

3
4
1
,
1
00
 

3
8
6
,
2
00
 

4
3
1
,
0
00
 

3
3
 

2
0
1
,
7
00
 

2
3
6
,
2
00
 

2
6
6
,
8
00
 

2
9
6
,
8
00
 

3
4
2
,
8
00
 

3
8
7
,
5
00
 

4
3
2
,
2
00
 

3
4
 

2
0
3
,
1
00
 

2
3
7
,
5
00
 

2
6
8
,
5
00
 

2
9
8
,
5
00
 

3
4
4
,
6
00
 

3
8
8
,
8
00
 

4
3
3
,
4
00
 

3
5
 

2
0
4
,
4
00
 

2
3
8
,
5
00
 

2
7
0
,
1
00
 

3
0
0
,
3
00
 

3
4
6
,
5
00
 

3
9
0
,
1
00
 

4
3
4
,
6
00
 

3
6
 

2
0
5
,
8
00
 

2
3
9
,
7
00
 

2
7
1
,
7
00
 

3
0
2
,
1
00
 

3
4
8
,
3
00
 

3
9
1
,
3
00
 

4
3
5
,
8
00
 

3
7
 

2
0
6
,
9
00
 

2
4
1
,
0
00
 

2
7
3
,
2
00
 

3
0
3
,
4
00
 

3
5
0
,
1
00
 

3
9
2
,
4
00
 

4
3
7
,
1
00
 

3
8
 

2
0
8
,
2
00
 

2
4
2
,
3
00
 

2
7
4
,
7
00
 

3
0
5
,
1
00
 

3
5
1
,
8
00
 

3
9
3
,
6
00
 

4
3
7
,
9
00
 

3
9
 

2
0
9
,
5
00
 

2
4
3
,
4
00
 

2
7
6
,
3
00
 

3
0
6
,
6
00
 

3
5
3
,
4
00
 

3
9
4
,
7
00
 

4
3
8
,
3
00
 

4
0
 

2
1
0
,
8
00
 

2
4
4
,
7
00
 

2
7
7
,
7
00
 

3
0
8
,
2
00
 

3
5
5
,
1
00
 

3
9
5
,
8
00
 

4
3
9
,
0
00
 

4
1
 

2
1
1
,
9
00
 

2
4
6
,
0
00
 

2
7
9
,
2
00
 

3
0
9
,
9
00
 

3
5
6
,
3
00
 

3
9
6
,
6
00
 

4
3
9
,
5
00
 

4
2
 

2
1
3
,
1
00
 

2
4
7
,
0
00
 

2
8
0
,
8
00
 

3
1
1
,
6
00
 

3
5
7
,
4
00
 

3
9
7
,
4
00
 

4
3
9
,
9
00
 

4
3
 

2
1
4
,
3
00
 

2
4
8
,
2
00
 

2
8
2
,
5
00
 

3
1
3
,
2
00
 

3
5
8
,
6
00
 

3
9
8
,
2
00
 

4
4
0
,
3
00
 

4
4
 

2
1
5
,
5
00
 

2
4
9
,
3
00
 

2
8
4
,
2
00
 

3
1
4
,
9
00
 

3
5
9
,
8
00
 

3
9
9
,
0
00
 

4
4
0
,
7
00
 

4
5
 

2
1
6
,
7
00
 

2
5
0
,
4
00
 

2
8
5
,
7
00
 

3
1
5
,
8
00
 

3
6
1
,
0
00
 

3
9
9
,
4
00
 

4
4
1
,
1
00
 

4
6
 

2
1
7
,
8
00
 

2
5
1
,
7
00
 

2
8
7
,
4
00
 

3
1
7
,
2
00
 

3
6
1
,
8
00
 

4
0
0
,
0
00
 

4
4
1
,
5
00
 

4
7
 

2
1
8
,
8
00
 

2
5
3
,
0
00
 

2
8
9
,
1
00
 

3
1
8
,
7
00
 

3
6
3
,
0
00
 

4
0
0
,
5
00
 

4
4
1
,
9
00
 

4
8
 

2
1
9
,
9
00
 

2
5
4
,
2
00
 

2
9
0
,
7
00
 

3
2
0
,
3
00
 

3
6
4
,
1
00
 

4
0
0
,
9
00
 

4
4
2
,
2
00
 

4
9
 

2
2
0
,
9
00
 

2
5
5
,
8
00
 

2
9
1
,
9
00
 

3
2
1
,
7
00
 

3
6
5
,
1
00
 

4
0
1
,
3
00
 

4
4
2
,
5
00
 

5
0
 

2
2
1
,
9
00
 

2
5
7
,
2
00
 

2
9
3
,
5
00
 

3
2
3
,
0
00
 

3
6
6
,
1
00
 

4
0
1
,
6
00
 

4
4
2
,
9
00
 

5
1
 

2
2
2
,
8
00
 

2
5
8
,
4
00
 

2
9
4
,
8
00
 

3
2
4
,
2
00
 

3
6
7
,
1
00
 

4
0
1
,
9
00
 

4
4
3
,
2
00
 

5
2
 

2
2
3
,
8
00
 

2
5
9
,
6
00
 

2
9
6
,
4
00
 

3
2
5
,
5
00
 

3
6
8
,
1
00
 

4
0
2
,
2
00
 

4
4
3
,
5
00
 

5
3
 

2
2
4
,
1
00
 

2
6
0
,
7
00
 

2
9
7
,
7
00
 

3
2
6
,
6
00
 

3
6
8
,
9
00
 

4
0
2
,
5
00
 

4
4
3
,
8
00
 

5
4
 

2
2
4
,
9
00
 

2
6
2
,
0
00
 

2
9
9
,
2
00
 

3
2
7
,
6
00
 

3
6
9
,
7
00
 

4
0
2
,
8
00
 

 

5
5
 

2
2
5
,
6
00
 

2
6
3
,
3
00
 

3
0
0
,
6
00
 

3
2
8
,
7
00
 

3
7
0
,
6
00
 

4
0
3
,
1
00
 

 

5
6
 

2
2
6
,
4
00
 

2
6
4
,
4
00
 

3
0
2
,
1
00
 

3
2
9
,
7
00
 

3
7
1
,
5
00
 

4
0
3
,
4
00
 

 

5
7
 

2
2
7
,
1
00
 

2
6
5
,
2
00
 

3
0
3
,
1
00
 

3
3
0
,
2
00
 

3
7
2
,
0
00
 

4
0
3
,
7
00
 

 

5
8
 

2
2
8
,
0
00
 

2
6
6
,
5
00
 

3
0
4
,
3
00
 

3
3
1
,
1
00
 

3
7
2
,
8
00
 

4
0
4
,
0
00
 

 

5
9
 

2
2
8
,
7
00
 

2
6
7
,
8
00
 

3
0
5
,
5
00
 

3
3
1
,
9
00
 

3
7
3
,
6
00
 

4
0
4
,
3
00
 

 

6
0
 

2
2
9
,
4
00
 

2
6
9
,
1
00
 

3
0
6
,
9
00
 

3
3
2
,
8
00
 

3
7
4
,
4
00
 

4
0
4
,
7
00
 

 

6
1
 

2
3
0
,
3
00
 

2
7
0
,
0
00
 

3
0
8
,
2
00
 

3
3
3
,
6
00
 

3
7
4
,
8
00
 

4
0
4
,
9
00
 

 

6
2
 

2
3
1
,
0
00
 

2
7
1
,
2
00
 

3
0
9
,
4
00
 

3
3
3
,
9
00
 

3
7
5
,
5
00
 

4
0
5
,
2
00
 

 

6
3
 

2
3
1
,
9
00
 

2
7
2
,
5
00
 

3
1
0
,
7
00
 

3
3
4
,
5
00
 

3
7
6
,
2
00
 

4
0
5
,
5
00
 

 

 
6
4
 

2
3
2
,
9
00
 

2
7
3
,
8
00
 

3
1
1
,
9
00
 

3
3
5
,
2
00
 

3
7
6
,
9
00
 

4
0
5
,
8
00
 

 

 

  

6
5
 

2
3
3
,
5
00
 

2
7
4
,
6
00
 

3
1
3
,
3
00
 

3
3
5
,
8
00
 

3
7
7
,
3
00
 

4
0
6
,
0
00
 

 

6
6
 

2
3
4
,
2
00
 

2
7
5
,
7
00
 

3
1
4
,
1
00
 

3
3
6
,
5
00
 

3
7
7
,
9
00
 

4
0
6
,
3
00
 

 

6
7
 

2
3
4
,
9
00
 

2
7
6
,
6
00
 

3
1
4
,
9
00
 

3
3
7
,
2
00
 

3
7
8
,
6
00
 

4
0
6
,
6
00
 

 

6
8
 

2
3
5
,
6
00
 

2
7
7
,
7
00
 

3
1
5
,
7
00
 

3
3
7
,
9
00
 

3
7
9
,
2
00
 

4
0
6
,
9
00
 

 

6
9
 

2
3
6
,
3
00
 

2
7
8
,
7
00
 

3
1
6
,
3
00
 

3
3
8
,
6
00
 

3
7
9
,
6
00
 

4
0
7
,
1
00
 

 

7
0
 

2
3
6
,
9
00
 

2
7
9
,
7
00
 

3
1
7
,
0
00
 

3
3
9
,
1
00
 

3
8
0
,
1
00
 

 
 

7
1
 

2
3
7
,
5
00
 

2
8
0
,
8
00
 

3
1
7
,
7
00
 

3
3
9
,
7
00
 

3
8
0
,
6
00
 

 
 

7
2
 

2
3
8
,
0
00
 

2
8
1
,
9
00
 

3
1
8
,
3
00
 

3
4
0
,
3
00
 

3
8
1
,
1
00
 

 
 

7
3
 

2
3
8
,
7
00
 

2
8
2
,
5
00
 

3
1
9
,
0
00
 

3
4
0
,
6
00
 

3
8
1
,
7
00
 

 
 

7
4
 

2
3
9
,
4
00
 

2
8
3
,
2
00
 

3
1
9
,
2
00
 

3
4
1
,
2
00
 

3
8
2
,
2
00
 

 
 

7
5
 

2
4
0
,
1
00
 

2
8
3
,
7
00
 

3
1
9
,
8
00
 

3
4
1
,
7
00
 

3
8
2
,
8
00
 

 
 

7
6
 

2
4
0
,
6
00
 

2
8
4
,
5
00
 

3
2
0
,
4
00
 

3
4
2
,
3
00
 

3
8
3
,
4
00
 

 
 

7
7
 

2
4
1
,
0
00
 

2
8
5
,
3
00
 

3
2
1
,
0
00
 

3
4
2
,
8
00
 

3
8
3
,
9
00
 

 
 

7
8
 

2
4
1
,
6
00
 

2
8
5
,
9
00
 

3
2
1
,
5
00
 

3
4
3
,
3
00
 

3
8
4
,
4
00
 

 
 

7
9
 

2
4
2
,
2
00
 

2
8
6
,
5
00
 

3
2
2
,
0
00
 

3
4
3
,
8
00
 

3
8
4
,
9
00
 

 
 

8
0
 

2
4
2
,
8
00
 

2
8
7
,
1
00
 

3
2
2
,
5
00
 

3
4
4
,
2
00
 

3
8
5
,
4
00
 

 
 

8
1
 

2
4
3
,
1
00
 

2
8
7
,
8
00
 

3
2
3
,
1
00
 

3
4
4
,
5
00
 

3
8
5
,
7
00
 

 
 

8
2
 

2
4
3
,
5
00
 

2
8
8
,
3
00
 

3
2
3
,
6
00
 

3
4
4
,
8
00
 

3
8
6
,
2
00
 

 
 

8
3
 

2
4
3
,
9
00
 

2
8
8
,
7
00
 

3
2
4
,
0
00
 

3
4
5
,
2
00
 

3
8
6
,
6
00
 

 
 

8
4
 

2
4
4
,
2
00
 

2
8
9
,
1
00
 

3
2
4
,
5
00
 

3
4
5
,
5
00
 

3
8
7
,
0
00
 

 
 

8
5
 

2
4
4
,
5
00
 

2
8
9
,
3
00
 

3
2
5
,
0
00
 

3
4
6
,
0
00
 

3
8
7
,
4
00
 

 
 

8
6
 

 
2
8
9
,
5
00
 

3
2
5
,
4
00
 

3
4
6
,
3
00
 

3
8
7
,
9
00
 

 
 

8
7
 

 
2
8
9
,
7
00
 

3
2
5
,
6
00
 

3
4
6
,
6
00
 

3
8
8
,
3
00
 

 
 

8
8
 

 
2
8
9
,
9
00
 

3
2
6
,
0
00
 

3
4
6
,
9
00
 

3
8
8
,
7
00
 

 
 

8
9
 

 
2
9
0
,
3
00
 

3
2
6
,
4
00
 

3
4
7
,
3
00
 

3
8
9
,
1
00
 

 
 

9
0
 

 
2
9
0
,
5
00
 

3
2
6
,
8
00
 

3
4
7
,
6
00
 

3
8
9
,
6
00
 

 
 

9
1
 

 
2
9
0
,
7
00
 

3
2
7
,
2
00
 

3
4
8
,
0
00
 

3
9
0
,
0
00
 

 
 

9
2
 

 
2
9
0
,
9
00
 

3
2
7
,
6
00
 

3
4
8
,
3
00
 

3
9
0
,
4
00
 

 
 

9
3
 

 
2
9
1
,
3
00
 

3
2
7
,
9
00
 

3
4
8
,
7
00
 

3
9
0
,
8
00
 

 
 

9
4
 

 
2
9
1
,
5
00
 

3
2
8
,
1
00
 

3
4
9
,
0
00
 

3
9
1
,
3
00
 

 
 

9
5
 

 
2
9
1
,
7
00
 

3
2
8
,
5
00
 

3
4
9
,
3
00
 

3
9
1
,
7
00
 

 
 

9
6
 

 
2
9
2
,
0
00
 

3
2
8
,
8
00
 

3
4
9
,
6
00
 

3
9
2
,
1
00
 

 
 

9
7
 

 
2
9
2
,
4
00
 

3
2
9
,
0
00
 

3
4
9
,
9
00
 

3
9
2
,
5
00
 

 
 

 
9
8
 

 
2
9
2
,
7
00
 

3
2
9
,
3
00
 

3
5
0
,
3
00
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9
9
 

 
2
9
2
,
9
00
 

3
2
9
,
6
00
 

3
5
0
,
7
00
 

 
 

 

1
0
0 

 
2
9
3
,
2
00
 

3
2
9
,
9
00
 

3
5
1
,
1
00
 

 
 

 

1
0
1 

 
2
9
3
,
5
00
 

3
3
0
,
1
00
 

3
5
1
,
6
00
 

 
 

 

 

1
0
2 

 
2
9
3
,
7
00
 

3
3
0
,
4
00
 

3
5
2
,
0
00
 

 
 

 

1
0
3 

 
2
9
3
,
9
00
 

3
3
0
,
8
00
 

3
5
2
,
4
00
 

 
 

 

1
0
4 

 
2
9
4
,
2
00
 

3
3
1
,
0
00
 

3
5
2
,
8
00
 

 
 

 

1
0
5 

 
2
9
4
,
5
00
 

3
3
1
,
2
00
 

3
5
3
,
3
00
 

 
 

 

1
0
6 

 
 

3
3
1
,
4
00
 

 
 

 
 

1
0
7 

 
 

3
3
1
,
8
00
 

 
 

 
 

1
0
8 

 
 

3
3
2
,
0
00
 

 
 

 
 

1
0
9 

 
 

3
3
2
,
2
00
 

 
 

 
 

1
1
0 

 
 

3
3
2
,
6
00
 

 
 

 
 

1
1
1 

 
 

3
3
3
,
0
00
 

 
 

 
 

1
1
2 

 
 

3
3
3
,
4
00
 

 
 

 
 

1
1
3 

 
 

3
3
3
,
6
00
 

 
 

 
 

再
任
用
 

職
 
員
 

 
1
8
8
,
7
00
 

2
1
5
,
3
00
 

2
4
3
,
5
00
 

2
5
6
,
9
00
 

2
8
2
,
1
00
 

3
2
2
,
8
00
 

3
6
5
,
0
00
 

備
考
 
こ
の
表
は
、
病
院
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
管
理
栄
養
士
、
栄
養
士
、
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
臨
床
工
学

技
士
及
び

そ
の
他
の
職
員
で
管
理

者
が
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。
 

 

医
 

療
 

職
 

給
 

料
 
表

 
（

３
）

 

職
員
の
 

区
 
分
 

 
職
務
 

 
の
級
 

 号
給
 

1
級
 

2
級
 

3
級
 

4
級
 

5
級
 

6
級
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

再
任
用

職
員
以

外
の
職

員
 

 
1
 

円
 

1
6
5
,
3
00
 

円
 

1
9
2
,
4
00
 

円
 

2
4
0
,
2
00
 

円
 

2
6
2
,
7
00
 

円
 

2
8
7
,
1
00
 

円
 

3
3
0
,
1
00
 

2
 

1
6
6
,
7
00
 

1
9
4
,
5
00
 

2
4
2
,
0
00
 

2
6
3
,
7
00
 

2
8
8
,
8
00
 

3
3
2
,
2
00
 

3
 

1
6
8
,
2
00
 

1
9
6
,
6
00
 

2
4
3
,
8
00
 

2
6
4
,
6
00
 

2
9
0
,
4
00
 

3
3
4
,
2
00
 

4
 

1
6
9
,
6
00
 

1
9
8
,
6
00
 

2
4
5
,
6
00
 

2
6
5
,
7
00
 

2
9
2
,
2
00
 

3
3
6
,
4
00
 

5
 

1
7
1
,
0
00
 

2
0
0
,
7
00
 

2
4
7
,
0
00
 

2
6
6
,
2
00
 

2
9
3
,
9
00
 

3
3
8
,
4
00
 

6
 

1
7
2
,
5
00
 

2
0
3
,
0
00
 

2
4
8
,
3
00
 

2
6
7
,
2
00
 

2
9
5
,
7
00
 

3
4
0
,
5
00
 

7
 

1
7
4
,
0
00
 

2
0
5
,
3
00
 

2
4
9
,
4
00
 

2
6
8
,
0
00
 

2
9
7
,
4
00
 

3
4
2
,
6
00
 

8
 

1
7
5
,
5
00
 

2
0
7
,
5
00
 

2
5
0
,
7
00
 

2
6
8
,
9
00
 

2
9
9
,
1
00
 

3
4
4
,
7
00
 

9
 

1
7
6
,
7
00
 

2
0
9
,
8
00
 

2
5
1
,
7
00
 

2
7
0
,
0
00
 

3
0
1
,
0
00
 

3
4
6
,
2
00
 

1
0
 

1
7
8
,
4
00
 

2
1
1
,
2
00
 

2
5
2
,
7
00
 

2
7
0
,
7
00
 

3
0
2
,
7
00
 

3
4
8
,
2
00
 

1
1
 

1
8
0
,
0
00
 

2
1
2
,
6
00
 

2
5
3
,
6
00
 

2
7
1
,
8
00
 

3
0
4
,
4
00
 

3
5
0
,
1
00
 

1
2
 

1
8
1
,
5
00
 

2
1
3
,
8
00
 

2
5
4
,
5
00
 

2
7
3
,
0
00
 

3
0
6
,
1
00
 

3
5
2
,
1
00
 

1
3
 

1
8
2
,
9
00
 

2
1
5
,
2
00
 

2
5
5
,
7
00
 

2
7
4
,
3
00
 

3
0
7
,
6
00
 

3
5
4
,
0
00
 

1
4
 

1
8
4
,
9
00
 

2
1
6
,
6
00
 

2
5
6
,
8
00
 

2
7
5
,
4
00
 

3
0
9
,
2
00
 

3
5
6
,
1
00
 

1
5
 

1
8
6
,
9
00
 

2
1
8
,
1
00
 

2
5
7
,
6
00
 

2
7
6
,
6
00
 

3
1
1
,
0
00
 

3
5
8
,
2
00
 

1
6
 

1
8
8
,
9
00
 

2
1
9
,
3
00
 

2
5
8
,
6
00
 

2
7
8
,
0
00
 

3
1
2
,
8
00
 

3
6
0
,
2
00
 

1
7
 

1
9
1
,
0
00
 

2
2
0
,
7
00
 

2
5
9
,
1
00
 

2
7
9
,
3
00
 

3
1
4
,
5
00
 

3
6
2
,
2
00
 

1
8
 

1
9
3
,
1
00
 

2
2
2
,
2
00
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2
,
1
00
 

 
 

 
 

1
3
9 

3
0
1
,
6
00
 

3
3
2
,
5
00
 

 
 

 
 

1
4
0 

3
0
1
,
9
00
 

3
3
2
,
9
00
 

 
 

 
 

1
4
1 

3
0
2
,
1
00
 

3
3
3
,
2
00
 

 
 

 
 

1
4
2 

3
0
2
,
5
00
 

3
3
3
,
6
00
 

 
 

 
 

1
4
3 

3
0
2
,
9
00
 

3
3
3
,
9
00
 

 
 

 
 

1
4
4 

3
0
3
,
2
00
 

3
3
4
,
3
00
 

 
 

 
 

1
4
5 

3
0
3
,
4
00
 

3
3
4
,
6
00
 

 
 

 
 

1
4
6 

3
0
3
,
6
00
 

3
3
5
,
0
00
 

 
 

 
 

1
4
7 

3
0
3
,
9
00
 

3
3
5
,
4
00
 

 
 

 
 

 

1
4
8 

3
0
4
,
3
00
 

3
3
5
,
8
00
 

 
 

 
 

1
4
9 

3
0
4
,
5
00
 

3
3
6
,
1
00
 

 
 

 
 

1
5
0 

3
0
4
,
7
00
 

3
3
6
,
5
00
 

 
 

 
 

1
5
1 

3
0
5
,
0
00
 

3
3
6
,
9
00
 

 
 

 
 

 

1
5
2 

3
0
5
,
3
00
 

3
3
7
,
3
00
 

 
 

 
 

1
5
3 

3
0
5
,
7
00
 

3
3
7
,
6
00
 

 
 

 
 

1
5
4 

3
0
5
,
9
00
 

 
 

 
 

 

1
5
5 

3
0
6
,
1
00
 

 
 

 
 

 

1
5
6 

3
0
6
,
4
00
 

 
 

 
 

 

1
5
7 

3
0
6
,
7
00
 

 
 

 
 

 

1
5
8 

3
0
7
,
0
00
 

 
 

 
 

 

1
5
9 

3
0
7
,
3
00
 

 
 

 
 

 

1
6
0 

3
0
7
,
6
00
 

 
 

 
 

 

1
6
1 

3
0
8
,
0
00
 

 
 

 
 

 

1
6
2 

3
0
8
,
3
00
 

 
 

 
 

 

1
6
3 

3
0
8
,
6
00
 

 
 

 
 

 

 
1
6
4 

3
0
8
,
9
00
 

 
 

 
 

 

 
1
6
5 

3
0
9
,
3
00
 

 
 

 
 

 

 
1
6
6 

3
0
9
,
6
00
 

 
 

 
 

 

 
1
6
7 

3
0
9
,
9
00
 

 
 

 
 

 

 
1
6
8 

3
1
0
,
2
00
 

 
 

 
 

 

 
1
6
9 

3
1
0
,
6
00
 

 
 

 
 

 

再
任
用
 

職
 
員
 

 
2
3
5
,
1
00
 

2
5
5
,
4
00
 

2
6
2
,
6
00
 

2
7
2
,
8
00
 

2
8
9
,
1
00
 

3
2
6
,
2
00
 

備
考
 
こ
の
表
は
、
病
院
に
勤
務
す
る
看
護
師
及
び
准
看
護
師
に
適
用
す
る
。
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   附 則 

 

 （施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行し、平成 

３１年４月１日から適用する。ただし、亀岡

市立病院職員の給与に関する規程（以下「給

与規程」という。）第１０条の改正規定は、

令和２年１月１日から施行する。 

 （給与の内払） 

２ この規程による改正後の給与規程の規定を

適用する場合においては、この規程による改

正前の給与規程の規定に基づいて支給された

給与は、この規程による改正後の給与規程の

規定による給与の内払とみなす。 

 （国の例引用） 

３ 前項に定めるもののほか、この規程の施行

に関し疑義が生じた場合は、国の例による。 

 

「掲示済」 
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